
備 考

独立研究科

人 人

医歯薬学総合研究科
　熱帯医学専攻（廃止）　　　　　　（△12）
※平成27年４月学生募集停止
国際健康開発研究科
　国際健康開発専攻（廃止）　　　　（△10）
※平成27年４月学生募集停止

水産・環境科学総合研究科
　環境科学専攻　　　　　　　　　　（　25）（平成26年7月事前伺い）
　環境共生政策額専攻（廃止）　　　（△ 8）
　環境保全設計学専攻（廃止）　　　（△17）
※環境共生政策額専攻及び環境保全設計学専攻は平成27年４月学生募集停止

工学研究科
　総合工学専攻〔定員増〕　　　　　（　20）（平成27年4月）
　生産システム工学専攻〔定員増〕　（   5）（平成27年4月）

環境科学部
　環境科学科
　（３年次編入学定員）〔定員減〕　（△ 5）（平成27年4月）

 30 単位

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称

47科目 5科目 2科目 54科目

同一設置者内における変更状況
（定員の移行，名称の変更等）

1 年

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

2 年

講義 演習 計

熱帯医学・グローバルヘル
ス研究科

 修士（熱帯医学）

[Health Innovation
Course]

人

所　在　地

年 人 年次
人

人 年　月
第　年次

新 設 学 部 等 の 目 的
　本研究科は，教育と研究と実践を一体化させ，世界の人々の健康と幸福に貢献し，
グローバルヘルスに革新的な変革をもたらすことのできる人材の育成を目的とする。

修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

[School of Tropical
Medicine and Global
Health]

収容
定員

フ リ ガ ナ ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸｲﾝ

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

大 学 の 名 称 長崎大学大学院［Nagasaki University Graduate School］

大 学 本 部 の 位 置 長崎県長崎市文教町１番１４号

大 学 の 目 的

　長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ，豊かな心を育み，地球の平和を支える科学
を創造することによって，社会の調和的発展に貢献するとの理念に基づき，教育研究
の高度化及び個性化を図り，アジアを含む地域社会とともに歩みつつ，世界にとって
不可欠な知の情報発信拠点であり続けるとともに，地域及び国際社会の発展に貢献で
きる人材を養成することを目的とする。

計 画 の 区 分 研究科の設置

フ リ ガ ナ ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲｶﾞｸ

設 置 者 国立大学法人　長崎大学

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

熱帯医学コース

[Tropical Medicine
Course]

国際健康開発コース

[International Health
Development Course]

ヘルスイノベーションコー
ス

募集人員は、
熱帯医学コース
12名程度

国際健康開発コース
10名程度

ヘルスイノベーショ
ンコース5名程度

 修士（公衆衛生学）

グローバルヘルス専攻
[Department of Global
Health]

27 人 42

27

2 年

42計

 修士（医科学）

修了要件単位数

熱帯医学・グローバルヘル
ス研究科

平成27年4月
第１年次

長崎県長崎市坂本1丁
目12番4号

実験・実習
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【 研　究　科 】

教育学研究科
　　教職実践専攻（専門職学位課程）

経済学研究科
　　経済経営政策専攻（博士前期課程）

　　経営意思決定専攻（博士後期課程）

工学研究科
　　総合工学専攻（博士前期課程）

　　生産システム工学専攻（博士後期課程）

水産・環境科学総合研究科
　　水産学専攻（博士前期課程）

　　環境海洋資源学専攻（博士後期課程）

　　海洋フィールド生命科学専攻（博士課程）

医歯薬学総合研究科
　　保健学専攻（修士課程）

　　医療科学専攻（博士課程）

　　放射線医療科学専攻（博士課程）

　　生命薬科学専攻（博士前期課程）

　　生命薬科学専攻（博士後期課程）

　グリーンシステム創成科学専攻（博士課程）

1,690

(1,690) (1,359)

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

職　　　種 専　　任 兼　　任

事 務 職 員
509

(436)

(2)
0 2

4 0

(0)

(46) (41) (30)

66 0 0

(117)

0

(0) (14)

(0)(32)
32 34

14

(0) (0)

(509)

(0) (66)
0

11

27

(11)

436

(27) (16)

17 7 0
(17) (7)

04146

   26人
 （26）

(32) (22)
32

学　部　等　の　名　称
専任教員等 兼 任

教 員助手助教

計

(54)

(0)

0

(0)

0
(47)

0

0

(0) (0) (2)
22 0 0 54 0

30 117

(0)

(0) (24)
0 24

(4) (0) (3) (18)
3 18

(0)

(34)

(30) (0) (3)

316

(14) (6) (0)

(1)

0

6
(69) (0)

0 3

9 122

(6)

12

(0)
14 6 0 1

1,359

087 50 18

(22) (9) (1) (0)

(87)

2
(7) (4) (1) (3) (15) (0)

　　新興感染症病態制御学系専攻(博士課程) 8

(2)
1 3 15 0

213
(14)

(761)

97

(0)

(186)

186

18

1,139

89

(1,900)

技 術 職 員

計

そ の 他 の 職 員

図 書 館 専 門 職 員

(97) (89)

18 0

(18)

761

(1,139)

0 0

759

945

27

(0)

3,049

(5)

(18)

(945)

1,900

(0)

(37) (0)

(22)
182

(3,049)

22

37 0 5

(0)
6

(12)(32) (0)
0

21

6 0 0 15 0
(6) (0) (0)

2

(6)(9) (15)
9

(21) (0)

69

0
(0) (0)

(0)
0 0

6

4

(1)

27

(8)

0

(13)

(50) (18) (27)

15

1

10 11 0

36
(36)

30

7

(3)
47

既
設
分

378 268 23 90

14 0 6 35

(2)

32

(182)

(0) (6) (27) (0)

14

(14) (15) (0) (6) (35)

71
計

378

0

(0)

759 0

0 71

教
員
組
織
の
概
要

(0)
0

(10) (11)

268 23 90

    0人
  （0）

    1人
  （1）

　 31人
 （31）

計
    4人
  （4）

    0人
  （0）

　　8人
 （8）

計

　26人
 （26）

　  4人
  （4）

　  0人
  （0）

教授 准教授 講師

　  1人
  （1）

　 31人
 （31）

　　0人
  （0）

新

設

分
　  8人
 （8）

グローバルヘルス専攻
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その他の内，

大学全体

多文化社会学部

多文化社会学科 4 －

歯学部

教室等

借用面積47㎡を含
み，昭和40年4月1日
より借入。

20　室 3 室

（187,914 ㎡） （　　　0 ㎡） （　　　0 ㎡）

学士（多文化社会学） 平成26年度0.99100 100

学士(薬科学) 1.09 昭和61年度 〃4 40 － 160

6 40 － 240 学士(薬学) 1.02 平成18年度

昭和55年度6 50 － 300 学士(歯学) 1.00

平成14年度

3年次

学士(保健学)

4524 106 14

学士(医学)

学士(看護学) 1.00

1.00 昭和24年度 長崎市坂本１丁目12番４号6 116 5 704

325

2年次

平成10年度4 15 1,600 学士(経済学) 1.02

960

3年次

学士(教育学) 1.01 平成10年度4 240 －

開設
年度

年 人 年次
人

人 倍

大 学 の 名 称 長崎大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

千円

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次

千円 千円 千円

所　在　地

図 書 購 入 費

共 同 研 究 費 等

教員１人当り研究費等

第３年次 第４年次 第５年次

設 備 購 入 費

大学全体
10,656 ㎡ 1,268 席 962,000 冊

学生納付金以外の維持方法の概要

学生１人当り
納付金 千円千円

体育館
面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

(5,700)(22,500[21,500])

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

図
書
・
設
備

経費
の見
積り

区　分 開設前年度

(26,500[7,800])

(大学全体の共用分)

図書
1,041,000〔306,000〕
(1,016,000[300,000])

視聴覚資料
   6,200
  (5,700)

〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊

28,000[8,200] 24,000[22,500] 6,200 2,221

(1,016,000[300,000]) (26,500[7,800])

12,541 ㎡ 運動場，弓道場，テニスコート，ハンドボールコート，プール等

第６年次第２年次第１年次

閲覧座席数 収納可能冊数

新設学部等の名称

図書 学術雑誌
視聴覚資料

熱帯医学・グローバル
ヘルス研究科

種 〔うち外国書〕 点

6,200

(1,016,000[300,000])

新設学部等の名称 室　　　数

熱帯医学・グローバルヘルス研究科 34

(22,500[21,500]) (5,700) (784)

1,041,000[306,000] 28,000[8,200] 24,000[22,500]

講義室 演習室 実験実習室

 101 室 205 室 525 室

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

187,914 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡

そ の 他 157,771 ㎡ 107,490 ㎡ 0 ㎡

100,475 ㎡

538,832 ㎡ 120,286 ㎡ 0 ㎡

12,796 ㎡

小 計 381,061 ㎡ 12,796 ㎡ 0 ㎡

共　　用

校 舎 敷 地 280,586 ㎡  0 ㎡

共用する他の
学校等の専用

　学校教育教員養成課程

教育学部

　歯学科

　総合経済学科

計

　保健学科

　医学科

医学部

経済学部

1,041,000[306,000]

図書館
面積

専 任 教 員 研 究 室

運 動 場 用 地

校
　
　
地
　
　
等

区　　　分 専　　用

合 計 659,118 ㎡

265,261 ㎡

393,857 ㎡

長崎市文教町１番14号

800 2,221

情報処理学習施設

標本

187,914 ㎡

0 ㎡ 113,271 ㎡

長崎市片淵４丁目２番１号

長崎市文教町１番14号

語学学習施設

（187,914 ㎡）

計

第５年次

長崎市坂本１丁目７番１号

長崎市坂本１丁目７番１号

長崎市文教町１番14号

第６年次

室

800

点

機械・器具

計

点

(784) (2,021)

(2,021)

280,586 ㎡0 ㎡

　薬学科

薬学部

　薬科学科

既
設
大
学
等
の
状
況

【　学　　部　】

国費による
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　工学科 4

環境科学部

（修士課程）

（博士前期課程）

（博士後期課程）

工学研究科

（博士前期課程）

　総合工学専攻 2 修士（工学）

（博士後期課程）
3 博士（工学）

（博士課程）
5 5 博士（工学）

（博士前期課程）

　水産学専攻 2 修士(学術)，

修士(水産学)
　環境共生政策学専攻 2 8 修士(学術)，

　環境保全設計学専攻 2

（博士後期課程）
　環境海洋資源学専攻 3  博士(学術)，

（博士課程）

5 5

35 － 0.79

0.85

平成16年度

－

200

10

機械システム工学専
攻，環境システム工学
専攻，システム科学専
攻，海洋生産科学専
攻，環境科学専攻は，
平成23年度より学生募
集停止

－ 1.08

－

修士(環境科学)

70

0.93－

－ 1.14

平成16年度

平成13年度

博士(水産学)，

博士(環境科学)

3 － － － 〃　環境科学専攻

〃 －

－

博士(学術)， － 平成12年度

　海洋生産科学専攻 3 － － －

博士(工学)，

3 － － －

平成12年度

修士(工学)，

修士(水産学)

－ 〃－

－ 修士(学術)，

2 －

  機械システム工学専攻 2 － －

－ 平成12年度

長崎市文教町１番14号

20

博士(海洋科学)

0.60
博士(環境科学)，

－

平成23年度

平成23年度

博士(水産学)，

博士(環境科学)

博士(水産学)， 平成23年度

〃

12

平成23年度

－ 平成23年度20

平成23年度

平成23年度16

30 1.16

平成23年度1.08

平成16年度 長崎市片淵４丁目２番１号

修士(経営学)

長崎市文教町１番14号

長崎市片淵４丁目２番１号3 3 － 9 博士(経営学) 1.11

2 15 － 30 修士(経済学)， 0.89

平成26年度

教科実践専攻は，平成
26年度より学生募集停
止

修士(教育学) － 平成20年度 長崎市文教町１番14号

長崎市文教町１番14号

2 － － －

教職修士(専門職) 0.842 38 － 58

昭和48年度 長崎市文教町１番14号学士(水産学) 1.044 110

平成10年度

平成３年度〃－

　システム科学専攻

　生産システム工学専攻

　経営意思決定専攻

　経済経営政策専攻

水産・環境科学総合研究科

3年次

生産科学研究科

平成３年度 〃

4 － － － 〃 昭和45年度

4 －

〃

4 － － － 〃 － 昭和42年度

〃

17

－

－

440

－

10 570

－ 400

－ －

－

－ － 〃

－

学士(環境科学) 1.00

－4

4 130

－

－

経済学研究科

4

　教職実践専攻

（専門職学位課程）

　教科実践専攻

－

4 －

機械システム工学科，
電気電子工学科，情報
システム工学科，構造
工学科，社会開発工学
科，材料工学科，応用
化学科は，平成23年度
より学生募集停止

380 － 1,520 学士(工学) 平成23年度

〃 平成10年度

－

－

－ －

平成２年度

　海洋フィールド生命科学専攻

【　研　究　科　】

　グリーンシステム創成科学専攻

教育学研究科

〃

1.06

4 －－

36

34

　社会開発工学科

　応用化学科

 （博士前期課程）

 （博士後期課程）

  環境システム工学専攻

　構造工学科

　電気電子工学科

　情報システム工学科

工学部

　機械ｼｽﾃﾑ工学科

〃

〃

〃

〃

〃

〃

長崎市文教町１番14号

長崎市文教町１番14号

長崎市文教町１番14号

〃

〃

長崎市文教町１番14号

長崎市文教町１番14号

長崎市文教町１番14号

長崎市文教町１番14号

長崎市文教町１番14号

〃

〃

〃

水産学部

　環境科学科

　材料工学科

既
設
大
学
等
の
状
況

　水産学科
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 （博士後期課程） 

3

　

長崎市坂本1丁目12番4号－

博士(臨床薬学)

修士(公衆衛生学) 1.05

（附置研究所）
○熱帯医学研究所
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目１２番４号
　　設置年月：昭和２４年５月（昭和４２年６月　風土病研究所から改称）
　　規 模 等：土地 ９１，２３１㎡　　建物 ９，７８５㎡
　　目　　的：熱帯医学に関する学理及びその応用を研究する。

（附属学校）
　　目　　的：
　　　(1)教育基本法及び学校教育法に定める教育又は保育を行う。
　　　(2)教育学部における児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育に関する研究に協
　　　　 力し，教育学部の計画に従い，学生の教育実習の実施にあたる。
　　　(3)教育の理論的，実証的研究を行うとともに，他の学校との教育研究の協力及
         び教育研究の成果の交流を行う。
○教育学部附属幼稚園
　　所 在 地：長崎市文教町４番２３号
　　設置年月：昭和２４年５月
　　規 模 等：土地 ５１，１８５㎡　　建物 １，１４８㎡
○教育学部附属小学校
　　所 在 地：長崎市文教町４番２３号
　　設置年月：昭和２４年５月
　　規 模 等：土地 （上記に含む）　  建物 ７，３３９㎡
○教育学部附属中学校
　　所 在 地：長崎市文教町４番２３号
　　設置年月：昭和２４年５月
　　規 模 等：土地（上記に含む）　 　建物 ７，６１８㎡
○教育学部附属特別支援学校
　　所 在 地：長崎市柳谷町４２番１号
　　設置年月：昭和４６年４月
　　規 模 等：土地 １２，５２９㎡　　建物 ３，５２７㎡

（学部等の附属施設）
○教育学部附属教育実践総合センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成１３年４月（教育実践研究指導センターを改組）
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ５３２㎡
　　目　　的：教育実践に関する研究，指導及び研修を総合的に行い，教師教育の充
              実を図る。

20

医歯薬学総合研究科生
命薬科学専攻（博士後
期課程）は，平成24年
度より学生募集停止。

博士(薬学)，

平成20年度　国際健康開発専攻

 （修士課程）

長崎市文教町１番14号平成14年度

長崎市文教町１番14号平成24年度

博士(薬科学)

－ 博士(学術)， －

0.80

102

3 － －

博士(学術)，10 30－

2 36 － 72 修士(薬科学) 0.99 平成24年度

平成14年度〃 0.904 8 － 32

博士(学術)， 1.28 平成14年度 〃

博士(医学)，

博士(歯学)，

博士(薬学)

〃

博士(薬学)
　新興感染症病態制御学系専攻 4 20 － 80

62 － 248

博士(医学)，

博士(歯学)，

博士(学術)， 1.09 平成14年度 長崎市坂本１丁目12番４号4

修士(看護学)， 1.05

修士(作業療法学)

12 修士(熱帯医学)

修士(理学療法学)，

平成18年度

1 12

2 20 － 40

－ 平成18年度

 （修士課程）

医歯薬学総合研究科

　熱帯医学専攻

　(新)生命薬科学専攻

　生命薬科学専攻

　(旧)生命薬科学専攻

 （博士前期課程）

　放射線医療科学専攻

　

　保健学専攻

○原爆後障害医療研究所
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目１２番４号
　　設置年月：平成２５年４月
　　規 模 等：土地 ９１，２３１㎡　　建物 ４，４９２㎡
　　目　　的：放射線の人体への影響を国内外のヒバクシャを対象として研究により究
              明して，人類の安全と安心に寄与する放射線健康リスク評価・管理学を
              実践し，全人的被ばく医療学を推進するとともに，国際的な放射線被ば
              く影響の実態調査，ヒバクシャの試料・資料の収集及びデータベースの
              構築を行うことを目的とする。

　医療科学専攻

長崎市文教町１番14号

国際健康開発研究科

長崎市坂本1丁目7番1号

長崎市坂本1丁目12番4号

附属施設の概要

 （博士課程）
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○先導生命科学研究支援センター
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目１２番４号
　　設置年月：平成１５年４月（アイソトープ総合センター，遺伝子実験施設及び医
              学部附属動物実験施設を統合再編）
　　規 模 等：土地 ９１，２３１㎡　　  建物 １０，７４７㎡
　　目　　的：放射性同位元素等，動物資源及びゲノム情報・遺伝子を用いる教育研
              究にその施設等を供するとともに，本学における総合的な生命科学研
              究の推進及び支援を行い，もって教育研究の進展に資する。

（附属病院）
○長崎大学病院
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目７番１号
　　設置年月：昭和２４年５月（平成２１年４月　医学部・歯学部附属病院を改組）
　　規 模 等：土地 ８６，８０７㎡　　建物 １３７，７５６㎡
　　目　　的：患者の診療を通じて医歯薬学関連の教育及び研究を行う。

（学内共同教育研究施設等）
○保健・医療推進センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：昭和４１年４月（平成２０年４月　保健管理センターを改組）
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ５４０㎡
　　目　　的：長崎大学の学生及び職員の健康を守り，予防に努めるとともに，保健・
              医療分野での医療教育，本学の地域連携及び地域貢献を県及び自治体
              と連携し，推進する。

○ＩＣＴ基盤センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成１６年１２月（総合情報処理センターを改組）
　　　　　　　研究科附属施設へ移行）
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 １，１８９㎡
　　目　　的：ＩＣＴを活用した教育研究環境を提供するため，情報政策の企画立案
　　　　　　　・実施，高度情報化技術に基づく情報基盤の整備，教育の情報化及び
　　　　　　　情報教育の推進を行うことを目的とする。

○熱帯医学研究所附属熱帯医学ミュージアム
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目１２番４号
　　設置年月：平成２０年４月（熱帯感染症研究センターを改組）
　　規 模 等：土地 ９１，２３０㎡　　建物 ３１４㎡
　　目　　的：熱帯医学に関する資料・情報を収集，整理，保存，解析及び提供する
              とともに，公衆への供覧等を行うことにより，熱帯医学に対する社会
              の理解を深め，学術研究の進展に寄与する。

○大学教育イノベーションセンター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成１４年４月
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ６５２㎡
　　目　　的：本学の教育理念を達成するために，学士課程教育及び大学教育の在り
　　　　　　　方に関する研究を行うとともに，その改善に資するデータ蓄積とそれ
　　　　　　　を活用した入学者選抜支援，教育支援等の業務を行うことを目的とす
　　　　　　　る。

○熱帯医学研究所附属アジア・アフリカ感染症研究施設
　　所 在 地：長崎市坂本１丁目１２番４号
　　設置年月：平成２０年４月（熱帯感染症研究センターを改組）
　　規 模 等：土地 ９１，２３１㎡　　  建物 ７４㎡
　　目　　的：アジアやアフリカにおける熱帯病・新興再興感染症の発生・拡大に関
              与する現地長期調査及び複合要因の解析並びに予防制圧に資する研究
              及び教育を行うことにより，当該分野の学術研究の進展及び人材育成
              に寄与する。

○医歯薬学総合研究科附属薬用植物園
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：昭和４７年５月（平成１５年４月　薬学部附属施設から医歯薬学総合
　　　　　　　研究科附属施設へ移行）
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ４４５㎡
　　目　　的：園内に薬用植物を栽培し，もって学術研究及び教育に資する。

○大学院水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海環境資源研究センター
　　所 在 地：長崎市多以良町１５５１番７号
　　設置年月：平成２３年４月（環東シナ海海洋環境資源研究センターを改組）
　　規 模 等：土地 １０，９００㎡　　建物 ２，６４９㎡
　　目　　的：２１世紀の最重点課題である地球環境保全及び食料供給の持続性確保
　　　　　　　に向けて，長崎に隣接する東シナ海及びその沿岸域を主な対象として
　　　　　　　国内外の研究機関とも緊密に連携しながら，水圏・大気圏・陸圏の環
　　　　　　　境保全及び多様な生物資源の持続的生産の基盤となる学際領域の研究
　　　　　　　を推進する拠点として機能することを目的とする。

○水産学部附属練習船長崎丸
　　設置年月：昭和２７年３月（現船：昭和６１年２月）
　　規 模 等：鋼船　８４２トン　最大搭載人員 ６９名
　　目　　的：トロール漁業実習，海洋学実習，航海運用実習

○水産学部附属練習船鶴洋丸
　　設置年月：昭和５０年６月（現船：平成１６年１２月）
　　規 模 等：アルミニウム合金船　１５５トン　最大搭載人員 ３６名
　　目　　的：航海・漁労実習，海洋環境観測，海洋生物資源調査

附属施設の概要
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６　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

３　私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室等」，「専任教員研究

５　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

２　「教員組織の概要」の「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

　室」，「図書・設備」，「図書館」及び「体育館」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

４　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室等」，「専任教員研究室」，

　織の概要」の「新設分」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

　「図書・設備」，「図書館」，「体育館」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

（注）

１　共同学科等の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「教員組

○核兵器廃絶研究センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成２４年４月
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ２３０㎡
　　目　　的：ヒロシマ・ナガサキを現在の世界の潮流の中で新たに位置づけ，学問
　　　　　　　的調査・分析を通して核兵器廃絶に向けた情報や提言を様々な角度か
　　　　　　　ら世界に発信するため，長崎市，長崎県等と連携を図りながら核兵器
　　　　　　　廃絶に係る教育研究活動を行うことにより，もって本学の教育研究の
　　　　　　　進展に資する。

○言語教育研究センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成２４年４月
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ３２５㎡
　　目　　的：本学における外国語教育に関する教育及び研究を推進するとともに，
　　　　　　　外国語教育の実施に関する企画運営を行う。

○先端計算研究センター
　　所 在 地：長崎市文教町１番１４号
　　設置年月：平成２２年４月
　　規 模 等：土地 １８７，１２５㎡　　建物 ４０５㎡
　　目　　的：次世代並列コンピュータに関する研究開発及び教育を推進し，次世代
　　　　　　　並列コンピュータを利用した新たな産業創出に資する。

附属施設の概要
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国立大学法人長崎大学　設置申請に関わる組織の移行表

平成２６年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員 平成２７年度

入学
定員

編入学
定員

収容
定員 変更の事由

長崎大学 長崎大学

　多文化社会学部 　多文化社会学部

　　多文化社会学科 100 － 400 　　多文化社会学科 100 － 400

　教育学部 　教育学部

　　学校教育教員養成課程 240 － 960 　　学校教育教員養成課程 240 － 960

　経済学部 　経済学部

　　総合経済学科（昼間コース） 265 10 1080 　　総合経済学科（昼間コース） 265 10 1080

　　総合経済学科（夜間主コース） 60 5 250 　　総合経済学科（夜間主コース） 60 5 250

　医学部 　医学部

　　医学科 116 5 704 　　医学科 116 5 704

　　保健学科 106 14 452 　　保健学科 106 14 452

　歯学部 　歯学部

　　歯学科 50 － 300 　　歯学科 50 － 300

　薬学部 　薬学部

　　薬学科 40 － 240 　　薬学科 40 － 240

　　薬科学科 40 － 160 　　薬科学科 40 － 160

　工学部 　工学部

　　工学科 380 － 1520 　　工学科 380 － 1520

　環境科学部 　環境科学部

　　環境科学科 130 10 540 　　環境科学科 130 5 530 定員変更

　水産学部 　水産学部

　　水産学科 110 － 440 　　水産学科 110 － 440

計 1637 44 7046 計 1637 39 7036

長崎大学大学院 長崎大学大学院

　教育学研究科 　教育学研究科

　　教職実践専攻（専門職学位課程） 38 － 76 　　教職実践専攻（専門職学位課程） 38 － 76

　経済学研究科 　経済学研究科

　　経済経営政策専攻（博士前期課程） 15 － 30 　　経済経営政策専攻（博士前期課程） 15 － 30

　　経営意思決定専攻（博士後期課程） 3 － 9 　　経営意思決定専攻（博士後期課程） 3 － 9

　工学研究科 　工学研究科

　　総合工学専攻（博士前期課程） 200 － 400 　　総合工学専攻（博士前期課程） 220 － 440 定員変更

　　生産システム工学専攻（博士後期課程） 10 － 30 　　生産システム工学専攻（博士後期課程） 15 － 45 定員変更

　　グリーンシステム創成科学専攻（博士課程） 5 － 25 　　グリーンシステム創成科学専攻（博士課程） 5 － 25

　水産・環境科学総合研究科 　水産・環境科学総合研究科

　　水産学専攻（博士前期課程） 35 － 70 　　水産学専攻（博士前期課程） 35 － 70

　　環境科学専攻（博士前期課程） 25 － 50 専攻の設置（設置申請）

　　環境共生政策学専攻（博士前期課程） 8 － 16 　　環境共生政策学専攻（博士前期課程） 0 － 0 平成27年4月学生募集停止

　　環境保全設計学専攻（博士前期課程） 17 － 34 　　環境保全設計学専攻（博士前期課程） 0 － 0 平成27年4月学生募集停止

　　環境海洋資源学専攻（博士後期課程） 12 － 36 　　環境海洋資源学専攻（博士後期課程） 12 － 36

　　海洋フィールド生命科学専攻（博士課程） 5 － 25 　　海洋フィールド生命科学専攻（博士課程） 5 － 25

　医歯薬学総合研究科 　医歯薬学総合研究科

　　熱帯医学専攻（修士課程） 12 － 12 → 　　熱帯医学専攻（修士課程） 0 － 0 平成27年4月学生募集停止

　　保健学専攻（修士課程） 20 － 40 　　保健学専攻（修士課程） 20 － 40

　　医療科学専攻（博士課程） 62 － 248 　　医療科学専攻（博士課程） 62 － 248

　　新興感染症病態制御学系専攻(博士課程) 20 － 80 　　新興感染症病態制御学系専攻(博士課程) 20 － 80

　　放射線医療科学専攻（博士課程） 8 － 32 　　放射線医療科学専攻（博士課程） 8 － 32

　　生命薬科学専攻（博士前期課程） 36 － 72 　　生命薬科学専攻（博士前期課程） 36 － 72

　　生命薬科学専攻（博士後期課程） 10 － 30 　　生命薬科学専攻（博士後期課程） 10 － 30

　国際健康開発研究科 → 　国際健康開発研究科

　　国際健康開発専攻（修士課程） 10 － 20 　　国際健康開発専攻（修士課程） 0 － 0 平成27年4月学生募集停止

→ 　熱帯医学・グローバルヘルス研究科 研究科の設置（設置申請）

　　グローバルヘルス専攻（修士課程） 27 － 42

計 526 1285 計 556 1350



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

基礎人間生物学 1秋 1 ○ 1

1秋 2 ○ 7 オムニバス

1秋 2 ○ 3 オムニバス

1秋 2 ○ 1

1秋 1 ○ 1

1秋 2 ○ 2 兼1
オムニバス

（一部共同）

－ 7 0 3 10 0 0 0 0 兼1

1秋 2 ○ 1 兼1 オムニバス

1秋 2 ○ 1 兼1 共同

1秋 1 ○ 1 兼1 共同

－ 5 0 0 2 0 0 0 0 兼3

1春 1 ○ 2 オムニバス

1春 2 ○ 2 オムニバス

1春 2 ○ 3 オムニバス

1春 1 ○ 2 オムニバス

1春 1 ○ 1

1春 1 ○ 1 兼2 オムニバス

－ 8 0 0 10 0 0 0 兼2

1初夏 2 ○ 6 兼1
オムニバス

（一部共同）

1初夏 1 ○ 1

－ 3 0 0 6 0 0 0 0 兼1

1初夏 1 ○ 1 兼1 オムニバス

1初夏 1 ○ 1

－ 2 0 0 1 0 0 0 0 兼1

1初夏 2 ○ 2 兼4
オムニバス

（一部共同）
※実習

－ 2 0 0 2 0 0 0 0 兼4

1冬 1 ○ 1 1 1 オムニバス

1冬 1 ○ 2 オムニバス

1冬 1 ○ 2 オムニバス

1春 1 ○ 2 オムニバス

1春 1 ○ 1 1 1 オムニバス

1初夏 1 ○ 1

1春 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1

1春 1 ○ 1 兼1 オムニバス

－ 0 9 0 5 2 0 1 0 兼1

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教　　育　　課　　程　　等　　の　　概　　要

熱帯医学・グローバルヘルス研究科 グローバルヘルス専攻  熱帯医学コース

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態

小児保健Ⅰ

専任教員等の配置

熱帯医学基礎Ⅰ

熱帯医学基礎Ⅱ

グローバルヘルスⅠ

グローバルヘルスⅡ

地球環境・衛生学

小計（6科目） －

小計（2科目）

専
門
基
礎
科
目

疫学Ⅰ

統計学Ⅰ

研究倫理

小計（3科目） －

－

地

球

環

境

・

衛

生

学

モ

ジ
ュ

ー

ル

衛生動物学

小計（1科目） －

疫
学
・
統
計
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

統計学Ⅱ

疫学Ⅱ

リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅡ

小児保健Ⅱ

栄養

地域保健Ⅱ

緊急援助Ⅱ

緊急援助Ⅰ

小計（9科目） －

基
礎
熱
帯
医
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

病原微生物学Ⅰ

免疫学

病理学

小計（6科目）

臨
床
熱
帯
医
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

臨床熱帯医学（臓器別）

臨床熱帯医学（地域別）

小計（2科目） －

病原微生物学Ⅱ

病原微生物学Ⅲ

バイオテクノロジー

基
礎
科
目

備考

国
際
地
域
保
健
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

－

リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅠ

地域保健Ⅰ

- 1 -



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

1冬 1 ○ 1 兼2 オムニバス

1冬 1 ○ 1

1冬 1 ○ 兼1

1冬 1 ○ 1

1春 1 ○ 1 兼2 オムニバス

1春 1 ○ 1

1冬 1 ○ 兼1

1初夏 1 ○ 1 兼1
オムニバス

（一部共同）
※実習

－ 0 8 0 2 1 0 0 0 兼4

1初夏 1 ○ 1 兼1 オムニバス

1冬 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1

1冬 1 ○ 兼1

1初夏 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 兼1

1初夏 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1 ※演習

1初夏 1 ○ 2 2 兼1
オムニバス

（一部共同）

－ 0 10 0 3 3 0 0 0 兼4

1春・初夏 2 ○ 8
オムニバス（一
部共同）・集中

1通 1 ○ 26 4 1

－ 3 0 0 26 4 0 1 0

合計（49科目） － 30 27 3 26 4 0 1 0

学位又は称号

人口学

国際保健研究への社会科学的アプローチ

小計（8科目）

ヘルス・プロモーションⅠ

医療人類学Ⅰ（概論）

社会調査（量的）

社会調査（質的）

ヘルス・プロモーションⅡ

医療人類学Ⅱ（応用）

保健制度・政策Ⅱ

援助論Ⅱ

プロジェクト・プログラム管理Ⅱ

－

社
会
行
動
科
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

社会起業論

小計（10科目） －

保
健
政
策
・
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
モ
ジ
ュ
ー

ル

医療経済

保健制度・政策Ⅰ

援助論Ⅰ

プロジェクト・プログラム管理Ⅰ

保健財政

開発と経済

－

修士（熱帯医学） 学位又は学科の分野 医学関係

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

－

演
習
科
目

及
び

研
究
指
導

グローバルヘルスセミナー

グローバルヘルス演習Ⅰ

小計（2科目）

授業期間等

　本研究課程に１年以上在学して、必須科目３０単位のすべてを修得
し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定課題研究の審
査及び最終試験に合格すること。

１学年の学期区分 　4 期

１学期の授業期間 10 週

１時限の授業時間 　90 分

卒業要件及び履修方法

　合は，この書類を作成する必要はない。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

（注）

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学における通信教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与す

　る学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関す

　る基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，

　大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場

- 2 -



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

基礎人間生物学 1秋 1 ○ 1

1秋 2 ○ 7 オムニバス

1秋 2 ○ 3 オムニバス

1秋 2 ○ 1

1秋 1 ○ 1

1秋 2 ○ 2 兼1
オムニバス

（一部共同）

－ 7 3 0 10 0 0 0 0 兼1

1秋 2 ○ 1 兼1 オムニバス

1秋 2 ○ 1 兼1 共同

1秋 1 ○ 1 兼1 共同

－ 5 0 0 2 0 0 0 0 兼3

1春 1 ○ 2 オムニバス

1春 2 ○ 2 オムニバス

1春 2 ○ 3 オムニバス

1春 1 ○ 2 オムニバス

1春 1 ○ 1

1春 1 ○ 1 兼2 オムニバス

－ 0 8 0 10 0 0 0 兼2

1初夏 2 ○ 6 兼1
オムニバス

（一部共同）

1初夏 1 ○ 1

－ 0 3 0 6 0 0 0 0 兼1

1初夏 1 ○ 1 兼1 オムニバス

1初夏 1 ○ 1

－ 0 2 0 1 0 0 0 0 兼1

1初夏 2 ○ 2 兼4
オムニバス

（一部共同）
※実習

－ 0 2 0 2 0 0 0 0 兼4

1冬 1 ○ 1 1 1 オムニバス

1冬 1 ○ 2 オムニバス

1冬 1 ○ 2 オムニバス

1春 1 ○ 2 オムニバス

1春 1 ○ 1 1 1 オムニバス

1初夏 1 ○ 1

1春 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1

1春 1 ○ 1 兼1 オムニバス

－ 4 5 0 5 2 0 1 0 兼1小計（9科目） －

国
際
地
域
保
健
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅠ

小児保健Ⅰ

地域保健Ⅰ

小児保健Ⅱ

リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅡ

栄養

地域保健Ⅱ

緊急援助Ⅰ

緊急援助Ⅱ

疫学Ⅱ

統計学Ⅱ

小計（2科目） －

地

球

環

境

・

衛

生

学

モ

ジ
ュ

ー

ル

衛生動物学

小計（1科目） －

－

臨
床
熱
帯
医
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

臨床熱帯医学（臓器別）

臨床熱帯医学（地域別）

小計（2科目） －
応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

基
礎
熱
帯
医
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

病原微生物学Ⅰ

病原微生物学Ⅱ

病原微生物学Ⅲ

免疫学

バイオテクノロジー

病理学

小計（6科目）

疫
学
・
統
計
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

専
門
基
礎
科
目

疫学Ⅰ

統計学Ⅰ

研究倫理

小計（3科目） －

備考

基
礎
科
目

熱帯医学基礎Ⅰ

熱帯医学基礎Ⅱ

グローバルヘルスⅠ

グローバルヘルスⅡ

地球環境・衛生学

小計（6科目） －

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教　　育　　課　　程　　等　　の　　概　　要

熱帯医学・グローバルヘルス研究科 グローバルヘルス専攻  国際健康開発コース

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

- 3 -



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

備考
科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

1冬 1 ○ 1 兼2 オムニバス

1冬 1 ○ 1

1冬 1 ○ 兼1

1冬 1 ○ 1

1春 1 ○ 1 兼2 オムニバス

1春 1 ○ 1

1冬 1 ○ 兼1

1初夏 1 ○ 1 兼1
オムニバス

（一部共同）
※実習

－ 2 6 0 2 1 0 0 0 兼4

1初夏 1 ○ 1 兼1 オムニバス

1冬 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1

1冬 1 ○ 兼1

1初夏 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 兼1

1初夏 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1 ※演習

1初夏 1 ○ 2 2 兼1
オムニバス

（一部共同）

－ 3 7 0 3 3 0 0 0 兼4

1春 1 ○ 1 1

2秋 2 ○ 1

－ 3 0 0 1 0 0 1 0

1春・初夏 2 ○ 8
オムニバス（一
部共同）・集中

1通 1 ○ 26 4 1

2通 1 ○ 26 4 1

－ 4 0 0 26 4 0 1 0

合計（52科目） － 28 36 0 26 4 0 1 0

学位又は称号

　合は，この書類を作成する必要はない。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

実
習
科
目

短期フィールド研修

長期海外研修

小計（2科目） －

グローバルヘルス演習Ⅱ

（注）

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学における通信教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与す

　る学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関す

　る基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，

　大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場

　本研究課程に２年以上在学して、必修科目２８単位、選択科目２単位
以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定課
題研究の審査及び最終試験に合格すること。

１学年の学期区分 　4 期

１学期の授業期間 10 週

１時限の授業時間 　90 分

－

修士（公衆衛生学） 学位又は学科の分野 保健衛生学関係（看護学関係及びリハビリテーション関係を除く。）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

－

演
習
科
目

及
び

研
究
指
導

グローバルヘルスセミナー

グローバルヘルス演習Ⅰ

小計（3科目） －

開発と経済

保健制度・政策Ⅱ

援助論Ⅱ

プロジェクト・プログラム管理Ⅱ

社会起業論

小計（10科目）

人口学

国際保健研究への社会科学的アプローチ

小計（8科目） －

保
健
政
策
・
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
モ
ジ
ュ
ー

ル

医療経済

保健制度・政策Ⅰ

プロジェクト・プログラム管理Ⅰ

援助論Ⅰ

保健財政

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

社
会
行
動
科
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

ヘルス・プロモーションⅠ

医療人類学Ⅰ（概論）

社会調査（量的）

社会調査（質的）

ヘルス・プロモーションⅡ

医療人類学Ⅱ（応用）
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

基礎人間生物学 1秋 1 ○ 1

1秋 2 ○ 7 オムニバス

1秋 2 ○ 3 オムニバス

1秋 2 ○ 1

1秋 1 ○ 1

1秋 2 ○ 2 兼1
オムニバス

（一部共同）

－ 9 1 0 10 0 0 0 0 兼1

1秋 2 ○ 1 兼1 オムニバス

1秋 2 ○ 1 兼1 共同

1秋 1 ○ 1 兼1 共同

－ 5 0 0 2 0 0 0 0 兼3

1春 1 ○ 2 オムニバス

1春 2 ○ 2 オムニバス

1春 2 ○ 3 オムニバス

1春 1 ○ 2 オムニバス

1春 1 ○ 1

1春 1 ○ 1 兼2 オムニバス

－ 0 8 0 10 0 0 0 兼2

1初夏 2 ○ 6 兼1
オムニバス

（一部共同）

1初夏 1 ○ 1

－ 0 3 0 6 0 0 0 0 兼1

1初夏 1 ○ 1 兼1 オムニバス

1初夏 1 ○ 1

－ 0 2 0 1 0 0 0 0 兼1

1初夏 2 ○ 2 兼4
オムニバス

（一部共同）
※実習

－ 0 2 0 2 0 0 0 0 兼4

1冬 1 ○ 1 1 1 オムニバス

1冬 1 ○ 2 オムニバス

1冬 1 ○ 2 オムニバス

1春 1 ○ 2 オムニバス

1春 1 ○ 1 1 1 オムニバス

1初夏 1 ○ 1

1春 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1

1春 1 ○ 1 兼1 オムニバス

－ 0 9 0 5 2 0 1 0 兼1小計（9科目） －

国
際
地
域
保
健
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅠ

小児保健Ⅰ

地域保健Ⅰ

小児保健Ⅱ

リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅡ

栄養

地域保健Ⅱ

緊急援助Ⅰ

緊急援助Ⅱ

疫学Ⅱ

統計学Ⅱ

小計（2科目） －

地

球

環

境

・

衛

生

学

モ

ジ
ュ

ー

ル

衛生動物学

小計（1科目） －

－

臨
床
熱
帯
医
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

臨床熱帯医学（臓器別）

臨床熱帯医学（地域別）

小計（2科目） －
応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

基
礎
熱
帯
医
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

病原微生物学Ⅰ

病原微生物学Ⅱ

病原微生物学Ⅲ

免疫学

バイオテクノロジー

病理学

小計（6科目）

疫
学
・
統
計
学

モ
ジ
ュ
ー

ル

専
門
基
礎
科
目

疫学Ⅰ

統計学Ⅰ

研究倫理

小計（3科目） －

備考

基
礎
科
目

熱帯医学基礎Ⅰ

熱帯医学基礎Ⅱ

グローバルヘルスⅠ

グローバルヘルスⅡ

地球環境・衛生学

小計（6科目） －

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教　　育　　課　　程　　等　　の　　概　　要

熱帯医学・グローバルヘルス研究科 グローバルヘルス専攻  ヘルスイノベーションコース

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

備考
科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

1冬 1 ○ 1 兼2 オムニバス

1冬 1 ○ 1

1冬 1 ○ 兼1

1冬 1 ○ 1

1春 1 ○ 1 兼2 オムニバス

1春 1 ○ 1

1冬 1 ○ 兼1

1初夏 1 ○ 1 兼1
オムニバス

（一部共同）
※実習

－ 0 8 0 2 1 0 0 0 兼4

1初夏 1 ○ 1 兼1 オムニバス

1冬 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1

1冬 1 ○ 兼1

1初夏 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 兼1

1初夏 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1

1初夏 1 ○ 1 ※演習

1初夏 1 ○ 2 2 兼1
オムニバス

（一部共同）

－ 0 10 0 3 3 0 0 0 兼4

1春 1 ○ 1 1

－ 0 1 0 1 0 0 1 0

1春・初夏 2 ○ 8
オムニバス（一
部共同）・集中

1通 1 ○ 26 4 1

2通 1 ○ 26 4 1

1通 2 ○ 5

2通 4 ○ 5

－ 10 0 0 26 4 0 1 0

合計（53科目） － 24 44 0 26 4 0 1 0

学位又は称号

　合は，この書類を作成する必要はない。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

実
習

科
目

短期フィールド研修

小計（1科目） －

グローバルヘルスセミナー

グローバルヘルス演習Ⅰ

（注）

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学における通信教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与す

　る学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関す

　る基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，

　大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場

　本研究課程に２年以上在学して、必修科目２４単位、選択科目６単位
以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定課
題研究の審査及び最終試験に合格すること。

１学年の学期区分 　4 期

１学期の授業期間 10 週

１時限の授業時間 　90 分

－

修士（医科学） 学位又は学科の分野 医学関係・保健衛生学関係（看護学関係及びリハビリテーション関係を除く。）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

－

ヘルスイノベーションゼミⅡ

小計（5科目） －

グローバルヘルス演習Ⅱ

ヘルスイノベーションゼミⅠ

演
習
科
目
及
び
研
究
指
導

開発と経済

保健制度・政策Ⅱ

援助論Ⅱ

プロジェクト・プログラム管理Ⅱ

社会起業論

小計（10科目）

人口学

国際保健研究への社会科学的アプローチ

小計（8科目） －

保
健
政
策
・
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
モ
ジ
ュ
ー

ル

医療経済

保健制度・政策Ⅰ

プロジェクト・プログラム管理Ⅰ

援助論Ⅰ

保健財政

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

社
会
行
動
科
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

ヘルス・プロモーションⅠ

医療人類学Ⅰ（概論）

社会調査（量的）

社会調査（質的）

ヘルス・プロモーションⅡ

医療人類学Ⅱ（応用）
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

基礎人間生物学

　医療系バックグラウンドを持たない学生が，熱帯医学，環境
保健学，健康リスク学，母子保健学等の授業の理解を深めるた
めに生物学的基礎知識を学ぶ。
　一般生物学の基礎を学習した後に人体の構造，機能，生理，
病理，遺伝等について学習する。
　医学的基礎知識のない学生にとっても，国際保健医療現場で
医学の専門家と協働してプロジェクト活動等を進めていく上
で，専門家とのコミュニケーションや専門家同士のコーディ
ネーターを行えるような基礎知識を修得させることを目的とす
る。

熱帯医学基礎Ⅰ

　中～低所得国を中心とする世界の人々の健康増進に貢献でき
る人材を育成する上で，最低限必要とされる熱帯地で最も問題
となる熱帯感染症などの主要な感染性疾患についての基礎的理
解を深める。
　具体的には，熱帯地で問題となる疾患は何か，科学的な根拠
を用いて説明できる能力，主要な熱帯感染症の特徴について説
明できる能力及びグローバルファンドの対象疾患（マラリア，
エイズ，結核），その他熱帯地で最も疾病負担の大きい疾患
（肺炎，下痢症）について説明できる能力を修得させることを
目的とする。

（オムニバス方式/全１５回）

（９　有吉　紅也/６回）
熱帯感染症総論，性感染症，結核，肺炎

（１　森田　公一/２回）
ウイルス学総論，ウイルス学各論

（２　安田　二朗/１回）
人獣共通感染症総論

（３　金子　修/２回）
原虫学総論，原虫学各論

（４　濱野　真二朗/２回）
ぜん虫学総論，ぜん虫学各論

（12　山城　哲/１回）
熱帯細菌感染症総論

（16　中込　治/１回）
下痢

オムニバス方式

基
礎
科
目

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

熱帯医学基礎Ⅱ

　中～低所得国を中心とする世界の人々の健康増進に貢献でき
る人材を育成する上で，有用となる熱帯地で問題となる熱帯感
染症を含む様々な疾患についての病態と診断検査法について理
解を深める。
　具体的には，主要な熱帯感染症の病理学的な特徴について説
明できる能力，主要な熱帯感染症の診断検査法について説明で
きる能力及び感染症研究における電子顕微鏡の有用性について
説明できる能力を修得させることを目的とする。

（オムニバス方式/全16回）

（９　有吉　紅也/６回）
感染病理総論，電子顕微鏡診断，喀痰検査

（３　金子　修/６回）
原虫学診断，トリパノソーマ・リューシュマニアの形態・病理
について，腸管寄生原虫の形態・病理について

（４　濱野　真二郎/４回）
糞便検査，フィラリア，住血吸虫，アニサキスの形態・病理に
ついて

オムニバス方式

グローバルヘルスⅠ

　グローバルヘルスに必要な幅広い教養を修得し，グローバル
ヘルスの課題に対する学際的アプローチに関する知識，能力が
得られるよう，グローバルヘルス，国際保健，公衆衛生学に関
する総論を先ず学び，続いて，国際地域保健学各科目（リプロ
ダクティブ・ヘルス/ジェンダー，小児保健，栄養 ，国際地域
保健，日本の地域医療，緊急医療援助）のコアとなる重要項
目，現状，課題を理解する。本科目は，より専門的な知識を学
ぶ応用科目の講義内容が，グローバルヘルスの中でどう位置付
けられるのか，その見取り図を示し，またMPH学生にとっては
長期実務研修や課題研究へのナビゲート役も果たす。

グローバルヘルスⅡ

　3コースの学生に対して，グローバルヘルスの社会科学的理
解の基礎を教育する。疾病負担を決める「社会的決定要因」と
「健康リスクへの暴露」という点から講義を展開し，応用科目
における講義内容の紹介も行う。
　本科目を履修することによりグローバルヘルスの社会科学的
理解の基礎を修得する。同時に，グローバルヘルスの学問領域
の幅を理解し，応用科目の国際地域保健学，社会行動科学，保
健政策・マネージメントの各モジュールの科目の内容について
の予備知識を得る。

基
礎
科
目
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

地球環境・衛生学

　地球規模から微生物が生息するマイクロなレベルまでの様々
な環境と人の健康との関わりを学ぶとともに，自然や人による
環境変化がどのように人の健康に影響するかを学ぶ。熱帯医
学，国際健康開発，ヘルス・イノベーションコースの全ての学
生を対象とする。
　人間を取り巻く自然及び社会的環境がどのように人間の健康
に結びついているか，そして，それらの環境が変化すること
で，健康リスクがどのように変化するかを論理的に思考できる
能力を養うために必要な知識を幅広く修得する。 関連するよ
り高度で専門的な授業や研究に対応できるような基本的な知識
を学ぶ。

（オムニバス方式/全15回）

（８　皆川　昇/９回）
地球環境と衛生学の概要，人口増加･森林伐採･都市化による影
響，
災害と健康，水と健康，媒介性動物を取り巻く環境と生態，病
原体を取り巻く環境と生態

（８　皆川　昇・10　橋爪　真弘/２回）
気候と健康

（10　橋爪　真弘/２回）
大気，水汚染

（33　高村　昇/２回）
放射能汚染と健康

オムニバス科目
（一部共同）

疫学Ⅰ

　グローバルヘルス領域における事象の分布及び規定因子に関
する研究方法として，疫学の概念と方法の基礎を理解する。
　疫学の基本的考え方，方法論を理解し，疫学で用いる概念・
用語に習熟する。また，疫学論文を批判的に精読し，エビデン
スの程度を適切に判断する。さらに，疫学的方法論を用いて調
査研究に活用できることを目指す。

（オムニバス方式/全１５回）

（10　橋爪　真弘/１１回）
疫学の概念，疾病頻度の指標，曝露効果の指標，研究デザイン
（１），研究デザイン（２），妥当性と精度，バイアス
（１），バイアス（２），交絡（１），交絡（２）

（42　鈴木　基/４回）
コホート研究，症例対照研究，介入研究，因果の推論

オムニバス科目

基
礎
科
目

専
門
基
礎
科
目
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

統計学Ⅰ

　グローバルヘルス領域における疫学研究において必須となる
統計学の概念と方法の基礎を理解する。疫学論文を批判的に読
む上で必須となる統計学の基礎知識を身に付けるとともに，統
計学Ⅱで自ら統計解析を行うために必要な知識を身に付ける。
　疫学研究における統計学の概念と方法を理解し，データ解析
を自ら実施し，その結果を適切に解釈できるようになる。

（10　橋爪　真弘・34　本田　純久/15回）
統計学概論，記述的統計解析，探索的統計解析，標本抽出の方
法，推定：点推定，推定：区間推定，検定：有意性検定，検
定：t検定，検定：カイ二乗検定，相関分析，回帰分析，サン
プルサイズの計算法，疫学データ解析入門

共同

研究倫理

　本科目の目的は，保健分野で調査研究を行う際の倫理的基本
原則及び国内，国際的基準を認識することである。調査研究や
出版を実施する上で，幅広くグッドプラクティスを学習し，そ
の価値を理解することは不可欠であり，学生は研究調査の全過
程を通じ，これらの基準に沿って責任ある態度で行動すること
が重要である。
　責任ある調査研究の基本原則，グッドプラクティス，プロト
コル作成の基準，データマネジメント，調査成果の発表の方法
などを紹介する。また責任ある調査研究を行う際の，メンター
シップの重要な役割も学ぶ。あらゆる研究分野で優れたな研究
成果を上げるために求められる，適切な調査実施方法を詳しく
修得する。

（11　Laothavorn Juntra・45　Koen Peeters/８回）
責任ある調査研究法，調査研究着手，調査研究の実施，発表及
び出版，メンターシップ

共同

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

基
礎
熱
帯
医
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

病原微生物学I

  中～低所得国を中心とする世界の人々の健康増進に貢献でき
る人材を育成する上で，これらの人材に有用な熱帯地で問題と
なる熱帯感染症を含む主要な疾患について医科微生物学的理解
を深める。
　具体的には，熱帯地域に蔓延する重要なウイルス性感染症の
概要と特徴を説明できる能力及び熱帯地域に蔓延する重要なウ
イルス性人獣共通感染症について説明できる能力を修得する。

（オムニバス方式/全９回）

（１　森田　公一/６回）
アルボウイルス脳炎の概要と特徴，ハンタウイルスを含む人獣
共通ウイルス感染の特徴，コウモリ由来ウイルス疾患の概要と
特徴，狂犬病の概要と特徴

（２　安田　二朗/３回）
ウイルス性出血熱の概要と特徴，インフルエンザの概要と特徴

オムニバス科目

専
門
基
礎
科
目
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

病原微生物学Ⅱ

  中～低所得国を中心とする世界の人々の健康増進に貢献でき
る人材を育成する上で，これらの人材に有用な熱帯地で問題と
なる寄生虫性熱帯感染症を中心とする疾患について病原微生物
学的理解を深める。
　具体的には，熱帯地域に蔓延する重要な原虫感染症及びぜん
虫感染症の概要と特徴，グローバルヘルスへ与える影響につい
て説明できる能力，寄生虫感染症のラボ診断法について説明で
きる能力を修得させることを目的とする。

（オムニバス方式/全15回）

（４　濱野　真二郎/９回）
各種条虫症，リンパ系フィラリア症，各種線虫症，吸虫症，オ
ンコセルカ症，各種エキノコッカス症，寄生虫症

（３　金子　修/６回）
各種トリパノソーマ，各種リューシュマニア，各種腸管寄生原
虫

オムニバス科目

病原微生物学Ⅲ

  中～低所得国を中心とする世界の人々の健康増進に貢献でき
る人材を育成する上で，これらの人材に有用な熱帯地で問題と
なる細菌・真菌・プリオンなどを中心とする感染症疾患につい
て病原微生物学的理解を深める。
　具体的には，熱帯地域に蔓延する重要な細菌性感染症，真菌
性感染症及びプリオン病の概要と特徴，グローバルヘルスへ与
える影響について説明できる。

（オムニバス方式/全15回）

（９　有吉　紅也/11回）
各種リケッチア症の概要と特徴，レプトスピラ症と各種ボレリ
ア症の概要と特徴，ハンセン病の概要と特徴，ペスト・破傷風
の概要と特徴，細菌性腸管感染症の概要と特徴，腸チフスの概
要と特徴

（24　西田　教行/２回）
プリオン病の概要と特徴

（26　泉川　公一/２回）
真菌感染症総論の概要と特徴

オムニバス科目

免疫学

  熱帯感染症及び途上国で蔓延する感染症の制御に不可欠なワ
クチンの原理，開発方法，評価法についてその概要を理解す
る。さらにこのために必要な免疫学の基礎知識を修得する。
　本科目は熱帯医学・グローバル感染症を理解するための基礎
科目として位置付けられる。
　具体的には，感染免疫・自然免疫・獲得免疫の概要を説明で
きる能力，ワクチンの原理，具体的なワクチンの名前，種類を
その形態から説明できる能力及びワクチンの開発方法を説明で
きる能力を修得することを目的とする。

（オムニバス方式/全８回）

（５　平山　謙二/４回）
感染症に対する防御免疫，感染症を予防するワクチン，感染症
に関する総合討論

（23　由井　克之/４回）
免疫応答の概要，自然免疫，獲得免疫

オムニバス科目

基
礎
熱
帯
医
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

バイオテクノロジー

　保健医療に応用されるバイオテクノロジー（細胞工学）の実
例を紹介し，その原理と応用について解説する。さらに今後の
応用発展の可能性について議論し，ヘルスイノベーションとの
関連について考察する。
　本科目はグローバルヘルスを理解するための基礎科目として
位置づけられる。
　具体的には，バイオテクノロジー・組み換えＤＮＡ技術・ク
ローン技術・再生医療・ゲノム研究・構造生物学・医工連携の
概要を説明できる能力を修得することを目的とする。

病理学

　疾病の原因や病態を総体的に把握する。人間に病気を起こす
原因（病因）や，それに対する生体の基本的な防御機構や反応
を学び，組織や臓器における形態学的変化，機能的障害を理解
する。解剖学，生理学，生化学などで学んだ正常構造と機能の
病的状況に対する適応と破綻の結果起こる疾病の成因を理解す
る。疾病の各論に入る前の，疾患に関する基礎を理解するため
の科目である。

（オムニバス方式/全８回）

（17　下川　功/４回）
細胞傷害，細胞死，細胞の適応，循環障害，血栓塞栓，ショッ
ク，遺伝性疾患，小児疾患，老化

（35　福岡　順也/２回）
免疫系の疾患，腫瘍

（40　森　亮一/２回）
炎症と修復，環境，栄養障害，感染

オムニバス科目

臨
床
熱
帯
医
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

臨床熱帯医学
（臓器別）

　各熱帯病の理解のために，各病原体別の講義（微生物学，免
疫学，病理学）において，まず病原体，疾患の基礎知識の学習
を前提に，より臨床に近い，患者の初発症状若しくは臓器別に
疾患を学ぶ。特に，その診断，検査，治療について系統的に学
ぶ。
　主として熱帯感染症を中心に学ぶが，最近増加を見せている
非感染性疾患についても学習する。
　この後に来る科目（より現場の診療時の状況に近い，臨床熱
帯医学（地域別症例検討）科目）に必要な基本的な知識，技術
を本科目で身に付ける。

オムニバス方式/全１５回）

（９　有吉　紅也/８回）
全身感染症，中枢神経感染，呼吸器感染症，肝疾患，皮膚軟部
組織感染症，性感染症

（22　森内　浩幸/１回）
熱帯地で問題となる小児母子感染症の臨床像，治療・予防

（26　泉川　公一/１回）
院内感染症

（21　柳原　克紀/２回）
抗菌薬の基礎について，耐性菌の基礎について

（32　一瀬　休生/１回）
消化器感染症

（19　前田　隆浩・20　前村　浩二/２回）
非感染性疾患

オムニバス科目
（一部共同）

基
礎
熱
帯
医
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

臨
床
熱
帯
医
学
モ

ジ
ュ
ー

ル 臨床熱帯医学
（地域別）

　各熱帯病の理解のために，各病原体別の講義（微生物学，免
疫学，病理学）及び症状出現部位毎の講義（臨床熱帯医学（臓
器別））により知識の修得を深めるが，ここでは実際の臨床症
例を用いて，それを実際の患者の診断，治療に活かすための論
理的思考また知識技術の応用を学ぶ。

疫学Ⅱ

　疫学Ⅰで学んだ共通の研究方法をベースにグローバルヘルス
領域での個々の疫学的課題について掘り下げる。各疫学領域に
おけるトピックスを取り上げ，関連する疫学論文を批判的に精
読し，エビデンスの程度を適切に判断し，各疫学領域における
調査研究に活用できることを目指す。

（オムニバス方式/全８回）

（10　橋爪　真弘/４回）
非感染症疫学，系統的文献レビューとメタ・アナリシス

（42　鈴木　基/４回）
臨床疫学，感染症疫学

オムニバス科目

統計学Ⅱ

　統計学Ⅰで学んだ疫学研究における統計学の考え方を，デー
タ解析を自ら実践することで，理解を深める。修士論文で疫学
データ解析を行うことを想定して，様々な統計解析手法を身に
付ける。
　統計ソフトウェアを用いて，データ解析を自ら実施できる能
力及びデータ解析結果を適切に記述できる能力を修得すること
を目的とする。

　自然及び社会環境と人の健康との関わり，そして，自然や人
による環境変化がどのように人の健康に影響するかをより掘り
下げて学ぶ。特に動物をも含めた複雑な環境を重視し，それが
どのように人の健康に関わるかを学ぶ。室内及び野外実習もあ
り，より体験的な学習を目指す。本科目を受講する前に，地球
環境と衛生学の基礎科目を履修する必要がある。
　動物をも含んだ環境が，我々の健康に大きな影響を与え得る
ことを理解し，変化する環境の下で健康を守るための知識を学
ぶとともに，考える力を養う。また，実習を通して，座学では
得られない，体験の重要さを認識する。

（オムニバス方式/全１５回）

（８　皆川　昇/２回）
感染症媒介昆虫

（10　橋爪　真弘/２回）
地球環境と健康，環境変化と破壊

（33　高村　昇/２回）
居住環境と健康，汚染，都市化，貧困

（８　皆川　昇・43　砂原　俊彦/２回）
昆虫以外の感染症媒介節足動物

（８　皆川　昇・39　川田　均/２回）
感染症媒介動物対策

（８　皆川　昇・44　比嘉由起子/５回）
ラボ実習
フィールド実習

地
球
環
境
・
衛
生
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

オムニバス科目
（一部共同）

講義１０時間
実習7.5時間

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

疫
学
・
統
計
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

衛生動物学
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

リプロダクティブ・
ヘルス/ジェンダーⅠ

　開発途上国における高い妊産婦死亡と罹患の要因は，政策の
優先順位，疫学手法を用いた問題把握の困難さ，保健医療サー
ビスのアクセスと利用，社会経済格差，地域社会において女性
と子どもが置かれている状況，医療の質など多岐にわたる。本
科目では，それらの課題に対する具体的事例を交えながら，女
性の健康に関わる基本的事項を概説する。

（オムニバス方式/全８回）

（28　松井　三明/６回）
リプロダクティブ・ヘルスの概念
女性の健康を規定する因子とその影響
妊産婦の健康の測定方法：実際と限界
妊産婦死亡の原因と対策
妊産婦の健康に対する政策の変遷
感染症と女性の健康

（15　松山　章子/１回）
思春期リプロダクティブヘルス

（31　佐藤　美穂/１回）
ジェンダーの概要と課題

オムニバス科目

小児保健Ⅰ

　途上国における小児死亡者数は近年減少傾向にあるものの，
未だに高値を示し，小児死亡の削減を目指すChild
survival(小児生存対策)は国際保健の重要課題である。小児死
亡だけでなく，同時に罹患，後遺症，障害による負荷が
Quality of Life向上のため途上国でも注目されており，さら
に，低体重出生など胎児/小児期の異常が，成人期の慢性疾病
の発症に関与することから小児保健の重要性は増している。小
児死亡，疾病の危険因子は多様であるが，社会経済的な保健医
療サービス・対策へのアクセスの不公平性（貧富差，地域格
差）も大きな問題である。
　本科目では，主に途上国の小児の健康状況（小児死亡原因な
ど）と主な疾病（急性呼吸器感染症，マラリア，新生児疾患な
ど）を理解するとともに，Child survivalをはじめ小児保健に
関連する対策の国際的潮流を学ぶ。修了後は，現場で小児保健
に関連した取り組みに参加，対応できるようにする。

（オムニバス方式/全８回）

（14　神谷　保彦/５回）
国際小児保健の概括，公衆衛生，コミュニティヘルス(PHC)と
の関連，小児保健指標，小児死亡/罹患のリスクファクター，
小児生存対策，保健システム，小児発達，栄養（母乳栄養，栄
養失調），マラリア，新生児ケアと疾患，事故，障がい児

（22　森内　浩幸/３回）
感染症一般，予防接種，小児感染症

オムニバス科目

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

国
際
地
域
保
健
学
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ジ
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ー

ル
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

地域保健Ⅰ

　グローバル化における地域の重要性と同様，グローバルヘル
スにおける地域保健の重要性，役割を念頭に置き，資源が限ら
れている途上国等のコミュニティにおいても，住民参加や多様
なセクター及び職種の連携を通して，社会的に受容された方法
と技術に基づき，実践可能な地域保健医療の考え方や活動を学
ぶ。特に途上国では病院等の臨床医療システムが質的，財政的
に脆弱であることから，住民主体の健康増進や予防活動，プラ
イマリ・ケア，さらに教育等の他セクターとの協調が重要であ
る。本科目では，日本における包括的地域医療やそれを機能さ
せる連携の重要性について，へき地の地域医療の現場を基にし
た講義を行い，途上国における地域保健との共通性や相違を明
確にするとともに，両者間での応用可能性を検討する。

（オムニバス方式/全８回）

（14　神谷　保彦/６回）
地域保健(ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾙｽ)の概念，コミュニティレベルの保健活
動，コミュニティヘルスワーカー，保健医療ケアへのアクセ
ス，ヘルスケア希求行動，コミュニティ健康ファンド，地域保
健提供体制，地域保健マネジメント

（19　前田　隆浩/２回）
包括的な地域医療とシステム，地域医療を支える人材と連携

オムニバス科目

小児保健Ⅱ

　小児保健Ⅰで基礎を学んだ後，本科目では小児保健の応用，
実践面を中心に教授，また学生自身が主体となって，小児保健
の課題を討議，検討する。修了後は，現場で小児保健に関連し
た取組（政策，プログラム，プロジェクトなど）に参加し，現
場の現状に即した，現実的，効果的，持続的な計画や運営，モ
ニタリング・評価を行えるようにする。小児保健分野で求めら
れる研究の課題設定，立案，遂行，解析能力も身に付ける。

（オムニバス方式/全８回）

（14　神谷　保彦/５回）
小児死亡の変遷，MDG4，Post MDG，UHCにおける小児保健，小
児生存対策と保健システムとの関連，栄養障害，重症栄養障害
とその管理のプログラム事例検討，小児保健研究から小児保健
政策へ，小児保健政策からプログラム/プロジェクト実践への
移行

（22　森内　浩幸/３回）
小児感染症対策，疾患管理ケースマネジメント，小児感染症研
究

オムニバス科目

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

国
際
地
域
保
健
学
モ
ジ
ュ
ー

ル
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

リプロダクティブ・
ヘルス/ジェンダーⅡ

　女性の健康を規定する諸要因を踏まえた実際の事例（プログ
ラム，プロジェクト，研究，政策評価）の検討を通じて，様々
な課題の理解を深め，実務と研究相互の関連性を考察する。そ
の作業を通じて，受講者がプログラム／プロジェクトの立案・
運営・モニタリング・評価，また研究の遂行を行うために必要
な諸事項を理解し，実施できる能力を身に付けることを期待す
る。

（オムニバス方式/全８回）

（28　松井　三明/６回）
プライマリヘルスケアの概念とリプロダクティブ・ヘルス政策
との関連性の考察，分娩介助者に関わる政策が女性の健康に与
えた影響の評価，妊産婦死亡測定とプロセス指標評価，その政
策への応用，妊娠と出産に関わる医療とケアの質の改善，
HIV/AIDS対策及び性感染症と女性の健康との関連性，家族計画
プログラムの提供と拡大，及びその障害因子

（15　松山　章子/１回）
妊産婦疾病と障碍

（31　佐藤　美穂/１回）
ジェンダーと女性の健康

オムニバス科目

栄       養

　世界の栄養問題を理解し，国際栄養学の視点とグローバルヘ
ルスにおける栄養問題の重要性を説明できるようになる。途上
国と先進国での低栄養（重症栄養失調や微量栄養素欠乏を含
む），過体重及び肥満，それらと健康・疾病（生活習慣病）と
の関連を理解する。さらに食事調査や，栄養に関する疫学的調
査方法について理解を深める。社会面，公衆衛生面からも栄養
問題を捉えられるようにする。

地域保健Ⅱ

　開発途上国を対象とし，様々な健康指標からその国の健康水
準を推測し，国や地域間に存在する健康格差について考察す
る。その作業を通して，健康を阻むあるいは促進する因子につ
いて理解を深め，受講生が，開発途上国間あるいは，同一国内
の地域間に存在する健康格差について，様々な視点から説明で
きるようになることを目標（7回の講義終了後，第8回の講義に
おいて，各受講生が自身の研究対象国または地域における健康
問題とその要因について，限られた時間内に第三者に説明でき
る。）とする。

応
　
　
用
　
　
科
　
　
目
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際
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

緊急援助Ⅰ

　世界的に減ることなく社会に多大な被害をもたらしている災
害や紛争による被害者・被災者支援のなかで，保健医療援助
は，直接命を守る，また，そのための環境を整える支援であ
る。先進国の災害援助でも，支援が最も必要な所にタイムリー
に届かないボトルネックが存在するが，途上国では緊急援助を
独自に実施するキャパシティは極めて限られている。多様な災
害，紛争による健康被害の特徴，緊急援助で優先すべき共通の
ニーズ，スタンダード，実践アウトライン，倫理的な配慮につ
いて理解を深める。緊急援助では限られた時間，アクセス，資
源の下で実践するため，実践の迅速性と的確なニーズの把握，
被災者や避難者の主体性，支援に関わる多様なアクター間の連
携が重要であることを認識する。復興，開発への移行，人間の
安全保障等の理解も深める。

緊急援助Ⅱ

　本科目は緊急援助Ⅰで学んだことを実際に現場で活用してい
くことを念頭に構成している。
  欧米の代表的な緊急医療NGOであるMSF(国境なき医師団）の
ケース・スタディを通じて，緊急医療組織のミッションと戦
略，さらに公衆衛生活動や診療活動の事例を学びつつ，ロジス
ティックスやセキュリティ管理など，緊急医療援助の現場にお
けるマネジメントとその実態を理解し，緊急援助の関わる能力
を養う。

（オムニバス方式/全８回）

（14　神谷　保彦/１回）
緊急人道援助の実践のオーバービュー

（46　黒崎　伸子/７回）
NGOとしての診療活動の実際，緊急医療援助の実際，人道的援
助における倫理，戦時・紛争での医療援助についての事前対
策，緊急医療援助におけるセキュリティ管理・自然災害での緊
急医療援助，ロジスティックス－MSFの実践を通して，ロジス
ティックス－MSFの実践を通して（ケーススタディ）

オムニバス科目

社
会
行
動
科
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

ヘルス・プロモー
ションⅠ

　予防のための行動変容を主眼とするヘルス・プロモーション
（健康増進）と健康教育の基礎理論の修得を目指す。プライマ
リ・ヘルスケア概念の誕生からヘルス・プロモーションに至る
「グローバルヘルス」の歴史的潮流を学び，具体的なグローバ
ルヘルス政策の変容を解説する。さらに，健康教育学の発展を
学び，知識・態度・実践（KAP）研究，保健信念(health
belief)モデル，参加型村落診断法（Participatory Rural
Appraisal)，費用対効果分析，ヘルスエンパワメント，プレ
シード・プロシードモデルなどを学習して，住民の保健ニーズ
を理解し，実施可能な行動変容コミュニケーションの知識とス
キルの獲得を目指す。

（オムニバス方式/全８回）

（13　門司　和彦/４回）
ヘルス・プロモーションの基礎，史的発展，エコヘルス，
Precede Proceed Model，Health Behaviour Theory，
Community Health Promotion

（47　小林　潤/２回）
国際学校保健，学校でのヘルス・プロモーション，学校から地
域へ（地域保健のなかの健康増進・健康教育）

（41　福田　英輝/２回）
オーラルヘルス，オーラルヘルスから地域保健，地域健康増進
活動へ

オムニバス科目

国
際
地
域
保
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

医療人類学Ⅰ
（概論）

　医療人類学は，文化人類学の下位分野である。本科目では文
化人類学の医療分野・保健分野への応用を念頭に，主として人
間の生活を巡る文化的基盤の概説を行う。取り上げるトピック
は生業，親族，共同体，ライフコース，世界観，儀礼，民族科
学（エスノサイエンス）であるが，これらはいずれも，健康開
発の現場において現地社会の構造を理解するために不可欠な知
識である。個別文化に対するエティックなアプローチとイー
ミックなアプローチを使い分けることで，現地社会の文化的尊
厳に配慮した健康開発の取組を実現するための準備を行う。

社会調査（量的）

　サーベイによる量的社会データの収集及び分析方法に焦点を
当て，社会調査の基礎的概念と手法の修得を目指す。
　具体的には，研究目的に即した量的調査のための質問紙を作
成し，サンプリングを行い，調査を実施することが出来る能力
及び質問紙を使って収集した量的データをコンピュータに入力
して集計し，その結果を簡潔かつ効果的にまとめることができ
る能力を修得することを目的とする。

社会調査（質的）

　グローバルヘルスの諸課題を分析し，科学的根拠に基づいた
解決のための対策を立案することが可能となるような社会調査
を実施するための基礎的理論や調査手法を学ぶ。特に，文化人
類学，社会学，心理学分野の知見をベースとした質的なアプ
ローチを学ぶことを通じて，諸課題を取り巻く社会文化的文脈
への理解を深め，地域住民の健康や病の考え方と近代医学の知
見を橋渡しする方策を模索する基礎的な学問姿勢を学ぶ。
　国際保健分野の諸課題に対して，様々な質的あるいは混合研
究手法を理解し，それぞれの手法の特徴（長所と短所を含む）
を説明することができる。また，研究目的に即した適切な質的
研究手法を選択し，研究デザインを策定ができる能力を修得す
る。

社
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

ヘルス・プロモー
ションⅡ

　ヘルス・プロモーションⅠで学習した健康増進・健康教育の
基本理論を基に，健康増進・健康教育の具体的な学術雑誌論文
の講読を実施し，具体的に健康増進・健康教育の計画を立案
し，グループ討論を実施する。
　グローバルヘルスの現場での健康増進・健康教育を学術論文
から学習し，理解できる能力，健康増進・健康教育の計画と評
価を実施することができる能力，健康増進と健康教育計画及
び，効果判定を批判的に評価することができる能力を修得する
ことを目的とする。

（オムニバス方式/全８回）

（13　門司　和彦/４回）
ヘルス・プロモーション・健康教育の計画立案
Precede Proceed Modelに関連する論文講読・計画立案
Health Behaviour Theoryに関連する論文講読・計画立案
Community Health Promotionに関連する論文講読・計画立案

（47　小林　潤/２回）
国際学校保健
学校でのヘルス・プロモーションの論文講読，計画立案
地域保健のなかの健康増進・健康教育にかかる論文講読・計画
立案

（41　福田　英樹/２回）
オーラルヘルスの健康増進・健康教育：論文講読・計画立案
オーラルヘルスから地域保健，地域健康増進：論文講読・計画
立案

オムニバス科目

医療人類学Ⅱ
（応用）

　本科目では「医療人類学I」での学習内容の延長線上に，よ
り専門性の高い医療人類学的アプローチの基礎を学ぶ。主とし
て取り上げるのは「苦悩のイディオム」「説明モデル」「民俗
病因論」「医療多元論」であるが，これらはいずれも医療を巡
る文化的多様性を理解するための理論的枠組みである。国際保
健の現場は，近代医学と土着の医療実践の混淆状態にあるとい
える。本講義を受講し，医療人類学の枠組みを修得すること
で，そのような多元的医療状況の理解を進め，より効果的な健
康開発の構想に繋げることができる能力を修得することを目的
とする。

人口学

　途上国の健康問題を人口学的見地から理解するために，人口
構造，人口転換，出生率，死亡率，平均寿命，人口移動率など
について，その定義や概念，そして算出方法の修得を目指す。
さらに，途上国の人口構造及び人口動態の変化に影響を及ぼす
社会・経済・文化的要因について考察する。
　具体的には，死亡，出生，移動に関する人口統計値を算出
し，それらの意味を解釈することができる能力，先進国と途上
国の人口転換の違いについて説明することができる能力，人口
動態に影響を与える要因を社会･経済･文化的背景に関連付けて
説明することができる能力を修得することを目的とする。
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

社
会
行
動
科
学
モ
ジ
ュ
ー

ル

国際保健研究への社
会科学的アプローチ

　国際保健分野の諸課題を分析し，対策プログラムを立案する
際に必要となる科学的根拠を引き出せるようなアカデミックな
研究において，健康課題が存在する社会，文化的文脈を理解し
た上で，研究テーマを設定し適切な研究手法を用いて研究を行
う一連のプロセスに必要な知識とスキルを修得する。国際保健
分野の研究において応用できる人類学，社会学等の主要な質的
研究手法と，質的研究と量的研究を組み合わせた混合法がどの
ような特徴を持ち，どのように役立てることができるかに関し
て理解を深める。

（オムニバス方式/全８回）

（45　Koen Peeters/６回）
フィールドからの事例，行動変容理解のための理論，混合法
（研究の考え方）混合法（調査手法），実習（プロポーザル・
ライティング）

（45　Koen Peeters・15　松山章子/２回）
グローバル・ヘルスへの社会科学的アプローチの意義

オムニバス科目
（一部共同）

講義10.5時間
実習1.5時間

保
健
政
策
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
モ
ジ
ュ
ー
ル

医療経済

　本科目は，保健政策・マネージメントモジュールのの必修科
目として，開発途上国における健康課題や保健医療政策を理解
するために必要とされる経済学や経済評価に関する枠組みの基
本的な知識を教授し，その後，途上国での具体的な事例に基づ
く医療経済学を教授する。
　本科目では，市場経済における資源配分を経済学的な観点か
ら評価し，必要な対策を考察できる能力及び保健医療システム
や政策を経済学的な観点から評価できる能力を修得することを
目的とする。

（オムニバス方式/全８回）

（30　工藤　健/４回）
経済学の基礎，基本的な市場モデル，経済学における効率性の
概念，経済評価における費用と便益

（48　神谷　祐介/４回）
健康や保健医療サービスの需要，保健医療サービスの供給，経
済評価の実際的な応用，医療経済学における今日的な課題

オムニバス科目
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

保健制度・政策Ⅰ

　世界各国の保健制度の発展を比較することにより，保健制度
と保健政策の基礎を学習する。
　さらにグローバルヘルス分野の開発援助の重要な実施者であ
る２国間援助機関，多国籍援助機関，民間セクターが，保健制
度や保健政策にどのような影響を与えているかを学習する。世
界的に経験のある外部特別講師に多くの事例を紹介してもら
い，クラスで議論する。
　世界各国の保健制度の発展を学習し，保健システム強化の歴
史的経過，モデル，枠組みを理解する。
　また，ODAがどのように実施されているか学習し，成果を導
くための効果的なODAの実施の在り方について考察する。
　国間援助（USAID,DFID），多国間援助（WHO,世界銀行）の実
施機関の特性を学ぶ。
　民間セクター（NGO，基金，企業）の保健分野の開発援助に
おける役割を理解する。
　近年注目を浴びる開発援助におけるヘルスリサーチや
Universal Health Coverageについて説明できる能力を修得す
ることを目的とする。

プロジェクト・プロ
グラム管理Ⅰ

　プロジェクト・プログラムの策定・実施・評価の要諦は以下
の事項である。問題の大きさを把握すること，問題の優先順位
をコストを含む種々のデータに基づいて付けること，保健シス
テムの文脈にプロジェクト・プログラムを適切に位置付けるこ
と，内外に説明ができるようモデル化を行うこと，把握した問
題と設定したモデルに基づいてモニタリングと評価を行うこ
と。それら一連の事項を体系的に概説する。
　具体的には，プロジェクト・プログラムの計画・実施・評価
に必要な諸事項を説明することができる能力，立案したプロ
ジェクト・プログラムの内容を保健システム，特にプログラム
統合（あるいは分離）の観点から説明することができる能力及
びプロジェクト・プログラムのモデル化の考え方を説明するこ
とができる能力を修得することを目的とする。

援助論Ⅰ

　国際協力事業に従事しようとする人材が，基本的に理解して
おくべき開発援助に関する歴史，公共政策としての仕組み，法
的枠組み，現状に関して理解を深める。
　1.  戦後の占領，復興，日本の対外援助，その法令及び
　　仕組み
　2.  マーシャルプラン，ブレトンウッズ体制
　3.  冷戦下の援助，援助のモダリティ
　4.  BHN, Brundtland Commission, Human Development
　5.  DAC新開発戦略，MDGs, post-MDGs
　6.  Jubilee2000, HIPCs, PRSP
　7.  不平等とは（国家間の不平等＆各国内の不平等）
　8.  CCT, Microfinance, Impact assessment
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

保健財政

　本科目は，開発途上国における保健財政問題を理解するため
に必要とされる，経済統計や財政・金融に関する枠組みの基本
的な知識を教授することを目的としている。本科目は，保健政
策・マネジメント・モジュールの選択科目として位置付けられ
ている。
　具体的には，マクロ経済学や財政・金融の分析枠組みを保健
財政に適用できる能力及び保健財政や保健医療システムや政策
を経済学的な観点から分析・評価できる能力を修得することを
目的とする。

開発と経済

　より広範な開発の文脈で健康課題を捉えることは重要であ
る。人々がその所得や生活の質を改善できるのであれば，彼ら
は食料，住居，教育や健康にアクセスする経済的な余裕ができ
るという信念の下，私たちは，グローバル化，貧困，農業と環
境やデジタル・デバイドのような経済的な課題と，その開発へ
のインパクトについて学ぶ。
　具体的には，世界経済のグローバル化にあって，経済成長や
開発の概念に関する知見を説明することができる能力，現代的
な経済開発の課題や政策論争についての理解を深めることがで
きる能力及び関連するケーススタディを用いて，理論と現実
や，政策分析と実践の間のギャップを埋めることができる能力
を修得することを目的とする。

保健制度・政策Ⅱ

　本科目は，国際保健における課題の在処と，その解決に向け
た思考法の訓練を目的としたものとして位置付けられる。
　はじめにイントロダクションを実施し，政策に関わる総論，
グローバルヘルスの潮流，革新的資金メカニズム・UHC・感染
症・災害と医療等の時事的なトピックスを学習し，課題に対す
るグループ発表を実施する。保健政策，制度について，自ら考
え，自らの考えを述べられる能力を修得することを目的とす
る。

援助論Ⅱ

　国際保健に関係する海外の援助機関（欧米，国連，グローバ
ルファンドやビルゲーツ財団のグローバルヘルス・イニシア
ティブ，NGO）について，その概要，主要な政策，戦略，プロ
グラム，経緯，現在の潮流，課題をアメリカなどから国際保健
マネジメントコンサルタントも交えて教授する。
　具体的には，グローバルヘルスに関連する海外の援助機関の
全体像を把握できる能力，海外援助機関による主要な戦略，ア
プローチを理解できる能力及びその現状や課題について分析を
加え，報告することができる能力を修得することを目的とす
る。
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

プロジェクト・プロ
グラム管理Ⅱ

　プロジェクト・プログラムの実施事例，またそれらと併行し
て行われるオペレーショナル・リサーチの手法や結果の理解を
通じて，扱われた問題の大きさと優先順位設定，モデル化，モ
ニタリング・評価を，自ら演習を行いながら適用する。同時に
実施に当たって発生する種々の課題と解決の実際を知る。
　具体的には，プロジェクト・プログラムの計画・実施・評価
に必要な諸事項を，実際の事例に当てはめて説明することがで
きる能力，プロジェクト・プログラムの枠組みで行われるオペ
レーショナル・リサーチの特徴を理解し，具体的な研究課題を
立案し，その妥当性を説明することができる能力を修得するこ
とを目的とする。

講義６時間
演習６時間

社会起業論

　開発途上国における保健・健康状態の改善は，研究や支援活
動のみでは，実現することは難しいことは，これまでの経験か
ら実証されている。研究や支援活動が停止しても保健・健康改
善が長期間機能し，さらには，持続・発展する仕組みを構築す
るための一つの解として，社会起業（社会的企業）がある。
　本科目では，日本国内や開発途上国における実例や必要知識
を学習し，実際に社会企業をする際に必要な発想，運用，コス
ト等の知識を身に付け，起業による健康状態の改善という新し
い考え方を身に付けることを目的とする。

（オムニバス方式/全８回）

（６　金子　聰/２回）
社会起業とは何か，社会起業に必要な知識

（13　門司　和彦/１回）
社会起業の例

（29　増田　研/１回）
社会起業の例（社会起業に必要な文化人類学的知識と異文化理
解）

（30　工藤　健/１回）
社会起業に必要な知識（社会起業に必要な経済学的状況判断と
経済学的知識）

（49　Judd Walson/１回）
社会起業の例

（６　金子　聰・13　門司　和彦・29　増田　研・30　工藤
健/２回）
社会起業に向けての企画（グループ討議）

オムニバス科目
（一部共同）

保
健
政
策
・
マ
ネ
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メ
ン
ト
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ジ
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

短期フィールド研修

（14　神谷　保彦・31　佐藤　美穂）

　開発途上国におけるモデル的な健康改善対策あるいは関連研
究プロジェクト地域（感染症，母子保健，地域保健医療システ
ム強化など）の視察を通して洞察を深め，基礎知識の実践的重
要性についての理解度と実践への意欲を高める。
　具体的には，熱帯地の農村貧困層の抱える健康問題，健康改
善に向けての対策活動が説明できる能力，保健システム，プロ
ジェクト運営や活動等についての実践的な基礎知識を得て，問
題分析や解決策の策定プロセスを理解することができる能力及
びリーダーあるいはチームの一員として途上国の現場での情報
収集，結果の共有，取りまとめに貢献できる能力を修得するこ
とを目的とする。

共同

長期海外研修

　5か月間，援助機関の海外（主に途上国）のオフィスやプロ
ジェクトにおいて，インターンとして従事することを通して，
これまでに学んだ知識を実践で活かしながら実務を体験的に学
習し，実務能力を身に付ける。何らかの具体的成果よりも，イ
ンターンとして実務を体験すること，それを通して自分自身の
資質や課題を見つめ直すこと，実務上の課題に関して思考する
ことなど，プロセスを重視する。具体的な準備手続きや活動
は，実務研修の受入れ先機関との調整によって異なるが，共通
しているのは，事前に自分の関心と受入れ先のニーズとのすり
合わせをした上で活動計画（Terms of Reference）を策定し，
受入れ先及び本学双方の了解を得るという点である。実務研修
への派遣前のオリエンテーション時には，安全対策/危機管
理，実務研修活動において学ぶべき点，研修先の国の文化・環
境等に関する適切な基礎知識と滞在時の心構えなどに関するガ
イダンスを行う。

実
習
科
目
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

　3コースが共修する演習科目である。グローバルヘルスの主
要トピックスについて，最新の情報を提供し，課題を共に考え
る。そのため，海外から招聘する各分野の特別講師等に情報提
供を依頼する。その上で，様々な角度から学生がグループ学
習，グループ発表，グループ間討論を実施する。それによって
グローバルヘルスの最新の知見を総合的に修得する。
　3コースの学生が混在したグループディスカッションを行う
ことにより，それぞれの学生が他のコースのアプローチ，考え
方を相互理解する。これにより，多種多様な専門家と円滑に意
思疎通を図るためのコミュニケーション力を養い，グローバル
ヘルス領域を鳥瞰できる視野を磨く。

（オムニバス方式/全15回）

（13　門司和彦・９　有吉紅也・８　皆川　昇/１回）
グローバルヘルスセミナー概要

（９　有吉紅也・２　安田二朗/３回）
HIV/AIDS・その他の感染症

（８　皆川　昇・10　橋爪真弘/３回）
地球環境とグローバルヘルス・マラリア

（９　有吉紅也・２　安田二朗・８　皆川　昇・10　橋爪真
弘/１回）
中間総合討論：世界の疾病負担

（13　門司和彦・６　金子總/２回）
グローバリゼーションの健康影響

（13　門司和彦・８　皆川　昇/１回）
グローバリゼーションの健康影響

（14　神谷保彦・15　松山章子/３回）
グローバルヘルスの政策課題

（13　門司和彦・９　有吉紅也・８　皆川　昇・６　金子
總・２　安田二朗・10　橋爪真弘・14　神谷保彦・15　松山
章子/１回）
第15回 最終プレゼンテーション・総合討論

オムニバス科目
（一部共同）

グローバルヘルスセ
ミナー

演
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

　
　グローバルヘルスに関する課題に対して，講義よりも深い検
討，考察を加えること，また，学生各自の研究課題に対して，
講義で培った理解，スキルを基に，妥当性，実施可能性，有効
性，インパクト等の面から検討し，適切なプロポーザルの作成
に取り組む。さらに，熱帯医学コースにおいては，修士論文又
は特定課題研究報告書を作成し，提出，学位審査を受けること
ができる。
　その過程で，研究の理論的枠組や仮説設定，現地調査の準
備，実施，データ管理，解析，解釈，考察，先行研究との比
較，また，研究の限定性，今後の研究の必要性，提言などの記
述について学ぶ。

（１　森田　公一）
　　ウイルス学，疫学・予防医学，衛生学・公衆衛生学
（２　安田　二朗）
　　ウイルス，宿主応答，実験動物，感染症，病原微生物
（３　金子　修）
　　寄生虫学（含衛生動物学），原虫，マラリア
（４　濱野　真二郎）
　　蠕虫，原虫，感染防御，免疫応答，疫学
（５　平山　謙二）
　　ワクチン，免疫遺伝，熱帯感染症，寄生虫疾患
（６　金子　聰）
　　疫学，公衆衛生学，保健情報学，地域研究
（７　山本　太郎）
　　開発行政，援助潮流，エイズ，新興感染症，熱帯（アジ
　　ア・アフリカ）
（８　皆川　昇）
　　ベクター，感染症，生態，マラリア，デング熱
（９　有吉　紅也）
　　HIV・エイズ，熱帯医学，感染症
（10　橋爪　真弘）
　　疫学，国際保健，気候変動，環境，公衆衛生

（11　Laothavorn Juntra）
　　薬品及びワクチン開発，臨床試験，研究倫理
（12　山城　哲）
　　細菌学，ウイルス学，公衆衛生学
（13　門司　和彦）
　　エコヘルス，地球環境学，地域保健，人口統計
（14　神谷　保彦）
　　国際保健，小児保健，栄養学，緊急医療援助，保健医
　　療行政・政策
（15　松山　章子）
　　母と子の健康，質的研究，医療人類学，社会開発，リ
　　プロダクティブ･ヘルス
（16　中込　治）
　　ウイルス学，疫学・予防医学，衛生学・公衆衛生学，
　　感染症内科学，分子疫学
（17　下川　功）
　　実験病理学,　老化,　寿命遺伝子,　カロリー制限,
　　抗加齢医学
（18　青柳　潔）
　　老化，骨粗鬆症，骨折，骨代謝マーカー，人類学，
　　関節リウマチ
（19　前田　隆浩）
　　地域医療，総合診療，生活習慣病，動脈硬化，地域コ
　　ホート研究，樹状細胞
（20　前村　浩二）
　　循環器内科学，臨床心血管病態学，分子血管病態学，
　　老年医学，予防医学

演
習
科
目
及
び
研
究
指
導

グローバルヘルス
演習Ⅰ
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

グローバルヘルス
演習Ⅰ

（21　柳原　克紀）
　　臨床細菌学，薬剤耐性，臨床検査
（22　森内　浩幸）
　　母子感染，サイトメガロウイルス，HTLV-1，HIV-1，
　　呼吸器ウイルス感染
（23　由井　克之）
　　マラリア，Ｔ細胞，サイトカイン，イメージング
（24　西田　教行）
　　プリオン，クロイツフェルト・ヤコブ病，HTLV-1
（25　小澤　寛樹）
　　気分障害，統合失調症，脳情報伝達系，神経可塑性，
　　神経幹細胞
（26　泉川　公一）
　　日和見感染症，真菌症，呼吸器感染症
（27 奥村　順子）
　　母子保健，難民支援，災害医療，社会疫学，エコヘルス
（28　松井　三明）
　　リプロダクティブヘルス，疫学，環境医学，毒性学
（29　増田　研）
　　エチオピア民族誌，近代化，開発，紛争，国際保健
（30　工藤　健）
　　経常収支の持続可能性，財政収支の持続可能性，低イン
　　フレ下の金融政策
（31　佐藤　美穂）
　　保健システム，保健医療人材，応用人類学，ジェン
　　ダー，東アフリカ

　研究の理論的枠組や仮説設定，現地調査の準備，実施，デー
タ管理，解析，解釈，考察，先行研究との比較，研究の限定
性，今後の研究の必要性，提言などの記述について学ぶ。
　修士論文又は特定課題研究報告書のテーマに関連した分野の
学問的背景を理解し，現状分析，先行文献レビューができる。
また，現地での調査及び研究に基づき，データ解析，結果の解
釈，考察を行うことができる。これらを基に修士論文又は特定
課題研究報告書を作成し，提出，学位審査を受けることができ
る。

（１　森田　公一）
　　ウイルス学，疫学・予防医学，衛生学・公衆衛生学
（２　安田　二朗）
　　ウイルス，宿主応答，実験動物，感染症，病原微生物
（３　金子　修）
　　寄生虫学（含衛生動物学），原虫，マラリア
（４　濱野　真二郎）
　　蠕虫，原虫，感染防御，免疫応答，疫学
（５　平山　謙二）
　　ワクチン，免疫遺伝，熱帯感染症，寄生虫疾患
（６　金子　聰）
　　疫学，公衆衛生学，保健情報学，地域研究
（７　山本　太郎）
　　開発行政，援助潮流，エイズ，新興感染症，熱帯（アジ
　　ア・アフリカ）
（８　皆川　昇）
　　ベクター，感染症，生態，マラリア，デング熱
（９　有吉　紅也）
　　HIV・エイズ，熱帯医学，感染症
（10　橋爪　真弘）
　　疫学，国際保健，気候変動，環境，公衆衛生
（11　Laothavorn Juntra）
　　薬品及びワクチン開発，臨床試験，研究倫理

演
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グローバルヘルス
演習Ⅱ
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授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

（12　山城　哲）
　　細菌学，ウイルス学，公衆衛生学
（13　門司　和彦）
　　エコヘルス，地球環境学，地域保健，人口統計
（14　神谷　保彦）
　　国際保健，小児保健，栄養学，緊急医療援助，保健医
　　療行政・政策
（15　松山　章子）
　　母と子の健康，質的研究，医療人類学，社会開発，リ
　　プロダクティブ･ヘルス
（16　中込　治）
　　ウイルス学，疫学・予防医学，衛生学・公衆衛生学，
　　感染症内科学，分子疫学
（17　下川　功）
　　実験病理学,　老化,　寿命遺伝子,　カロリー制限,
　　抗加齢医学
（18　青柳　潔）
　　老化，骨粗鬆症，骨折，骨代謝マーカー，人類学，
　　関節リウマチ
（19　前田　隆浩）
　　地域医療，総合診療，生活習慣病，動脈硬化，地域コ
　　ホート研究，樹状細胞
（20　前村　浩二）
　　循環器内科学，臨床心血管病態学，分子血管病態学，
　　老年医学，予防医学

（21　柳原　克紀）
　　臨床細菌学，薬剤耐性，臨床検査
（22　森内　浩幸）
　　母子感染，サイトメガロウイルス，HTLV-1，HIV-1，
　　呼吸器ウイルス感染
（23　由井　克之）
　　マラリア，Ｔ細胞，サイトカイン，イメージング
（24　西田　教行）
　　プリオン，クロイツフェルト・ヤコブ病，HTLV-1
（25　小澤　寛樹）
　　気分障害，統合失調症，脳情報伝達系，神経可塑性，
　　神経幹細胞
（26　泉川　公一）
　　日和見感染症，真菌症，呼吸器感染症
（27 奥村　順子）
　　母子保健，難民支援，災害医療，社会疫学，エコヘルス
（28　松井　三明）
　　リプロダクティブヘルス，疫学，環境医学，毒性学
（29　増田　研）
　　エチオピア民族誌，近代化，開発，紛争，国際保健
（30　工藤　健）
　　経常収支の持続可能性，財政収支の持続可能性，低イン
　　フレ下の金融政策
（31　佐藤　美穂）
　　保健システム，保健医療人材，応用人類学，ジェン
　　ダー，東アフリカ

グローバルヘルス
演習Ⅱ

演
習
科
目
及
び
研
究
指
導

- 22 -



授業科目の名称 講　　義　　等　　の　　内　　容 備　　　考

授 業 科 目 の 概 要

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

科目
区分

ヘルスイノベーショ
ンゼミⅠ

　グローバルヘルスに関係する医科学関連分野の様々な基礎・
応用科学を展開する能力を涵養するため，5テーマ（基礎・応
用医科学，医動物生態学，疫学・集団健康学，健康・疾病情報
学，医療社会工学）を設定し，指導教員（当該ゼミのテーマの
担当教員でもある）の指導の下，医科学関連分野の専門性を高
め，修士（医科学）に繋がる能力を修得する。
　グローバルヘルス領域における基礎知識を理解し，ラボ／デ
スクとフィールド及び臨床の現場とを繋ぐイノベーティブな科
学を，自ら推進，応用できる能力を修得することを目的とす
る。

・基礎・応用医科学（９　有吉紅也）
・医動物生態学（８　皆川　昇）
・疫学・集団健康学（10　橋爪　真弘）
・健康・疾病情報学（６　金子　聰）
・医療社会工学（13　門司和彦）

テーマ選択

ヘルスイノベーショ
ンゼミⅡ

　グローバルヘルス演習Ⅰ及びヘルスイノベーションゼミⅠを
通じて決定された研究テーマについて，当該分野における文献
の徹底的理解と議論を展開する。さらに，他分野との関連性に
ついても十分に学習する。
　選択したテーマについて，専門的応用知識と研究遂行能力を
身に付け，当該テーマの研究者としてスタートするに足る知識
と技量を修得することを目的とする。

・基礎・応用医科学（９　有吉紅也）
・医動物生態学（８　皆川　昇）
・疫学・集団健康学（10　橋爪　真弘）
・健康・疾病情報学（６　金子　聰）
・医療社会工学（13　門司和彦）

テーマ選択

（注）

　類を作成する必要はない。

１　開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。

　の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，こ
書

２　私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大
学等
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51

臨海研修所

大学院水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海環境

資源研究センター

野母崎研究施設

九州地区国立大学島原共同研修センター

教育学部附属幼稚園，附属小学校，附属中学校

監査室，産学官連携戦略本部，広報戦略本部，

研究推進戦略本部，国際教育リエゾン機構，事務局，

多文化社会学部，教育学部，

附属教育実践総合センター，薬学部，工学部，

環境科学部，水産学部，附属図書館，

工学研究科，水産・環境科学総合研究科，

医歯薬学総合研究科（薬学系），附属薬用植物園，

保健・医療推進センター，

先導生命科学研究支援センター，ＩＣＴ基盤センター，

大学教育イノベーションセンター，

先端計算研究センター，言語教育研究センター，

核兵器廃絶研究センター，学務情報推進室，

やってみゅーでスク，男女共同参画推進センター，

先端創薬イノベーションセンター，

地域教育連携・支援センター，障がい学生支援室，

福島未来創造支援研究センター

教育学部附属特別支援学校

国際交流会館

病院，歯学部，

医歯薬学総合研究科（保健学系，歯学系），

医学部（保健学科）

国際連携研究戦略本部，医学部（医学科），

熱帯医学研究所，原爆後障害医療研究所，

医歯薬学総合研究科（医学系），国際健康開発研究科，

先導生命科学研究支援センター，

附属図書館（医学分館）

経済学部，附属図書館（経済学部分館）
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【長崎大学坂本キャンパスまでの交通アクセス】

長崎大学
片淵キャンパス

長崎大学
文教キャンパス

長崎大学
坂本キャンパス

【交通機関】

長崎駅前から
長崎バス８番（医大経由または江平経由 下大橋行）に乗り，医学部前下車，徒歩５分。
市内電車（赤迫方面行１，３番）に乗り，浜口町下車，徒歩１０分。
タクシーで約１０分。

浦上駅前から
徒歩２０分。
タクシーで約５分。

長崎空港から
リムジンバス（長崎行）に乗り、長崎駅前下車，その後は１による。
リムジンバス（長崎行）に乗り、大橋下車，その後は徒歩２０分。またはタクシーで約５分。
タクシーで約１時間。

●８

熱帯医学・
グローバルヘルス研究科

熱帯医学・
グローバルヘルス研究科

●８

最寄り駅からの距離及び交通機関

-2-
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○長崎大学大学院学則 

平成１６年４月１日 

学則第２号 

改正 平成１７年９月２２日学則第４号 

平成１７年１２月２２日学則第６号 

平成１８年３月２２日学則第２号 

平成１８年１０月２７日学則第６号 

平成１９年３月２２日学則第２号 

平成１９年１２月２１日学則第４号 

平成１９年１２月２６日学則第５号 

平成２０年２月２２日学則第３号 

平成２０年１０月２４日学則第４号 

平成２１年２月２７日学則第２号 

平成２１年７月２４日学則第４号 

平成２２年２月２６日学則第２号 

平成２２年７月１５日学則第３号 

平成２３年２月２４日学則第１号 

平成２３年２月２４日学則第２号 

平成２４年２月２４日学則第２号 

平成２４年９月２１日学則第３号 

平成２５年２月２２日学則第１号 

平成２６年２月２１日学則第２号 

平成○○年〇月○○日学則第○号 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 教育課程等（第７条の２―第１７条の２） 

第３章 課程の修了要件及び学位の授与（第１８条―第２２条） 

第４章 入学，転学，休学，退学，再入学等（第２３条―第３７条） 

第５章 除籍，表彰及び懲戒（第３８条） 

第６章 検定料，入学料及び授業料（第３９条―第４１条） 
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第７章 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，特別研究学生，特別の課程及び外国人

留学生（第４２条―第４６条） 

第８章 教員の免許状授与の所要資格の取得（第４７条） 

第９章 雑則（第４８条―第５０条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 長崎大学大学院（以下「本学大学院」という。）は，国立大学法人長崎大学基本

規則（平成１６年規則第１号）第３条に規定する理念に基づき，実践的問題解決能力と

政策立案能力を有し国際的問題及び地域の諸課題を解決しうる高度専門職業人，並びに

豊かな創造的能力を有し先導的知を創生しうる研究者を養成し，もって広く人類に貢献

することを目的とする。 

２ 本学大学院の修業年限，教育課程，教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項に

ついては，この学則の定めるところによる。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２ 各研究科は，研究科又は専攻ごとに，人材の養成に関する目的その他の教育

研究上の目的を研究科規程に定め，公表するものとする。 

（課程） 

第２条 本学大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程（学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第９９条第２項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。）と

する。 

２ 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又はこ

れに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的

とする。 

３ 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他

の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学

識を養うことを目的とする。 

４ 専門職学位課程は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越し

た能力を培うことを目的とする。 

（研究科，専攻，課程及び収容定員） 

第３条 研究科の専攻及び課程は，次のとおりとする。 
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研究科 専攻 課程 

教育学研究科 教職実践専攻 専門職学位課程 

経済学研究科 経済経営政策専攻 前期２年の

課程 

博士課程 

経営意思決定専攻 後期３年の

課程 

工学研究科 総合工学専攻 前期２年の

課程 

博士課程 

生産システム工学専攻 後期３年の

課程 

グリーンシステム創成科学専攻 博士課程 

水産・環境科学総合研究

科 

水産学専攻，環境共生政策学専攻，環

境保全設計学専攻 

前期２年の

課程 

博士課程 

環境海洋資源学専攻 後期３年の

課程 

海洋フィールド生命科学専攻 博士課程 

医歯薬学総合研究科 保健学専攻 修士課程 

医療科学専攻，新興感染症病態制御学

系専攻，放射線医療科学専攻 

博士課程 

生命薬科学専攻 前期２年の

課程 

博士課程 

後期３年の

課程 

熱帯医学・グローバルヘ

ルス研究科 

グローバルヘルス専攻 修士課程 
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２ 経済学研究科，工学研究科（グリーンシステム創成科学専攻を除く。），水産・環境

科学総合研究科（海洋フィールド生命科学専攻を除く。）及び医歯薬学総合研究科生命

薬科学専攻の博士課程は，前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期

３年の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分し，博士前期課程は，修士課程と

して取り扱うものとする。 

３ 教育学研究科教職実践専攻は，専門職学位課程のうち専門職大学院設置基準（平成１

５年文部科学省令第１６号）第２６条に規定する教職大学院の課程とする。 

４ 研究科の収容定員は，別表第１のとおりとする。 

（講座） 

第４条 前条第１項に掲げる研究科に，講座等を置く。 

２ 前項の講座等は，別に定める。 

（標準修業年限） 

第５条 教育学研究科専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。ただし，教育上の

必要があると認められる場合は，学生の履修上の区分に応じ，その標準修業年限は，１

年以上２年未満の期間又は２年を超える期間とすることができるものとする。 

２ 前項の場合において，１年以上２年未満の期間とすることができるのは，主として実

務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって，かつ，昼間と併せて夜間その他

特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場

合に限る。 

３ 医歯薬学総合研究科保健学専攻及び熱帯医学・グローバルヘルス研究科（熱帯医学コ

ースを除く。）の修士課程の標準修業年限は２年とし，熱帯医学・グローバルヘルス研

究科（熱帯医学コースに限る。）の修士課程の標準修業年限は１年とする。 

４ 経済学研究科，工学研究科，水産・環境科学総合研究科及び医歯薬学総合研究科生命

薬科学専攻の博士課程の標準修業年限は５年とし，博士前期課程の標準修業年限は２年，

博士後期課程の標準修業年限は３年とする。 

５ 医歯薬学総合研究科医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学

専攻の博士課程の標準修業年限は，４年とする。 

（在学期間） 

第６条 本学大学院における在学期間は，前条に規定する標準修業年限の２倍を超えるこ

とができない。 

（学年，学期及び休業日） 
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第７条 本学大学院の学年，学期及び休業日は，長崎大学学則（平成１６年学則第１号。

以下「本学学則」という。）第７条から第９条までの規定を準用する。 

第２章 教育課程等 

（教育課程の編成方針） 

第７条の２ 各研究科（教育学研究科を除く。）は，当該研究科及び専攻の教育上の目的

を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指

導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものと

する。 

２ 前項の教育課程の編成に当たっては，各研究科は，専攻分野に関する高度の専門的知

識及び能力を修得させるとともに，当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養す

るよう適切に配慮しなければならない。 

３ 教育学研究科は，その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目

を自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

（博士課程教育リーディングプログラム） 

第７条の３ 本学大学院に，専門分野の枠を超え俯瞰力と独創力を備え，広く産学官にわ

たりグローバルに活躍するリーダーを養成する教育を行う博士課程教育リーディングプ

ログラムを開設する。 

２ 前項の博士課程教育リーディングプログラムの名称並びに実施する研究科及び専攻は，

次の表のとおりとする。 

名称 研究科 専攻 

熱帯病・新興感染症制御グロー

バルリーダー育成プログラム 

医歯薬学総合研究科 新興感染症病態制御学系専

攻 

３ 博士課程教育リーディングプログラムに関し，必要な事項は，別に定める。 

（教育方法） 

第８条 各研究科（教育学研究科を除く。）における教育は，授業科目の授業及び研究指

導により行う。 

２ 前項の授業については，本学学則第３２条の規定を準用する。 

３ 教育学研究科における教育は，授業科目の授業により行う。この場合において，教育

学研究科は，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究，

現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方
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法により授業を行うよう配慮しなければならない。 

４ 前項の授業については，十分な教育効果が得られる専攻分野に関して，当該効果が認

められる場合に限り，本学学則第３２条第２項の規定を準用することができる。 

第８条の２ 前条の授業は，教授，准教授，講師又は助教が担当する。 

２ 前条の研究指導は，教授が担当するものとする。ただし，特に必要があるときは，大

学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第９条に掲げる資格を有する准教授，専

任の講師又は助教が担当することができる。 

（単位の計算方法） 

第９条 本学大学院における単位の計算方法については，本学学則第３３条の規定を準用

する。 

（履修方法等） 

第１０条 各研究科における授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれ

らの履修方法については，各研究科において定めるものとする。 

（履修科目の選定） 

第１１条 履修する授業科目の選定は，指導教授の指示に従うものとする。 

（考査及び単位の授与） 

第１２条 学生が一の授業科目を履修した場合には，考査を行い，合格した者に対しては，

単位を与える。 

２ 考査は，試験，研究報告その他の方法により行うものとする。 

第１３条 授業科目の成績は，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤの評語をもって表し，Ａ，Ｂ及びＣを合

格とし，Ｄを不合格とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，研究科が教育上有益と認めるときは，研究科規程の定める

ところにより，授業科目の成績を異なる評語で表すことができる。 

３ 不合格の授業科目については，再試験を行うことがある。 

（教育方法の特例） 

第１４条 本学大学院の課程において，教育上特別の必要があると認める場合には，夜間

その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により，教

育を行うことができる。 

（成績評価基準等の明示等） 

第１４条の２ 各研究科は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年

間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 
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２ 各研究科は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては，客

観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，

当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第１４条の３ 各研究科は，当該研究科の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図る

ための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

（他の研究科等における履修等） 

第１５条 第１１条に規定する履修科目の選定に当たって指導教授が教育上必要と認める

ときは，所属研究科の教授会の議を経て，他の専攻又は研究科の授業科目を指定して，

履修させることができる。 

２ 前項に規定する他の研究科の授業科目の履修については，あらかじめ当該他研究科と

協議の上，実施するものとする。 

３ 前２項の規定により履修した授業科目の修得単位は，各研究科の定めるところにより，

第１８条，第１９条又は第２０条に規定する単位とすることができる。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第１５条の２ 学生が他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると各研究

科において認めるときは，あらかじめ当該他の大学院と協議の上，学生が当該他の大学

院の授業科目を履修することを認めることができる。 

２ 前項の規定に基づき学生が履修した授業科目について修得した単位は，１０単位（教

育学研究科にあっては，修了要件として定める単位数の２分の１）を超えない範囲で本

学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

３ 前２項の規定は，学生が，第１６条の規定により外国の大学院に留学する場合，外国

の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合，外国の大学

院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我

が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協

定の実施に伴う特別措置法（昭和５１年法律第７２号）第１条第２項に規定する１９７

２年１２月１１日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学（以下「国際連

合大学」という。）の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。た

だし，教育学研究科にあっては，外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修する場合については，準用しない。 
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（入学前の既修得単位の認定） 

第１５条の３ 学生が本学大学院に入学する前に次の各号の一に該当する単位を有する場

合において，教育上有益であると認めるときは，その単位を入学した後の本学大学院に

おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

(1) 大学院（外国の大学院を含む。）において履修した授業科目について修得した単位 

(2) 大学院設置基準第１５条の規定により準用する大学設置基準（昭和３１年文部省令

第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履修生として修得した単位 

２ 前項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，転入学

等の場合を除き，本学大学院において修得した単位以外のものについては，１０単位を

超えないものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，教育学研究科にあっては，第１項の規定により修得したも

のとみなし，又は与えることのできる単位数は，転入学等の場合を除き，本学大学院に

おいて修得した単位以外のものについては，前条第２項及び第３項の規定により本学大

学院において修得したものとみなす単位数及び第２０条の２第２項の規定により免除す

る単位数と合わせて修了要件として定める単位数の２分の１を超えないものとする。 

（留学及び長期にわたる教育課程の履修） 

第１６条 本学大学院の学生の留学及び長期にわたる教育課程の履修については，本学学

則第２４条及び第３９条の規定を準用する。この場合において，第３９条中「第４条に

規定する修業年限」とあるのは「標準修業年限」と，同条中「卒業」とあるのは「課程

を修了」と読み替えるものとする。 

（他の大学院等における研究指導） 

第１７条 所属研究科の教授会において教育上有益と認めるときは，他の大学院又は研究

所等とあらかじめ協議の上学生が，当該他大学院又は研究所等において必要な研究指導

を受けることを認めることができる。ただし，修士課程及び博士前期課程の学生につい

て認める場合には，当該研究指導を受ける期間は，１年を超えないものとする。 

２ 前項に規定する研究指導が外国において行われる場合は，これを留学として取り扱い，

その期間は第１８条，第１９条又は第２０条に規定する在学期間に算入する。 

（履修科目の登録の上限） 

第１７条の２ 教育学研究科は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，

学生が１年間又は１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める

ものとする。 
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第３章 課程の修了要件及び学位の授与 

（修士課程及び博士前期課程の修了要件） 

第１８条 医歯薬学総合研究科保健学専攻の修士課程及び博士前期課程の修了の要件は，

当該課程に２年（２年以外の標準修業年限を定める学生の履修上の区分にあっては，当

該標準修業年限）以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた

上，当該修士課程の目的に応じ，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査

及び 終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げ

た者については，１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 熱帯医学・グローバルヘルス研究科（熱帯医学コースに限る。）の修士課程の修了の

要件は，当該課程に１年以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を

受けた上，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び 終試験に合格す

ることとする。 

３ 熱帯医学・グローバルヘルス研究科（熱帯医学コースを除く。）の修士課程の修了の

要件は，当該課程に２年以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を

受けた上，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び 終試験に合格す

ることとする。 

第１８条の２ 前条第１項の規定にかかわらず，第３条第２項に規定する博士課程の博士

前期課程の修了の要件は，当該博士課程の博士前期課程及び博士後期課程を通じて一貫

した人材養成上の目的を有する研究科規程に定める学生の履修上の区分において，当該

目的を達成するために必要と認められる場合には，前条第１項に規定する修士論文又は

特定の課題についての研究の成果の審査及び 終試験に合格することに代えて，次に掲

げる試験及び審査に合格することとすることができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野

の基礎的素養であって当該博士前期課程において修得し，又は涵養すべきものについ

ての試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期

課程において修得すべきものについての審査 

（博士後期課程の修了要件） 

第１９条 博士後期課程の修了の要件は，当該課程に３年（専門職大学院設置基準（平成

１５年文部科学省令第１６号）第１８条第１項の法科大学院の課程を修了した者にあっ

ては，２年）以上在学し，経済学研究科にあっては２４単位以上を，工学研究科生産シ
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ステム工学専攻及び水産・環境科学総合研究科環境海洋資源学専攻にあっては１５単位

以上を，医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻にあっては１６単位以上を修得し，かつ，

必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び 終試験に合格することとする。ただ

し，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，１年以上在学すれば

足りるものとする。 

２ 大学院設置基準第１６条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した

者（第１８条第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程

を修了した者を含む。）については，前項ただし書中「１年」とあるのは「３年から当

該課程における在学期間（２年を限度とする。）を減じた期間とする。」と読み替えて，

同項ただし書の規定を適用する。 

３ 次の各号の一に該当する者については，第１項ただし書中「１年」とあるのは「３年

から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間」と読み替えて，同項ただし書の規定を

適用する。 

(1) 大学院設置基準第３条第３項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とし

た修士課程（熱帯医学・グローバルヘルス研究科（熱帯医学コースに限る。）の修士

課程を含む。）を修了した者 

(2) 専門職大学院設置基準第２条第２項の規定により標準修業年限を１年以上２年未

満とした専門職学位課程（第５条第１項ただし書の規定により標準修業年限を１年以

上２年未満とした教育学研究科教職実践専攻の専門職学位課程を含む。）を修了した

者 

（工学研究科グリーンシステム創成科学専攻等の博士課程の修了要件） 

第２０条 工学研究科グリーンシステム創成科学専攻及び水産・環境科学総合研究科海洋

フィールド生命科学専攻の博士課程の修了の要件は，当該課程に５年以上在学し，４５

単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び 終試験に

合格するものとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者につい

ては，３年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 医歯薬学総合研究科医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学

専攻の博士課程の修了の要件は，当該課程に４年以上在学し，研究科規程に定める単位

数以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び 終試験に合

格するものとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者について

は，３年以上在学すれば足りるものとする。 
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（教職大学院の課程の修了要件） 

第２０条の２ 教職大学院の課程の修了の要件は，当該課程に２年（２年以外の標準修業

年限を定める学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，４５単

位以上（高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うこ

とを目的として幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校（以

下「小学校等」という。）その他の関係機関で行う実習に係る１０単位以上を含む。）

を修得することとする。ただし，研究科において必要と認めるときは，在学期間及び修

了要件単位に加え，修了の要件を課すことができる。 

２ 教育学研究科教授会において教育上有益であると認めるときは，教職大学院の課程に

入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について，１０単位を超え

ない範囲で，前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することが

できる。 

（教職大学院の課程における在学期間の短縮） 

第２０条の３ 教育学研究科教授会において第１５条の３第１項の規定により本学大学院

に入学する前に修得した単位（学校教育法第１０２条第１項の規定により入学資格を有

した後，修得したものに限る。）を教職大学院の課程において修得したものとみなす場

合であって当該単位の修得により本学大学院の教育課程の一部を履修したと認めるとき

は，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の２

分の１を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。

ただし，この場合においても，当該教職大学院の課程に少なくとも１年以上在学するも

のとする。 

（学位の授与） 

第２１条 修士課程，博士課程又は専門職学位課程の修了要件を満たした者には，所属研

究科教授会の議を経て，学長が課程の修了を認定し，修士若しくは博士の学位又は専門

職学位を授与する。 

２ 前項に定めるもののほか，博士課程（医歯薬学総合研究科の博士課程を除く。）にお

いて，第１８条第１項又は第１８条の２に規定する修士課程の修了要件を満たした者に

は，所属研究科教授会の議を経て，学長が修士の学位を授与することができる。 

第２２条 前条の学位の授与に関し必要な事項については，長崎大学学位規則（平成１６

年規則第１１号）の定めるところによる。 

第４章 入学，転学，休学，退学，再入学等 
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（入学の時期） 

第２３条 学生の入学の時期は，学年の始めとする。ただし，後期の始めに入学させるこ

とができる。 

（修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程の入学資格） 

第２４条 修士課程（熱帯医学・グローバルヘルス研究科（熱帯医学コースに限る。）を

除く。），博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第４項の規定により学士の学位

を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１

６年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者 

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号） 

(8) 学校教育法第１０２条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，各研

究科において，本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたも

の 

(9) 各研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で，２２歳に達したもの 

２ 熱帯医学・グローバルヘルス研究科（熱帯医学コースに限る。）に入学することので

きる者は，前項各号のいずれかに該当し，かつ，医師の免許（外国における医師の免許

を含む。）取得後２年以上の臨床経験を有する者又はこれに相当する能力を有すると研

究科が認めた者とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず，文部科学大臣の定めるところにより，大学に文部科学大
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臣の定める年数以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。）

であって，各研究科において，当該研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認め

るものを，本学大学院に入学させることができる。 

（博士後期課程の入学資格） 

第２５条 博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者

とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，

大学院設置基準第１６条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士

の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号） 

(8) 各研究科において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有す

る者と同等以上の学力があると認めた者で，２４歳に達したもの 

（工学研究科グリーンシステム創成科学専攻等の博士課程の入学資格） 

第２６条 工学研究科及び水産・環境科学総合研究科の博士課程に入学することのできる

者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第４項の規定により学士の学位

を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１

６年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教
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育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者 

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号） 

(8) 学校教育法第１０２条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，各研

究科において，本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたも

の 

(9) 各研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で，２２歳に達したもの 

２ 医歯薬学総合研究科医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学

専攻の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学（医学，歯学又は修業年限６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。

以下この条において同じ。）を卒業した者 

(2) 外国において，学校教育における１８年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における１８年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１

８年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者 

(5) 文部科学大臣の指定した者（昭和３０年文部省告示第３９号） 

(6) 学校教育法第１０２条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，研究

科において，本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(7) 研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で，２４歳に達したもの 

３ 前２項の規定にかかわらず，文部科学大臣の定めるところにより，大学に文部科学大

臣の定める年数以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。）

であって，各研究科において，当該研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認め

るものを，本学大学院に入学させることができる。 
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（入学志願の手続） 

第２７条 入学志願者は，所定の手続により願い出なければならない。 

（選抜試験） 

第２８条 入学志願者に対しては，長崎大学入学者選抜規則（平成１６年規則第１６号）

の定めるところにより，選抜試験を行う。 

（合格者の決定） 

第２９条 前条の選抜による合格者の決定は，各研究科教授会の議を経て，学長が行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第３０条 第２８条に規定する入学者選抜の結果に基づき，合格の通知を受けた者の入学

の手続及び入学の許可については，本学学則第１８条及び第１９条の規定を準用する。 

（転入学等） 

第３１条 次の各号のいずれかに該当する者が，転入学又は転科を願い出たときは，学期

の始めに限り，選考の上，許可することがある。 

(1) 他の大学院に在学する者又は修了し，若しくは退学した者で転入学を志望するもの 

(2) 他の研究科に在学する者又は修了し，若しくは退学した者で転科を志望するもの 

(3) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程に在学する者又は当該課程を修了し，若しくは退学した者（第２４条から第２６

条に規定する入学資格を有する者に限る。）で転入学を志望するもの 

(4) 国際連合大学の課程に在学する者又は当該課程を修了し，若しくは退学した者で転

入学を志望するもの 

２ 前項により転入学又は転科を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位

並びに在学年数の認定は，所属研究科の教授会が決定する。 

３ 前２項の規定は，専攻を変更する場合に準用する。 

第３２条 前条第１項による転入学願又は転科願は，所属の学長又は研究科長の紹介状を

添えて，志願する研究科長に提出するものとする。 

第３３条 本学大学院の学生が，他の大学院に転学しようとするときは，指導教授を経て，

研究科長に転学願を提出するものとする。 

２ 学長は，所属研究科の教授会の議により，転学の事由が適当であると認めたときは，

その転学を許可する。 

３ 前２項の規定は，他の研究科に転科を志望する場合にこれを準用する。 
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（休学） 

第３４条 休学に関しては，本学学則第２１条から第２３条までの規定を準用する。 

２ 休学期間は，通算して，標準修業年限を超えることができない。 

（退学） 

第３５条 退学に関しては，本学学則第２５条の規定を準用する。 

（再入学） 

第３６条 再入学に関しては，本学学則第２７条の規定を準用する。ただし，修士課程，

博士前期課程及び専門職学位課程にあっては２年以内に，博士後期課程にあっては３年

以内に，工学研究科グリーン創成科学専攻及び水産・環境科学総合研究科海洋フィール

ド生命科学専攻の博士課程にあっては５年以内に，医歯薬学総合研究科医療科学専攻，

新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程にあっては４年以内に，

再入学を願い出た場合に限る。 

（進学） 

第３７条 本学の大学院修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程を修了し，引き続き

博士課程（経済学研究科，工学研究科生産システム工学専攻，水産・環境科学総合研究

科環境海洋資源学専攻及び医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻にあっては，博士後期課

程）に進学を志願する者については，各研究科規程の定めるところにより，選考の上，

進学を許可する。 

第５章 除籍，表彰及び懲戒 

（除籍，表彰及び懲戒） 

第３８条 除籍，表彰及び懲戒に関しては，本学学則第２８条，第４９条及び第５０条の

規定を準用する。 

第６章 検定料，入学料及び授業料 

（検定料等の額及びその徴収方法等） 

第３９条 検定料，入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は，長崎大学授業料，入学料，

検定料及び寄宿料徴収規程（平成１６年規程第９２号）の定めるところによる。 

（料金の返還） 

第４０条 既納の料金は，返還しない。ただし，次の各号の一に該当する場合は，当該料

金の相当額（第２号の場合にあっては後期分の授業料相当額，第３号の場合にあっては

退学した翌月以降の授業料相当額をいう。）を返還するものとする。 

(1) 入学を許可されるときに前期分又は前期分及び後期分の授業料を納入した者が，入
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学年度の前年度の３月３１日までに入学を辞退し，授業料の返還を申し出たとき。 

(2) 前期分の授業料納入の際に後期分の授業料を併せて納入した者が，後期分の授業料

の納入時期前に休学又は退学したとき。 

(3) 授業料を納入した研究生が，在学期間の中途で退学し，授業料の返還を申し出たと

き。 

第４１条 入学料の免除及び徴収猶予，授業料の納期並びに授業料の免除及び徴収猶予並

びに休学，退学，転学等に係る授業料については，本学学則第５３条から第５８条まで

の規定を準用する。 

第７章 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，特別研究学生，特別の課程及び外

国人留学生 

（科目等履修生） 

第４２条 本学大学院の学生以外の者で，本学大学院が開設する授業科目のうち一又は複

数の授業科目について履修を希望するものがあるときは，選考の上，科目等履修生とし

て入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生に関する規則は，別に定める。 

（研究生） 

第４３条 本学大学院において特殊の事項について研究を希望する者があるときは，選考

の上，研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生に関する規則は，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第４４条 他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で，本学大学院の特定の授業科目

を履修することを希望するものがあるときは，当該他大学院との協議に基づき，特別聴

講学生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

３ 特別聴講学生に係る授業料については，科目等履修生と同様とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が大学間交流協定において授業料を徴収しな

いこととしている外国の大学院の学生又は大学間相互単位互換協定において授業料を徴

収しないこととしている大学院の学生であるときは，授業料を徴収しない。 

５ 既納の授業料は，返還しない。 

６ 実験，実習に要する実費は，必要に応じ特別聴講学生の負担とする。 

（特別研究学生） 
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第４５条 他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で，本学大学院又は研究所等にお

いて研究指導を受けようとするものがあるときは，当該他大学院との協議に基づき，特

別研究学生として入学を許可することがある。 

２ 特別研究学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

３ 特別研究学生に係る授業料については，研究生と同様とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，特別研究学生が大学間交流協定において授業料を徴収しな

いこととしている外国の大学院の学生又は大学間特別研究学生交流協定において授業料

を徴収しないこととしている大学院の学生であるときは，授業料を徴収しない。 

５ 既納の授業料は，返還しない。 

６ 実験，実習に要する実費は，必要に応じ特別研究学生の負担とする。 

（特別の課程） 

第４５条の２ 学長は，本学大学院の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し，こ

れを修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

２ 本学大学院の学生が前項に規定する特別の課程を履修することが教育上有益であると

認めるときは，当該課程を履修させることができる。 

（外国人留学生） 

第４６条 外国人留学生として本学大学院に入学を志願する者があるときは，選考の上，

入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関する規則は，別に定める。 

第８章 教員の免許状授与の所要資格の取得 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第４７条 各研究科の専攻において，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び

教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を取得し

た者は，教員の免許状授与の所要資格を取得することができる。 

２ 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，別表第２のとおりと

する。 

第９章 雑則 

（補則） 

第４８条 この学則に定めるもののほか，研究科に関し必要な事項は，研究科長が学長の

承認を得て，定めることができる。 

第４９条 この学則に定めるもののほか，本学大学院の学生に関し必要な事項は，本学学



- 19 - 

則を準用する。 

第５０条 本学学則をこの学則に準用する場合は，「学部」を「研究科」，「学部長」を

「研究科長」と，それぞれ読み替えるものとする。 

附 則 

１ この学則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 長崎大学大学院学則（昭和４１年学則第１号）は，廃止する。 

３ 平成１６年３月３１日現在大学院に在学している者（以下この項において「在学者」

という。）及び平成１６年４月１日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入

学する者については，旧長崎大学大学院学則は，この学則の施行後も，なおその効力を

有する。 

附 則（平成１７年９月２２日学則第４号） 

この学則は，平成１７年９月２２日から施行し，改正後の長崎大学大学院学則の規定は，

平成１７年４月１日から適用する。 

附 則（平成１７年１２月２２日学則第６号） 

この学則は，平成１７年１２月２２日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２２日学則第２号） 

１ この学則は，平成１８年４月１日から施行する。 

２ 生産科学研究科及び医歯薬学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１生産科学研

究科の項，同表医歯薬学総合研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず，平成１

８年度については，次のとおりとする。 

研究科 専攻 修士課程及び博士前期

課程 

博士課程及び博士後期

課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

生産科学研

究科 

機械システム工学専攻 ３０ ５７     

電気情報工学専攻 ５２ １０４     

環境システム工学専攻 ３６ ６８     

物質工学専攻 ３８ ６５     

水産学専攻 ３７ ７９     

環境共生政策学専攻 ８ １６     

環境保全設計学専攻 １７ ３４     

システム科学専攻     １１ ３３
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海洋生産科学専攻     １５ ４５

物質科学専攻     １４ ４２

環境科学専攻     ８ ２４

小計 ２１８ ４２３ ４８ １４４

医歯薬学総

合研究科 

熱帯医学専攻 １２ １２     

保健学専攻 １２ １２     

医療科学専攻     ７７ ３０７

新興感染症病態制御学

系専攻 

    ２４ ９３

放射線医療科学専攻     １１ ４４

生命薬科学専攻 ５３ １０６ ２３ ６９

小計 ７７ １３０ １３５ ５１３

合計 ３４８ ６５９ １８６ ６６６

附 則（平成１８年１０月２７日学則第６号） 

この学則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２２日学則第２号） 

この学則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月２１日学則第４号） 

この学則は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月２６日学則第５号） 

この学則は，平成１９年１２月２６日から施行する。 

附 則（平成２０年２月２２日学則第３号） 

１ この学則は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ 教育学研究科，医歯薬学総合研究科及び国際健康開発研究科の収容定員は，改正後の

別表第１の教育学研究科の項，同表医歯薬学総合研究科の項，同表国際健康開発研究科

の項及び同表合計の項の規定にかかわらず，平成２０年度及び平成２１年度については，

次のとおりとする。 

(1) 平成２０年度 

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び

博士後期課程 

専門職学位課

程 

入学定 収容定 入学 収容 入学 収容
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員 員 定員 定員 定員 定員

教育学研究

科 

教科実践専攻 １８ １８         

教職実践専攻         ２０ ２０

小計 １８ １８     ２０ ２０

医歯薬学総

合研究科 

熱帯医学専攻 １２ １２         

保健学専攻 １２ ２４         

医療科学専攻     ７７ ３０

８ 

    

新興感染症病態制御学

系専攻 

    ２４ ９６     

放射線医療科学専攻     １１ ４４     

生命薬科学専攻 ５３ １０６ １８ ６４     

小計 ７７ １４２ １３

０

５１

２ 

    

国際健康開

発研究科 

国際健康開発専攻 １０ １０         

小計 １０ １０         

合計 ３３８ ６３６ １８

１

６６

５ 

２０ ２０

(2) 平成２１年度 

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び

博士後期課程 

専門職学位課

程 

入学定

員 

収容定

員 

入学

定員

収容

定員 

入学

定員 

収容

定員

医歯薬学総

合研究科 

熱帯医学専攻 １２ １２         

保健学専攻 １２ ２４         

医療科学専攻     ７７ ３０

８ 

    

新興感染症病態制御学

系専攻 

    ２４ ９６     

放射線医療科学専攻     １１ ４４     

生命薬科学専攻 ５３ １０６ １８ ５９     

小計 ７７ １４２ １３

０

５０

７ 
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合計 ３３８ ６６４ １８

１

６６

０ 

２０ ４０

３ 教育学研究科の学校教育専攻及び教科教育専攻は，改正後の第３条第１項及び別表第

１の規定にかかわらず，平成２０年３月３１日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に

在学しなくなるまでの間，存続するものとし，その収容定員は，次のとおりとする。 

専攻 平成２０年度 

学校教育専攻 ６

教科教育専攻 ３２

附 則（平成２０年１０月２４日学則第４号） 

この学則は，平成２０年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月２７日学則第２号） 

１ この学則は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 医歯薬学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１医歯薬学総合研究科の項及び同

表合計の項の規定にかかわらず，平成２１年度から平成２３年度までについては，次の

とおりとする。 

(1) 平成２１年度 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定員 収容定員

医歯薬学総

合研究科 

熱帯医学専

攻 

１２ １２         

保健学専攻 １２ ２４         

医療科学専

攻 

    ６２ ２９３     

新興感染症

病態制御学

系専攻 

    ２０ ９２     

放射線医療

科学専攻 

    ８ ４１     

生命薬科学

専攻 

５３ １０６ １８ ５９     

小計 ７７ １４２ １０８ ４８５     
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合計 ３３８ ６６４ １５９ ６３８ ２０ ４０

(2) 平成２２年度 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定員 収容定員

医歯薬学総

合研究科 

熱帯医学専

攻 

１２ １２         

保健学専攻 １２ ２４         

医療科学専

攻 

    ６２ ２７８     

新興感染症

病態制御学

系専攻 

    ２０ ８８     

放射線医療

科学専攻 

    ８ ３８     

生命薬科学

専攻 

５３ １０６ １８ ５４     

小計 ７７ １４２ １０８ ４５８     

合計 ３３８ ６６４ １５９ ６１１ ２０ ４０

(3) 平成２３年度 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定員 収容定員

医歯薬学総

合研究科 

熱帯医学専

攻 

１２ １２         

保健学専攻 １２ ２４         

医療科学専

攻 

    ６２ ２６３     

新興感染症

病態制御学

系専攻 

    ２０ ８４     

放射線医療

科学専攻 

    ８ ３５     
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生命薬科学

専攻 

５３ １０６ １８ ５４     

小計 ７７ １４２ １０８ ４３６     

合計 ３３８ ６６４ １５９ ５８９ ２０ ４０

附 則（平成２１年７月２４日学則第４号） 

この学則は，平成２１年７月２４日から施行する。 

附 則（平成２２年２月２６日学則第２号） 

１ この学則は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ 医歯薬学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１医歯薬学総合研究科の項及び同

表合計の項の規定にかかわらず，平成２２年度及び平成２３年度については，次のとお

りとする。 

(1) 平成２２年度 

研究

科 

専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

医歯

薬学

総合

研究

科 

熱帯医学専攻 １２ １２         

保健学専攻 １２ ２４         

医療科学専攻     ６２ ２７８     

新興感染症病態

制御学系専攻 

    ２０ ８８     

放射線医療科学

専攻 

    ８ ３８     

生命薬科学専攻 ３６ ３６ １８ ５４     

小計 ６０ ７２ １０８ ４５８     

合計 ３２１ ５９４ １５９ ６１１ ２０ ４０

(2) 平成２３年度 

研究

科 

専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

医歯

薬学

熱帯医学専攻 １２ １２         

保健学専攻 １２ ２４         



- 25 - 

総合

研究

科 

医療科学専攻     ６２ ２６３     

新興感染症病態

制御学系専攻 

    ２０ ８４     

放射線医療科学

専攻 

    ８ ３５     

生命薬科学専攻 ３６ ７２ １８ ５４     

小計 ６０ １０８ １０８ ４３６     

合計 ３２１ ６３０ １５９ ５８９ ２０ ４０

３ 医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の博士前期課程は，改正後の第３条第１項及び別

表第１の規定にかかわらず，平成２２年３月３１日に当該課程に在学する学生が当該課

程に在学しなくなるまでの間，存続するものとし，その収容定員は，次のとおりとする。 

専攻 課程 平成２２年度 

生命薬科学専攻 博士前期課程 ５３

附 則（平成２２年７月１５日学則第３号） 

この学則は，平成２２年７月１５日から施行する。 

附 則（平成２３年２月２４日学則第１号） 

この学則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年２月２４日学則第２号） 

１ この学則は，平成２３年４月１日から施行する。 

２ 工学研究科及び水産・環境科学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１工学研究

科，水産・環境科学総合研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず，平成２３年

度から平成２６年度については，次のとおりとする。 

(1) 平成２３年度 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

工学研

究科 

総合工学専攻 ２００ ２００         

生産システム工学専

攻 

    １０ １０     

グリーンシステム創

成科学専攻 

    ５ ５     
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小計 ２００ ２００ １５ １５     

水産・

環境科

学総合

研究科 

水産学系専攻 ３５ ３５         

環境共生政策学専攻 ８ ８         

環境保全設計学専攻 １７ １７         

環境海洋資源学専攻     １２ １２     

海洋フィールド生命

科学専攻 

    ５ ５     

小計 ６０ ６０ １７ １７     

合計 ３６３ ６７２ １４３ ５７３ ２０ ４０

(2) 平成２４年度 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

工学研

究科 

総合工学専攻 ２００ ４００         

生産システム工学専

攻 

    １０ ２０     

グリーンシステム創

成科学専攻 

    ５ １０     

小計 ２００ ４００ １５ ３０     

水産・

環境科

学総合

研究科 

水産学系専攻 ３５ ７０         

環境共生政策学専攻 ８ １６         

環境保全設計学専攻 １７ ３４         

環境海洋資源学専攻     １２ ２４     

海洋フィールド生命

科学専攻 

    ５ １０     

小計 ６０ １２０ １７ ３４     

合計 ３６３ ７１４ １４３ ５３５ ２０ ４０

(3) 平成２５年度 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程

入学定 収容定 入学定 収容定 入学定 収容定
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員 員 員 員 員 員 

工学研

究科 

総合工学専攻 ２００ ４００         

生産システム工学専

攻 

    １０ ３０     

グリーンシステム創

成科学専攻 

    ５ １５     

小計 ２００ ４００ １５ ４５     

水産・

環境科

学総合

研究科 

水産学系専攻 ３５ ７０         

環境共生政策学専攻 ８ １６         

環境保全設計学専攻 １７ ３４         

環境海洋資源学専攻     １２ ３６     

海洋フィールド生命

科学専攻 

    ５ １５     

小計 ６０ １２０ １７ ５１     

合計 ３６３ ７１４ １４３ ５１９ ２０ ４０

(4) 平成２６年度 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

工学研

究科 

総合工学専攻 ２００ ４００         

生産システム工学専

攻 

    １０ ３０     

グリーンシステム創

成科学専攻 

    ５ ２０     

小計 ２００ ４００ １５ ５０     

水産・

環境科

学総合

研究科 

水産学系専攻 ３５ ７０         

環境共生政策学専攻 ８ １６         

環境保全設計学専攻 １７ ３４         

環境海洋資源学専攻     １２ ３６     

海洋フィールド生命

科学専攻 

    ５ ２０     
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小計 ６０ １２０ １７ ５６     

合計 ３６３ ７１４ １４３ ５２９ ２０ ４０

３ 生産科学研究科は，改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず，平成２３年３

月３１日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間，存続する

ものとし，なお従前の例による。 

４ 前項の場合において，別表第１の規定にかかわらず，生産科学研究科の収容定員につ

いては，次のとおりとする。 

専攻 課程 平成２３年

度 

平成２４年

度 

機械システム工学専攻 博士前期課程 ３０   

電気情報工学専攻 博士前期課程 ５２   

環境システム工学専攻 博士前期課程 ３６   

物質工学専攻 博士前期課程 ３８   

水産学専攻 博士前期課程 ３７   

環境共生政策学専攻 博士前期課程 ８   

環境保全設計学専攻 博士前期課程 １７   

システム科学専攻 博士後期課程 ２２ １１

海洋生産科学専攻 博士後期課程 ３０ １５

物質科学専攻 博士後期課程 ２８ １４

環境科学専攻 博士後期課程 １６ ８

附 則（平成２４年２月２４日学則第２号） 

１ この学則は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ 医歯薬学総合研究科の収容定員は，改正後の別表第１医歯薬学総合研究科の項及び同

表合計の項の規定にかかわらず，平成２４年度及び平成２５年度については，次のとお

りとする。 

(1) 平成２４年度 

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

医歯薬学 熱帯医学専攻 １２ １２     
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総合研究

科 

保健学専攻 ２０ ３２     

医療科学専攻   ６２ ２４８   

新興感染症病態

制御学系専攻 

  ２０ ８０   

放射線医療科学

専攻 

  ８ ３２   

生命薬科学専攻 ３６ ７２ １０ ４６   

小計 ６８ １１６ １００ ４０６   

合計 ３７１ ７２２ １３５ ５２７ ２０ ４０ 

(2) 平成２５年度 

研究科 専攻 修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

医歯薬学

総合研究

科 

熱帯医学専攻 １２ １２     

保健学専攻 ２０ ４０     

医療科学専攻   ６２ ２４８   

新興感染症病態

制御学系専攻 

  ２０ ８０   

放射線医療科学

専攻 

  ８ ３２   

生命薬科学専攻 ３６ ７２ １０ ３８   

小計 ６８ １２４ １００ ３９８   

合計 ３７１ ７３０ １３５ ５０３ ２０ ４０ 

３ 研究科の収容定員は，改正後の別表第１合計の項の規定にかかわらず，平成２６年度

については，次のとおりとする。 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

合計 ３７１ ７３０ １３５ ５０５ ２０ ４０ 

４ 医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の修士課程は，改正後の長崎大学大学院学則の規

定にかかわらず，平成２４年３月３１日に当該修士課程に在学する学生が当該修士課程
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に在学しなくなるまでの間，存続するものとし，なお従前の例による。ただし，改正前

の別表第１の規定は，適用しない。 

附 則（平成２４年９月２１日学則第３号） 

この学則は，平成２４年９月２１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月２２日学則第１号） 

この学則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年２月２１日学則第２号） 

１ この学則は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 教育学研究科教科実践専攻は，改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず，平

成２６年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存

続するものとし，その収容定員は，次のとおりとする。 

専攻 課程 平成２６年度 

教科実践専攻 修士課程 １８

３ 教育学研究科の収容定員は，改正後の別表第１教育学研究科の項及び同表合計の項の

規定にかかわらず，平成２６年度については，次のとおりとする。 

研究科 専攻 
修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

教育学研究

科 

教職実践専攻  ３８ ５８

小計      ３８ ５８

合計 ３５３ ７１２ １３５ ５０５ ３８ ５８

附 則（平成○○年〇月○○日学則第○号） 

１ この学則は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 熱帯医学・グローバルヘルス研究科の収容定員は，改正後の別表第１熱帯医学・グロ

ーバルヘルス研究科の項及び同表合計の項の規定にかかわらず，平成２７年度について

は，次のとおりとする。 

研究科 専攻 修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 
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熱帯医

学・グ

ローバ

ルヘル

ス研究

科 

グローバルヘルス専

攻 

２７ ２７         

合計 ３５８ ６９９ １３５ ５０５ ３８ ７６

３ 国際健康開発研究科は，改正後の長崎大学大学院学則の規定にかかわらず，平成２６

年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続する

ものとし，その収容定員は，次のとおりとする。 

専攻 課程 平成２７年度 

国際健康開発専攻 修士課程 １０

別表第１ 

研究科 専攻 
修士課程及び博士

前期課程 

博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位課程

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

教育学研究

科 

教職実践専攻          ３８  ７６

小計     ３８  ７６

経済学研究

科 

経済経営政策

専攻 

１５ ３０         

経営意思決定

専攻 

    ３ ９     

小計 １５ ３０ ３ ９     

工学研究科 総合工学専攻 ２００ ４００         

生産システム

工学専攻 

    １０ ３０     

グリーンシス

テム創成科学

専攻 

    ５ ２５     

小計 ２００ ４００ １５ ５５     

水産・環境科

学総合研究

科 

水産学専攻 ３５ ７０         

環境共生政策

学専攻 

８ １６         
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環境保全設計

学専攻 

１７ ３４         

環境海洋資源

学専攻 

    １２ ３６     

海洋フィール

ド生命科学専

攻 

    ５ ２５     

小計 ６０ １２０ １７ ６１     

医歯薬学総

合研究科 
保健学専攻 ２０ ４０         

医療科学専攻     ６２ ２４８     

新興感染症病

態制御学系専

攻 

    ２０ ８０     

放射線医療科

学専攻 

    ８ ３２     

生命薬科学専

攻 

３６ ７２ １０ ３０     

小計 ５６ １１２ １００ ３９０     

国際健康開

発研究科 

グローバルヘ

ルス専攻 

２７ ４２         

小計 ２７ ４２         

合計 ３５８ ７０４ １３５ ５０５ ３８ ５８

別表第２ 

研究科 専攻 教員の免許状の種類（免許教科・領域） 

教育学研究科 教職実践専攻 幼稚園教諭専修免

許状 

  

小学校教諭専修免

許状 

  

中学校教諭専修免

許状 

（国語，社会，数学，理科，音

楽，美術，保健体育，技術，家

庭，英語） 

高等学校教諭専修

免許状 

（国語，地理歴史，公民，数学，

理科，音楽，美術，書道，保健

体育，家庭，情報，工業，英語）

特別支援学校教諭 （知的障害者，肢体不自由者，
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専修免許状 病弱者） 

経済学研究科 経済経営政策専攻 高等学校教諭専修

免許状 

（商業） 

工学研究科 総合工学専攻 高等学校教諭専修

免許状 

（工業） 

水産・環境科

学総合研究科 

水産学専攻 高等学校教諭専修

免許状 

（水産） 
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長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科運営規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は，長崎大学（以下「本学」という。）に設置する，長崎大学大学院熱帯医

学・グローバルヘルス研究科（以下「本研究科」という。）の運営体制等に関する事項を定

め，もって，本研究科の円滑な運営に資することを目的とする。 

（他の学内規則等との関係） 

第２条 本研究科の運営に関し他の学内の諸規則（これに基づく定め等を含む。以下「他の

学内規則等」という。）にこの規則と異なる定めがある場合は，この規則の定めるところに

よる。 

 （研究科長） 

第３条 国立大学法人長崎大学基本規則（平成 16年規則第１号。以下「基本規則」という。）

第４１条第１項の規定に基づき，本研究科に，長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘル

ス研究科長（以下「研究科長」という。）を置く。 

２ 学長は，次の各号のいずれかに該当する場合に，研究科長を選考し，任命する。 

(1) 研究科長の任期が満了するとき。 

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。 

(3) 研究科長が欠員となったとき。 

３ 研究科長の選考は，前項第１号に該当する場合は任期満了の１月以前に，同項第２号又

は第３号に該当する場合は速やかに行う。 

４ 研究科長となることのできる者は，本研究科の教授会構成員の教授（教授予定者を含む。）

とする。 

５ 前項の規定にかかわらず，学長が特に必要と認めるときは，前項の教授以外の者を研究

科長とすることができる。 

６ 長崎大学部局長選考規則（平成１６年規則第３０号）第８条及び第８条の２の規定は，

研究科長の選考について準用する。 

（研究科運営会議） 

第４条 本学に，長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科運営会議（以下「研究

科運営会議」という。）を置く。 

２ 研究科運営会議は，次に掲げる事項について審議する。 

(1) 本研究科の管理運営に関する事項 
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(2) 本研究科の教員組織に関する事項 

(3) 教員の資格審査及び選考に関する事項 

(4) 本研究科の予算に関する事項 

３ 研究科運営会議は，次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 学長 

(2) 学長が指名する理事 若干人 

(3) 第３条第１項の長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科長 

(4) 長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科副研究科長 

(5) 本研究科に置かれる常置委員会の委員長 

(6) その他学長が指名する者 

４ 研究科運営会議に議長を置き，学長をもって充てる。 

５ 議長は，研究科運営会議を主宰する。 

６ 研究科運営会議に副議長を置き，熱帯医学・グローバルヘルス研究科長をもって充てる。 

７ 副議長は，議長を助け，議長に事故等があるときは，その職務を代行する。 

８ 研究科運営会議は，構成員の過半数が出席しなければ，議事を開くことができない。 

９ 研究科運営会議の議事は，出席した構成員の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

１０ 議長が必要と認めたときは，研究科運営会議に構成員以外の者を出席させ，意見を聴

取することができる。 

１１ 議長は，必要に応じ，研究科運営会議に関係職員を出席させることができる。 

１２ 研究科運営会議の事務は，第６条第１項の長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘル

ス研究科事務室において処理する。 

１３ 前各項に定めるもののほか，研究科運営会議の運営等に関し必要な事項は，別に定め

ることができる。 

（教授会） 

第５条 基本規則第４６条第１項の規定に基づき，本研究科に，長崎大学大学院熱帯医学・

グローバルヘルス研究科教授会（以下「教授会」という。）を置く。 

２ 教授会は，本研究科の教育を担当する本研究科専任教員をもって組織するものとする。

ただし，本研究科の教授会規程（以下「教授会規程」という。）に定めるところにより，教

授会が認めた者を加えることができる。 

３ 教授会の組織に関し必要な事項は，教授会規程において定める。 
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４ 教授会には，第６条第２項の事務室長を出席させるものとする。 

５ 教授会は，次に掲げる事項（研究科運営会議の審議事項を除く。）について審議する。 

(1) 教育課程の編成に関する事項 

(2) 学生の入学，課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 

(3) その他本研究科に係る教育又は研究に関する重要事項 

６ 長崎大学教授会規則（平成１６年規則第８号）第４条から第９条まで，第１２条及び第

１３条の規定は，教授会について準用する。 

（事務室） 

第６条 基本規則第４７条第２項の規定に基づき，本研究科の事務部として，長崎大学大学

院熱帯医学・グローバルヘルス研究科事務室（以下「事務室」という。）を置く。 

２ 事務室に，事務室長及び室員を置く。 

３ 事務室長は，本研究科の事務を掌理する。 

４ 前３項に定めるもののほか，事務室の運営，支援体制等について必要な事項は，別に定

める。 

（読替え） 

第７条 この規則に定めるもののほか，第４条第２項各号の事項に関し，他の学内規則等に

おいて「教授会」とあるのは「研究科運営会議」と読み替えて，当該他の学内規則等の規

定を適用するものとする。 

 

附 則 

この規則は，平成２７年 4月 1日から施行する。 

 

 

 



- 1 - 

長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科教授会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科運営規則（平成２

７年規則第○号）の規定に基づき，長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科教

授会（以下「教授会」という。）の組織，運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 教授会は，長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科（以下「本研究科」

という。）の教育を担当する本研究科専任教員をもって組織する。 

２ 教授会には，長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科事務室長を出席させる

ものとする。 

（審議事項） 

第３条 教授会は，次に掲げる事項について審議する。 

(1) 教育課程の編成に関する事項 

(2) 学生の入学，課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 

(3) その他本研究科に係る教育又は研究に関する重要事項 

（議長） 

第４条 研究科長は，教授会の議長となる。 

２ 議長は，教授会を主宰する。 

３ 議長に事故があるときは，あらかじめ議長が指名する副研究科長がその職務を代行する。 

（開催） 

第５条 教授会は，原則として，毎月第○○曜日を定例の開催日とする。ただし，議長が必

要と認めるとき又は構成員の５名以上の者からの要求があるときは，臨時に開催すること

ができる。 

２ 議長は，教授会の開催日の３日前までに議案を通知するものとする。ただし，緊急の場

合は，この限りでない。 

（定足数） 

第６条 教授会は，構成員（次に掲げる者を除く。）の２分の１以上が出席しなければ，議事

を開き，議決することができない。 

(1) 休職中の者 

(2) 出勤停止者又は停職者 
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(3) 長期病気療養中の者 

(4) 育児休業中の者 

(5) 海外渡航中の者 

(6) 内地研究員として派遣されている者 

(7) 長崎大学教育研究プロジェクト拠点規則（平成１７年規則第４６号）別表に掲げるプ

ロジェクト拠点のうち外国に設置するものに勤務を命じられた者 

（議決） 

第７条 教授会の議事は，出席した構成員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長

の決するところによる。ただし，学位の授与に関する事項に係る議決は，長崎大学学位規

則（平成１６年規則第１１号）第１２条第２項の定めるところによる。 

 （書面議決） 

第８条 教授会に出席できない構成員は，予め通知された事項について，書面による議決を

行うことができる。この場合における，前条の規定の適用については，その構成員は出席

したものとみなす。 

（意見の聴取） 

第９条 議長が必要と認めたときは，教授会に構成員以外の者を出席させ，意見を聴取する

ことができる。 

（関係職員の出席） 

第１０条 議長は，必要に応じ，関係職員を教授会に出席させることができる。 

（代議員会） 

第１１条 長崎大学教授会規則第９条第１項の規定に基づく代議員会として，研究科代議員

会を置き，第３条に掲げる事項の一部の審議を委ねることができる。 

２ 前項により審議を委ねた事項については，代議員会の議決をもって教授会の議決とす

る。 

３ 代議員会の組織，審議事項，運営等に関し必要な事項は，別に定める。 

（教授会への報告等） 

第１２条 教授会は，必要に応じ，代議員会に前条第１項による審議結果を報告させること

ができる。 

２ 前条第２項の規定にかかわらず，教授会は，必要があると認めるときは，前条第１項に

より審議を委ねた事項について，再審議を行い，議決することができる。 

（委員会） 
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第１３条 教授会に，必要に応じ，委員会を置くことができる。 

２ 前項の委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

（議事要録） 

第１４条 研究科長は，議事要録を作成し，構成員に通知するとともに保管するものとする。 

（事務） 

第１５条 教授会の事務は，長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科事務室にお

いて処理する。 

（補則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか，教授会の運営の細部に関し必要な事項は，別に定

めることができる。 

 

附 則 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 
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１ 設置の趣旨及び必要性 

 

(1) 熱帯医学・グローバルヘルス研究科の基本理念【資料１】 

21 世紀になってグローバル化が急速に進む一方，人口増加や経済発展に伴う地球環

境や生活環境の悪化により人類社会の持続可能な発展が危ぶまれるようになった。そ

の中で，感染症・非感染症等の疾病や，途上国・先進国等の地域を問わず，地球規模の

全人類の健康の現状と将来が「グローバルヘルス」という大きな統合課題領域として浮

上してきた。これに対応するためには，新たな総合的アプローチによる解決が喫緊の課

題となっている。 

この課題を解決するために，教育と研究と実践を一体化させ，世界の人々の健康と幸

福に貢献し，グローバルヘルスに新たな変革をもたらすことのできる人材の育成が急

務となっている。 

長崎大学では，平成 18 年度から医歯薬学総合研究科に「熱帯医学専攻（修士課程）」

を設置し，熱帯医学臨床分野において国際的に活動できる医師の育成を行ってきた。ま

た，平成 20 年度からは，「国際健康開発研究科国際健康開発専攻（修士課程）」を設置

し，国際協力の現場，特に地球規模の健康課題に対処する分野において活躍できる高度

な知識と技能を有する実務専門家を育成してきた。 

長崎大学では，急務となっている「グローバルヘルス」に係る人材育成に応えるため，

強みと特色を活かしつつも，既設の「熱帯医学専攻（修士課程）」と「国際健康開発専

攻（修士課程）」は，グローバルヘルス領域の中に位置付けられる分野であることから，

「熱帯医学コース」，「国際健康開発コース」とし，さらに，グローバルヘルス領域にお

いて，新たな医科学教育を行う「ヘルスイノベーションコース」を加えた「熱帯医学・

グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻（修士課程）」を新設する。 

「熱帯医学コース」では，「修士（熱帯医学）」を授与し，研究マインドを持った臨床

医を，「国際健康開発コース」では，「修士（公衆衛生学）」を授与し，国際機関等で活

躍ができる実務専門家を，「ヘルスイノベーションコース」では，「修士（医科学）」を

授与し，学術専門家を輩出する。 

本研究科では，多面的かつ総合的なグローバルヘルス教育を実現するため，修士課

程・博士課程を有する大規模大学院であるロンドン大学衛生・熱帯医学校(London 

School of Hygiene and Tropical Medicine)と全面的に連携・共同する他，世界トップ

クラスの教員，研究者を招聘し，国内外において教育・研究・実践を展開する。なお，

授業は全て英語で実施する。 

 

(2) 設置の趣旨及び必要性 

ア 統合課題領域としてのグローバルヘルス 

21 世紀，第三ミレニアムに入って以降，ミレニアム開発目標（MDGｓ）の設定と時を 
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同じくしてグローバルヘルスへの取組が地球規模課題として重要視されるようになっ

た。グローバルヘルスへのアプローチは，これまでの熱帯医学，国際保健，国際健康開

発等の協働と統合，さらには，領域の拡大を必然化させた。健康の社会的決定要因の重

要性が明らかになり，従来の医学・公衆衛生学的アプローチに加え，それ以外の社会科

学的アプローチや，医学以外の分野での科学的イノベーションをグローバルヘルスに

活かすことの重要性が強調されている。 

グローバルヘルスへの取組は，我が国の将来にとっても極めて重要であり，この分野

での研究促進，科学技術イノベーション，グローバル人材育成に日本と世界・地球の未

来がかかっていると言っても過言ではない。日本は世界一の長寿と健康寿命を誇り，医

療サービスの全国民への提供（Universal Health Coverage, UHC）という面でも世界を

リードしている。その相対的有利を世界と日本の繁栄に繋げていくことが，ランセット

誌（平成 25 年９月）での安倍首相の政策表明のように，重要課題となっている。ミレ

ニアム開発目標に代わる平成 27 年以降の「持続可能な開発目標(sustainable 

development goals，「SDGs」)」では，途上国と先進国の両者を含めたグローバルヘル

スの改善が目標の中に組み込まれる予定とされている。 

 

イ これまでの長崎大学の実績 

①  全学的な取組     

長崎大学は，過去 30 年以上にわたり熱帯医学研究所を中心として，また医歯薬学 

総合研究科及び国際健康開発研究科を加え，熱帯医学，国際保健分野における研究や

我が国及び途上国の人材育成に取り組んできた。平成 17 年からは，海外における長年

の研究実績を基に，文部科学省より委託を受けた感染症分野の海外拠点をケニア及び

ベトナムに設け，国際プロジェクトを展開している。なお，海外拠点は，全学的に修

士課程・博士課程レベルの教育にも利用されている。また，平成 17 年度には，全学組

織としての国際連携研究戦略本部を設置し，学部・研究科横断的な海外での研究（国

際共同研究，国際連携研究）を支援・推進する体制を国内の大学に先駆けて構築した。 

    

② 熱帯医学専攻（修士課程）の実績 【資料２】 

平成 18 年度からは，医歯薬学総合研究科に「熱帯医学専攻（修士課程）」を設置し， 

熱帯医学臨床分野において国際的に活動できる医師の育成を開始した。本修士課程は，

２年以上の臨床経験を持つ医師を対象とし，英語で授業を行う１年制の専攻である。

修得知識･技術の焦点は，熱帯医学臨床分野と臨床疫学分野に役割を特化している。平

成 25 年度までに日本人 23 名，外国人 59 名が修了し，熱帯医学を中心とした様々な

医学・医療分野で活躍している。 
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③ 国際健康開発専攻（修士課程）の実績 【資料２】 

平成 20 年度には，長崎大学の国際戦略に基づき，大学の特長とこれまでの実績を活

かし，国際協力の現場，特に，地球規模の健康課題に対処する分野で活躍できる高度

な知識と技能を有する実務専門家を育成するために，「国際健康開発研究科国際健康

開発専攻（修士課程）」を設置した。本修士課程は，様々な分野の大学卒業者（社会人

経験があることが望ましい）を対象とし，基本的に日本語で授業を行う２年制の専攻

である。途上国の健康問題を貧困解消，開発，人間の安全保障等のパラダイムの中で

位置付け，問題解決に取り組む人材の育成を目標にしている。平成 25 年度までに日本

人 63 名が入学，50 名が修了し，世界保健機関等の国際機関，国際協力機構(JICA)，

企業（国際コンサルタント），NGO 等に就職してグローバルヘルス分野で活躍しており，

研究科修了後に投稿論文等として 18 本がパブリッシュされている。 

 

ウ 本研究科の構想【資料３】 

本研究科においては，グローバルヘルスという統合課題領域に対応するために，「グ 

ローバルヘルス専攻」１専攻を置き，既設の「熱帯医学専攻（修士課程）」と「国際健

康開発専攻（修士課程）」の実績を踏まえつつ，両専攻は，グローバルヘルス領域の中

に位置付けられる分野であることから，「熱帯医学コース」及び「国際健康開発コース」

として位置付け，さらに「ヘルスイノベーションコース」を設ける。 

入学定員は，現在の医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻（修士課程）12 名，国際健康 

開発研究科国際健康開発専攻（修士課程）10 名の計 22 名から，熱帯医学・グローバル

ヘルス研究科グローバルヘルス専攻（修士課程）27 名とし，募集人員は，熱帯医学コ

ース 12 名程度，国際健康開発コース 10 名程度，ヘルスイノベーションコース５名程

度とする。 

 

 ① 熱帯医学コース  

本学の医歯薬学総合研究科の「熱帯医学専攻（修士課程）」を以下のように発展的 

に展開した「熱帯医学コース」を設ける。 

本コースは，従来，熱帯医学専攻で行っていた熱帯感染症教育の中心的部分を，ロ 

ンドン大学衛生・熱帯医学校を中心とした海外の大学等との連携により行う。また，

従来からの全面的な英語による教育を継続するとともに，先端的な研究等の特別講演

のために，短期・中期で外国人教員を招聘し，または，連携大学と同じ教材を使用す

る等，世界水準の教育を行う。 

加えて，現在，熱帯途上国で増加している非感染症に対応する授業についても強化 

する。具体的には，医歯薬学総合研究科の医学系の教員が専任又は兼担として参画し，

病理学，精神医学等の教育を行うため，従来の「熱帯感染症学（基礎，臨床）」という

科目を「基礎熱帯医学，臨床熱帯医学」に再編し，授業内容を変更，強化することに
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より，グローバルヘルス領域全体の課題に対応する内容に改める。さらに，グローバ

ルヘルス関連の基礎科目や演習科目（グローバルヘルスセミナー）により，疾病の社

会的決定要因についての授業を充実させ，熱帯医学を専門にしつつも，グローバルヘ

ルス全体を理解できる教育内容とする。また，多くの科目を３コース共修とすること

により，グローバルヘルス全体を俯瞰できる人材を育成する。 

 

 ② 国際健康開発コース  

本学の「国際健康開発研究科国際健康開発専攻（修士課程）」を以下のように発展 

的に展開した「国際健康開発コース」を設ける。 

本コースは，従来，国際健康開発研究科で行っていた途上国の健康開発を中心とし 

た教育を，グローバルヘルスという視点で世界の健康問題を捉え，ロンドン大学衛生・

熱帯医学校やその他の海外の大学等との連携により，短期・中期の外国人教員の招聘

や，連携大学と同じ教材を使用する等，世界水準の教育を行う。したがって，これま

での日本語を中心とした授業から全面的な英語による授業に転換する。 

加えて，途上国と先進国の共通の問題となっている，喫煙，肥満，非感染症，ジェ

ンダー，都市人口の健康等についての教育を充実させる等の改革や，海外研修を実施

する地域の拡大等も併せて行う。また，多くの科目を３コース共修とすることにより，

グローバルヘルス全体を俯瞰できる人材を育成する。 

 

 ③ ヘルスイノベーションコース  

(ｱ) 本コースの必要性 

グローバルヘルスは，より大きな統合課題領域として，社会科学分野や自然科

学分野の知見，協力及び各々の専門性を持った上での協働を必要としている。よ

って，熱帯医学と医科学を基盤としつつ，多様な健康分野における新たな技術や

アイデア，社会技術を導入し，グローバルヘルス領域におけるイノベーションを

推進していく第３の人材，すなわち，社会調査等，医学・公衆衛生学分野以外の

社会科学的アプローチや，衛生動物学等,医学以外の分野での科学的イノベーショ

ンをグローバルヘルスに活かすことができる人材が必要である。これが，本学が

考える「ヘルスイノベーション」分野の人材である。 

 

(ｲ) 本コースの内容 

グローバルヘルス領域を補完するためには，このような人材の育成が必要であ

るため，本研究科に「ヘルスイノベーションコース」を設ける。 

「ヘルスイノベーションコース」では，従来の熱帯医学と国際健康開発では十

分に補完できていなかった基礎・応用医科学，医動物生態学等の環境系科学，疫

学・集団健康学，健康・疾病情報学，医療社会工学等のグローバルヘルス領域に
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対して，新たな科学的方法によってアプローチすることを目指し，それぞれの分

野における専門性を有し，グローバルヘルス領域内の他の分野の専門家と協働で

きる人材を育成する。 

コースの内容は，１年次は熱帯医学コース及び国際健康開発コースとクロスオ

ーバーするが，２年次以降は専門に特化した教育を行う。学生は博士前期課程と

しての教育を受け，進路としては，博士後期課程進学又はグローバル展開する国

内外の企業における研究職等への就職を想定している。本学が実施した調査（別

添「学生確保の見通しと社会的な人材需要の見通し」参照）によると，グローバ

ル展開している企業においては，ヘルスイノベーション分野における専門的な知

識を英語により修得し，修士又は博士の学位を持った人材を積極的に採用したい

という意向は強く，本コースの修了者及び修了後に博士課程へ進学した者に対す

る社会的な必要性も高いと判断される。 

 

④ １研究科１専攻とする理由【資料４】 

本研究科の構成を１専攻とする理由は，グローバルヘルスという統合課題領域が 21

世紀に形成され，とりわけ熱帯医学分野もグローバルヘルス領域に包括されたこと，

すなわち一つの専攻分野として位置付けられていくものと考えたことによる。 

また，教育においても，履修コースとして，「熱帯医学コース」，「国際健康開発コ 

ース」及び「ヘルスイノベーションコース」の３コースを設けるが，各コースの基礎

的な科目においては共修すべき科目が多く，さらに，専門的な科目においても，グロ

ーバルヘルスの現場でそれぞれの専門性を活かしながら，協働を進める能力を涵養す

る教育を３コース合同で行うため，１専攻とする。 

このことにより，コース間の相互交流・相乗効果・協働が推進され，グローバルヘ 

ルス全体を俯瞰する能力と独自の専門能力を持った日本発のグローバルヘルス分野

の高度専門職業人が世界に輩出されることが期待される。 

 

エ 設置の背景・必要性 

① 社会的背景からみた必要性【資料５】 

19 世紀に近代医学が発展し，その重要な一分野として熱帯医学が誕生した。当時は， 

コレラ，マラリア，黄熱病等，現在では熱帯途上国にしか見られない感染症が欧米で

も流行しており，その一つ一つの対策が重要な科学的，社会的な課題であり，衛生学

と熱帯医学がその課題解決に大きな貢献を果たした。1900 年頃にリバプールとロンド

ンに相次いで熱帯医学を教える学校が誕生した。今でも熱帯医学は重要であり，グロ

ーバルヘルスの基礎となる部分である。  

一方，熱帯医学の進展にもかかわらず，熱帯途上国での疾病管理，公衆衛生は期待 

どおりには向上せず，第二次世界大戦後に，途上国の人々の健康水準の改善を目指す
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国際保健学が盛んとなったことにより，熱帯医学とともに国際保健と国際協力を理解

し，推進する人材が必要になった。国際保健分野の人材もグローバルヘルスの推進に

は不可欠である。 

先進国も含めた地球規模の健康問題が世界の重要課題となっていく中で，両者を合 

体させた教育により，グローバルヘルス領域での人材育成に取り組む必要が生じた。

日本では，これまで研究を中心とした熱帯医学と，実践を中心とした国際保健との間

に協力・協働体制が確立されていなかった。また，それらを繋ぐ分野の人材，すなわ

ち本設置計画で目指しているヘルスイノベーションコースで育成する人材の潜在的

需要があることは認識されつつも，教育体制としては整備されていなかった。この点

を克服し，これらの分野を繋ぐ人材を供給することが，我が国として必要である。な

お，日本熱帯医学会や日本国際保健学会等でもこのような人材の必要性について指摘

されており，様々な分野の学会によるグローバルヘルス学会連合を設立しようとする

動きもある。 

21 世紀になって誕生したグローバルヘルスという統合課題領域に対し，欧米諸国で 

は熱帯医学と国際保健の統合・融合が急激に進み，多くの大学にグローバルヘルスを

掲げる大学院，研究所，学部コース等が誕生した。 

このようなグローバルヘルス領域の人材を育成することが，国家戦略ともなってお 

り，社会的に求められている。 

 

② 我が国の国際協力貢献への視点からの必要性【資料６】 

 グローバルヘルスを巡る近年の潮流，とりわけ 2015 開発アジェンダにおける保健 

課題の位置付けや，日本の国際保健外交戦略の双方の観点においても，本研究科の設

立は，その正当性が高く十分に意義あるものと考えられる。 

 

(ｱ) 多様な健康問題への対応の必要性 

平成 12 年（2000 年）９月に国連・世界首脳会議（国連ミレニアムサミット）に

おいて採択された国連ミレニアム宣言では，各国が貧困を撲滅し，人間の尊厳と平

等を促進し，平和と民主主義，持続可能な環境を達成するために全力を尽くすこと

を公約している。その目標年である平成 27 年間近になって，一部では改善は進んだ

ものの，未だ十分な改善とは言えない。サブサハラ・アフリカを始めとする低所得

国を中心に，母子保健関連目標は依然として改善が遅れている他，国全体の指標と

しては目標を達成しつつも，国内の健康格差が広がっている国もある。また，非感

染症疾患や高齢化等，現行 MDGｓではカバーしきれない新たな健康問題への対処の

必要性も叫ばれている。これら現状を受け，2015 年開発アジェンダの策定に向けて

国際社会が活発な議論を続けており，従来の国家を中心とした枠組みだけではなく，

社会的に立場の弱い人々を取り残さないよう，人間一人ひとりを中心としたアプロ
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ーチの重要性を理解した上で，MDGｓの達成の遅れた保健分野に重点的に対策を講

じることが求められている。 

 

(ｲ) 日本の国際保健外交戦略との高い整合性 

人間の安全保障の理念に基づき，グローバルヘルス分野においては，多様化する

保健問題に対応できるよう，全ての人々が基礎的な保健サービスを，必要な時に負

担可能な費用で受けられる状態である「UHC（ユニバーサルヘルスカバレッジ）」が

重視されている。本研究科では，日本が世界の健康分野における公正と平等の実現

とそれによる繁栄に貢献できるよう努力すべく，教育，研究，実践を一体化させた

修士プログラムにより，育成し輩出された国際保健人材が，グローバルヘルス分野

での二国間援助やグローバルな連携をより促進させ，アジア，アフリカにおける UHC

の主流化を主導する役割を担い，日本の保健外交戦略の促進に繋がることが高く見

込まれる。 

 

また，日本国際協力機構（JICA）等の政府系国際協力機関の職員及び専門家におけ

る専門領域学位取得者の割合は絶対的に足りない。さらに，今後，グローバル化や国

際社会における社会的責任（Corporate Social Responsibility， CSR）を目指す日本

企業が増加することが期待されるが，グローバルヘルスを修士レベルで学習した者の

割合は欧米に比べて圧倒的に少なく，グローバルヘルス領域の重要なプレーヤーとな

っている国境なき医師団（MSF），Family Health International， OXFAM， Save the 

Children 等，国際的に認知された NGO の求める人材像も，より学術的なベースのある

修士以上の人材となってきており，グロ－バルヘルス領域での修士レベルの能力が求

められるようになってきている。 

したがって，グローバルヘルス領域における多くのグローバル人材を育成すること

が，我が国の国際協力貢献の観点から必要とされている。 

    

③ 教育研究上の背景からみた必要性 

熱帯医学は，植民地時代に入植者の健康を守る医学として出発し，その後，熱帯地 

の感染症を含むあらゆる疾病を対象にした学問に発展した。さらに，熱帯医学を中心

にしながらも途上国の人々の健康を維持・増進するための学問として国際保健が誕生

した。そして，社会のグローバル化が進んだ近年においては，地球全体，人類全体の

健康を包括的に理解し，地球規模の健康増進に役立つ研究・教育を目指すグローバル

ヘルスとして課題が統合され，課題解決志向の学問に向かっている。 

      この新たな研究・教育・実践領域の担い手に不可欠な能力として多様な専門分野の 

横断領域的発想と実践力がより求められている（Koplan JP et al.， 2009; Piot P 

and Garnettl G， 2009; Piot P， 2013）。この時代の流れの中で，米国ではワシント



- 8 - 
 

ン大学，コロンビア大学等を中心にグローバルヘルス関連の研究科の新設が相次いで

いる。また，ヨーロッパでも従来の熱帯医学校がグローバルヘルスの要素を取り入れ

た改革を急激に進めている。 

      日本では，この変化に対する反応がまだ遅れている。その理由の一つは，熱帯医学 

分野と公衆衛生分野の規模が小さいことである。近年，文部科学省による感染症研究 

国際ネットワーク推進プログラム（J-GRID）や地球規模課題対応国際科学技術協力 

（SATREPS）の感染症部門（科学技術振興機構（JST）と国際協力機構（JICA)の共同）等

により，国際感染症分野の研究振興が盛んとなった。しかし，新興感染症の脅威から

国家・国民を守る国家戦略に対応できる熱帯感染症を専門とする医師や疫学を学んだ

専門家はまだ不足している。熱帯地の特性を理解し，熱帯感染症の診断，治療，予防

にわたる広範囲な知識やノウハウを有し，これを実地に応用できる能力を身に付けた

医師を育成する熱帯医学を教授する修士課程を設置しているのは，現在，長崎大学の

みである。 

また，国際保健分野の修士レベルの教育も公衆衛生大学院を持つ欧米と比べるとそ

の人数が極めて限定されている。長崎大学では，国際健康開発研究科において，途上

国での国際保健に特化した修士（公衆衛生学）（Master of Public Health， MPH）を

輩出してきた。 

以上の教育研究上の背景から，新しい研究科とすることにより，将来のニーズに適 

合したグローバルヘルスに対応できる人材の育成体制を構築することができる。 

  

(3) 長崎大学に設置する意義 

   長崎大学は，「長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ，豊かな心を育み，地球の平和

を支える科学を創造することによって，社会の調和的発展に貢献する」という理念を掲

げ，これを実現するために「現場に強い，危機に強い，行動力のある」人材を育成し，

21 世紀の知的基盤社会をリードすることを目指している。そのための重要教育目標の

一つは，グローバル化時代の国際的な現場でリーダーシップを発揮することのできる

人材を育成することである。 

また，長崎大学は，長い伝統を持つ医学部及び国際的に活躍する熱帯医学研究所を有

するとともに，教育学部，経済学部，歯学部，薬学部，工学部，環境科学部，水産学部

を有し，平成 26 年度からは真のグローバル人材育成に特化した多文化社会学部を創設

した。国際的活動とともに地域に根ざした活動にも力を入れ，行政とも連携を保持しつ

つ教育･研究を促進している。学長のリーダーシップの下，「地方総合大学として今育成

すべきは，地域の観点から世界を鳥瞰し，グローバルな視点から地域を考え，地域の課

題を通して地球規模の課題と向き合うことのできるグローカリティ(glocality)を体

現する人材である」とのミッションを掲げている。 

そこで，これまでの実績と本学のミッションを踏まえ，グローバルヘルス領域の人材
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育成が遅れ，かつ，統合化も遅れている日本の教育の状況にあって，グローバルヘルス

領域を鳥瞰する人材を育成する新たな研究科を設置することは，長崎大学の使命であ

ると認識している。 

 

(4)  熱帯医学・グローバルヘルス研究科が育成する人材【資料７】 

ア 長崎大学共通の人材育成 

本学では，中期目標（教育に関する目標）に，「育成すべき高度専門職業人像に従っ 

て，教育内容の実質化を進め，高度な実践的能力を有する人材を輩出する」という目標

を掲げている。グローバルヘルス領域で活躍する人材は，熱帯医学，国際保健及び関連

する実践的科学の基礎知識を身に付けた上で，そのいずれかに特化した専門性をも併

せ持ち，当該分野での問題解決能力を有することが必須となる。 

また，以下は，平成 22 年度に明確化した長崎大学ブランドのグローバル人材「長崎 
大学共有学士像」である。修士課程の人材育成もこの学士像を発展させるものである。 

1) 研究者や専門職業人としての基盤的知識を有する。 

2) 自ら学び，考え，主張し，行動変革する素養を有する。 

3) 環境や多様性の意義が認識できる。 

4) 地球と地域社会及び将来世代に貢献する志を有する。 

 

イ 本研究科のディプロマポリシー 

① 本研究科共通の人材育成像 

1) 専門性・専門知識 

グローバルヘルス領域における熱帯医学，国際健康開発及びヘルスイノベーシ

ョンについての専門知識・技術を修得し，それを遂行する能力を有する。 

 

2) 広範な基礎知識とコミュニケーション・協働能力 

グローバルヘルス領域における広い基礎知識を修得し，多様な専門家と英語で

コミュニケーションを図ることができ，協働・協力してグローバルヘルス領域の

課題の解決に貢献する能力を有する。 

 

3) プロフェッショナリズム 

熱帯地の開発途上国及び全地球レベルでグローバルヘルスの改善に貢献でき

る高度専門職業人としての素養と知識と技術，プロフェッショナリズム及び不屈

の精神を有する。 

 

4) リーダーシップ/フォロワーシップ 

以上の能力を持ち，統合的なグローバルヘルス領域において，国際チームの一員 
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としてリーダーシップとフォロワーシップを発揮できる能力を有する。 

 

② 各コースの人材育成像 

 (ｱ) 熱帯医学コース  

グローバルヘルスに関する基礎知識を理解し，熱帯地における重要な感染症を始 

めとする熱帯病とその治療についての専門知識と技術を有し，臨床現場で新たな課

題を発見し，必要な情報を収集し，臨床疫学的視点を持ち，課題を解決する能力を

備え，かつ，不測の状況にも対応する能力を有する人材 

 

 (ｲ) 国際健康開発コース  

グローバルヘルスに関する基礎知識を理解し，資源の乏しい国々や地域，又は， 

そこに暮らす人々の置かれた現状を，公衆衛生学や人文・社会学等の学問的背景を

基に包括的に理解し，現状分析及び政策立案に携わる，又は，実際に実施に移され

た具体的な対策・活動の現場で活躍するための実践的問題解決能力と実務能力を有

する人材 

 

 (ｳ) ヘルスイノベーションコース   

グローバルヘルス領域における基礎知識を理解し，基礎・応用医科学や，医動物

生態学，疫学・集団健康学，健康・疾病情報学，医療社会工学等の分野で，ラボ/デ

スクとフィールドと臨床を繋ぐイノベーティブな科学を，他の分野と協力して推

進・応用できる人材 

 

ウ 本研究科のカリキュラムポリシー 

本研究科の人材育成像を実現するためには，系統立った専門教育を徹底して行うこ 

とが大前提となる。加えて，従来の熱帯医学，国際健康開発の学問分野をグローバルヘ

ルスの視点から俯瞰するとともに，既存の諸分野の境界を越えた知の枠組の再編を具

体的な事例に即して経験することが肝要である。海外のフィールドで教育を受け，実習，

研究，実践を体験することにより，本研究科が育成しようとする高度専門職業人として

の人間力と社会力が修得される。 

これを実現するためのカリキュラムポリシーは，以下のとおりである。 

① グローバルヘルス領域の基礎を学ぶとともに，応用科目に設定されている各モ

ジュール並びに講義科目の概要を理解させるため，基礎科目を設ける。 

② 疫学と統計学の基礎と，研究デザイン，研究倫理について教え，修士課程にお

ける研究の推進に関する専門基礎を学生に修得させ，最終的な修士論文（又は，

特定課題研究報告書）作成能力を担保するため，専門基礎科目を設ける。 

③ 各コースの専門性を担保するため，グローバルヘルス領域を構成する「疫学・
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統計学」，「地球環境・衛生学」，「国際地域保健学」，「基礎熱帯医学」，「社会行動

科学」，「臨床熱帯医学」，「医療政策・マネージメント」の７つの科目群をモジュ

ールとして配置する応用科目を設ける。 

④ 研究計画書作成の指導から研究計画の実施，修士論文（又は特定課題研究報告

書）の作成までの指導を行うため，グローバルヘルス演習を設けるとともに，研

究指導を行う。熱帯医学コースでは，グローバルヘルス演習で海外での臨床や臨

床疫学を学習する。 

⑤ グローバルヘルス領域の重要トピックスの専門知識を３コースの学生が合同

で共修し，総合的思考能力とディベート能力を涵養するため，３コース共修の演

習科目としてグローバルヘルスセミナーを設ける。 

⑥ ヘルスイノベーションコースでは，１，２年次にテーマを設定した演習を指導

教員の指導の下で実施するため，ヘルスイノベーションゼミを設ける。ゼミのテ

ーマは，基礎・応用医科学，医動物生態学，疫学・集団健康学，健康・疾病情報

学，医療社会工学の５テーマから選択する。 

⑦ 国際健康開発コースでは，１年次に短期フィールド研修を，２年次には長期海

外研修を設ける。 

⑧ バックグラウンドや実務経験が異なる学生を高度なレベルで統一して専門基

礎科目，応用科目が学べるようにするため，人文・社会科学系出身の学士には，

基礎科目として基礎人間生物学を設ける。なお，国際コミュニケーション，IT 機

器，基礎統計学等の多くの補講・補習を用意することにより，教育の質と学習成

果の達成レベルを担保する。 

 

(5) 本研究科の特色ある取組 

1) 特色ある入試と秋入学による優秀な人材の確保 

授業は全て英語で行うことから，入試は筆記試験，小論文，面接の全てを英語で実

施するとともに，既に，現国際健康開発研究科で実施している TOEFL 等スコアの活用

を本研究科でも継続する。 

 

2) 秋入学とクォーター制の導入 

本研究科は，秋入学(10 月スタート)とし，学期は，クォーター制（10 週ずつの４

学期と夏季特別期で構成）を導入する。 

 

 

3) １年制コースの設定 

特に，熱帯医学コースについては，入学資格を２年以上の臨床経験を有する医師

（医学士）としているため，修業年限を１年とする。 
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4) 世界最高水準の授業の提供 

ロンドン大学衛生・熱帯医学校と全面的に連携し，また，海外から著名な研究者や

教員等を招聘することにより，世界最高水準の教材，カリキュラム，教育スタッフに

よる授業を展開する。 

 

5)  教育，研究，実践の一体化 

本学が設置している，ケニア，ベトナムの海外拠点等を利用して，「ヘルスプロモ

ーション」，「臨床熱帯医学」等の授業やグローバルヘルス演習における研究指導にお

いて，フィールドでの研究や実践を教育と連動させることにより，理論と実務を架橋

し，教育の効果を向上させるとともに，グローバルヘルスの研究と実践を推進する。 

 

6) 授業の完全英語化 

従来，医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻（修士課程）では英語で，国際健康開発研

究科国際健康開発専攻（修士課程）では日本語で教育を行っていたため，疫学や生物

統計学，環境衛生学，熱帯医学の基礎，国際健康開発の基礎等はそれぞれ個別に教育

していた。本研究科では，授業を全て英語化することにより，グローバルヘルス領域

の教育を一体的に受けられるようにする。 

 

    7) 長期海外研修の実施【資料８】 

国際健康開発コースにおいては，１年次に，開発途上国におけるモデル的な健康改

善対策を視察するための３週間の短期フィールド研修を実施する。また，２年次に，

実務専門家としての実践能力を修得させるため，アジア，アフリカ等の途上国におい

て８カ月間の長期海外研修（５ヶ月の実務研修と３ヶ月の研究活動）を必修とする。 

教室と現場を反復するカリキュラムにより，理論と実践の視点を備えたフィール

ド型グローバルヘルス人材を育成することができる。 

 

8) コース横断型セミナーの共修 

応用科目でコースごとに分かれていた学生が，再度３コース共通で履修するコー

ス横断型の「グローバルヘルスセミナー」を設ける。これにより３コースの学生が交

わって議論を展開することにより，共通点や相違点を共有し，グローバルヘルス領域

全体を鳥瞰するとともに，英語で専門的議論ができる能力を育成する。 

  

9) 補講・補習の充実 

本研究科には，様々なバックグラウンドを有する学生が入学することから，専攻と

して一定の教育水準を担保させる必要があるため，国際コミュニケーション，IT 機
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器等の補講・補習を必要に応じ実施する。 

なお，時間割上，月曜の午前中及び金曜の午後に実施する体制を整えている。 

 

10) 学生を徹底して鍛える学習環境の整備 

学生には，ロンドン大学衛生・熱帯医学校と同レベルの学習時間（年間 2000 時間

以上）を求める。教員は，英語と日本語により補講・補習の実施の他，オフィスアワ

ー等を活用して個別指導を徹底的に行う。さらに，チューターを配置するなど，十分

な指導体制を整備する。 

なお，学生の研究と教育を支援する博士研究員（ポスドク）レベルの職員（研究教

育プロジェクト調整推進員）を配置する。研究教育プロジェクト調整推進員は，補習

や演習において学生を指導し，また，研究指導教員の支援・補助を行う。 

 

11) 学長主導の研究科ガバナンスによる運営 

本研究科においては，学長が研究科長を選考し，任命するとともに，学長主導の研

究科運営会議が運営に当たる。また，研究科運営会議の下で研究科長のイニシアチブ

を十分発揮できるガバナンスを実現する。なお，一部の教員については，年俸制を導

入する。  
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２ 本研究科の課程の構想 

 

本研究科は，修士課程までの構想としている。本研究科の修了者は，それぞれグロー

バルヘルス領域の高度専門職業人として国際社会で活躍する他，将来の研究者を目指し

博士課程へ進学することが期待されている。博士課程への進学先の一つには，本学大学

院医歯薬学総合研究科新興感染症病態制御学系専攻（博士課程）を想定しており，本研

究科の教員の６割は医歯薬学総合研究科所属の教員でもあるため，博士課程においても

継続して教育・研究の体制を維持することが可能である。 

また，他の進学先としては，ロンドン大学衛生・熱帯医学校の博士課程等の選択肢も

想定される。ロンドン大学衛生・熱帯医学校では，保健政策学や医療経済学についても

博士課程で学修することができるため，社会科学的アプローチを博士課程で学びたい学

生は，当該学校を選択することも可能である。 

なお，ロンドン大学衛生・熱帯医学校からの教員が本研究科の教育・研究に参画する

ため，在学期間中に当該教員に進路相談をすることが可能である。 
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３ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

 

(1) 研究科・専攻・コースの名称及び理由 

本研究科，専攻及びコースの名称並びにそれぞれの英語名称は，次のとおりとする。 

研究科名：熱帯医学・グローバルヘルス研究科  

School of Tropical Medicine and Global Health 

専 攻 名：グローバルヘルス専攻     

Department of Global Health 

コース名：熱帯医学コース     

Tropical Medicine Course 

         国際健康開発コース     

International Health Development Course 

         ヘルスイノベーションコース    

Health Innovation Course 

 

本研究科が，教育研究の対象とする学問領域は，「グローバルヘルス」であるが，研 

究科名称を「熱帯医学・グローバルヘルス研究科：School of Tropical Medicine and 

Global Health」とする理由は，長崎大学に熱帯医学に関する国内唯一の大学附置研究

所である熱帯医学研究所を擁する長い歴史があり，その伝統と実績を明確にするため

である。国際的には，「熱帯医学」はグローバルヘルスの領域に包括されるものである

が，長崎大学の強みである臨床・医科学研究領域のうち，特に熱帯医学分野を学べるこ

とが本研究科の特色の一つであるため「熱帯医学」を名称に加えた。 

専攻名を「グローバルヘルス専攻：Department of Global Health」とする理由は， 

グローバルヘルスという統合的課題領域が 21 世紀に形成されたこと，３コースの学問

分野はグローバルヘルス領域に包括されていることから，専攻名には学問領域を示す

「グローバルヘルス」が適切であると考えた。 

コース名は，「熱帯医学コース」，「国際健康開発コース」及び「ヘルスイノベーショ 

ンコース」とした。熱帯医学コース及び国際健康開発コースについては，教育内容を充

実・強化させるものの，既設専攻からの継続性を考慮し，従来の専攻名称をコース名称

とした。ヘルスイノベーションコースについては，グローバルヘルス領域におけるイノ

ベーティブな科学を推進することを目的として設置することから，名称を「ヘルスイノ

ベーションコース」とした。 

 

(2)  学位の名称及び理由 

本研究科において授与する学位名及び英語学位名は，コースごとに次のとおりとす

る。 



- 16 - 
 

熱帯医学コース 

修士（熱帯医学）    Master of Tropical Medicine 

国際健康開発コース 

修士（公衆衛生学）     Master of Public Health 

ヘルスイノベーションコース 

修士（医科学）       Master of Science in Global Health 

  

熱帯医学コースでの学位名及び英語学位名は，医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻と

の継続性を考え，「修士（熱帯医学）：Master of Tropical Medicine」とした。熱帯医

学分野では，修士（熱帯医学）Master of Tropical Medicine が国際的にも最も標準的

な学位名称である。 

国際健康開発コースでの学位名及び英語学位名は，国際健康開発研究科との継続性

を考え，「修士（公衆衛生学）：Master of Public Health」とした。Master of Public 

Health は，米国の公衆衛生大学院においても高度専門職業人育成としての標準となっ

ている。本コースにおいては，国際保健・グローバルヘルスに特化した教育を受けるが，

米国の公衆衛生学校協会の推奨する教育課程の理念を踏襲していることから，同名称

とした。なお，この学位名称により，国際的にスタンダードな公衆衛生学の教育課程を

修了したことが一般的に理解される。 

ヘルスイノベーションコースでの学位名及び英語学位名は，「修士（医科学）：Master 

of Science in Global Health」とした。本コースでは，グローバルヘルス領域におけ

る熱帯医学コース及び国際健康開発コース以外の分野を補完するものとして，基礎か

ら応用，分子レベルから個人・集団レベル，自然科学から社会科学・社会医学にまたが

る広義の医科学分野を教授する。また，グローバルヘルス領域における医科学分野は，

このような多様なアプローチを必要としていることから，同名称とした。ただし，英語

名称については，特色及び国際的通用性の観点から判断し，Master of Science in 

Global Health とした。これは，イギリス等では既にこの領域で授与されている学位名

であるとともに，今後，卒業生がこの領域で活躍する場合に有利になる名称であり，教

育内容にも合致していると判断したためである。 

以上のように，本研究科では，１専攻において，３つの学位を授与することとした。

つまり，グローバルヘルスという 21 世紀に出現した統合課題領域を教育・研究対象と

していることから１専攻とするが，これに対して，多様なアプローチで教育・研究を展

開するため，「熱帯医学」，「公衆衛生学」，「医科学」という各学問分野に応じた教育課

程を編成し，複数の学位を授与するということである。グローバルヘルスは，統合を必

要とする領域であり，これらの教育を展開するに当たっては，多様なアプローチこそが

国際水準のグローバルヘルス教育であると考える。 

なお，実際に連携するロンドン大学衛生・熱帯医学校では，非常に多くの修士の学位
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（10 分野以上にわたる）をコースごとに提供している。本研究科でも，修士（熱帯医

学），修士（公衆衛生学）及び修士（医科学）を揃えることによりグローバルヘルス領

域への総合的なアプローチが可能となる体制が形成される。 

 

(3)  学位の授与のプロセス 

本研究科において授与する学位の種類は，コースごとに異なっており，さらに，学生

募集・入学者選抜もコースごとに行うことから，入学時点で決定する。 

本研究科は，多様なバックグラウンドの学生を受け入れ，共通の基礎知識，専門基礎

知識を共有し，その上で，熱帯医学コース，国際健康開発コース及びヘルスイノベーシ

ョンコースそれぞれの専門性を担保した教育を行い，指導を受けて修士論文（又は特定

課題研究報告書）を作成・提出し，それを評価されるというプロセスを経て，学位を授

与することとしている。 

   学位授与のプロセスは，各コースに定められた修業年限（熱帯医学コースは１年，そ

の他の２コースは２年）を在学し，授業科目の中から 30 単位以上を修得，かつ必要な

研究指導を受けた上で，原則として修士論文（修士論文作成が困難な場合は，特定課題

研究報告書）の審査及び最終試験に合格することとなっている。これらの修了要件を満

たした学生には，コースごとに設定された修士号が授与される。  
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４ 教育課程の編成の考え方及び特色 

 

(1) 教育課程編成の基本的な考え方【資料４】 

   本研究科は，既設の熱帯医学専攻（修士課程）と国際健康開発専攻（修士課程）を「グ

ローバルヘルス専攻」１専攻に統合し，さらに既設２専攻を発展させた「熱帯医学コー

ス」と「国際健康開発コース」に加え，グローバルヘルス専攻の構築に不可欠と考える

「ヘルスイノベーションコース」を新設する。       

本研究科では，全ての授業を英語で開講し，日本人学生と留学生が共修することによ

り国際化され，グローバル人材の育成，輩出に最適な環境を提供する。 

また，学生の多様なニーズに対応できる柔軟なカリキュラムを設定することにより，

グローバルヘルス領域を包括する分野横断的な教育を行う。これにより，当該領域の幅

広い基礎的知識，学際性と専門性を兼備した人材を育成し，輩出する。 

教育課程は，基礎科目，専門基礎科目，実習科目，応用科目，演習科目及び研究指導，

により構成される。基礎科目及び専門基礎科目において，３コース共修の必修科目を設

け，グローバルヘルスに必要な幅広い基礎的知識を修得させるとともに，実習科目，応

用科目，演習科目及び研究指導により，各コースにおける専門性を修得させる。加えて，

演習科目においてもコース横断型演習であるグローバルヘルスセミナー（必修）により，

専門性と学際性のバランスの取れた教育を行う。なお，基礎科目のグローバルヘルスⅠ，

Ⅱにおいて，グローバルヘルスに関する総論を学習する。さらに，応用科目等のオムニ

バス科目は，最初の数コマにおいて科目責任者が総論を担当し，各論を配置する構造に

なっており，科目の一貫性を重視したものとなっている。 

   

(2) 教育課程及び科目区分の編成【資料９】 

ア 基礎科目 

基礎科目は，基礎人間生物学，熱帯医学基礎Ⅰ，熱帯医学基礎Ⅱ，グローバルヘルス

Ⅰ，グローバルヘルスⅡ及び地球環境・衛生学によって構成される。 

専門基礎科目と応用科目でどのようなことが教授されるのかを学生が理解できるよ

うにするために，３コース共通でグローバルヘルスⅠ（保健・衛生系２単位）と，グロ

ーバルヘルスⅡ（社会科学系１単位）を必修として課す。ここでは，国際保健と公衆衛

生学一般を含むグローバルヘルスの総論，地域保健学，社会・行動科学，医療政策・マ

ネージメントの内容を紹介し，学生が，国際地域保健学モジュール， 社会行動科学モ

ジュール，医療政策・マネージメントモジュールの概要を理解する。また，環境衛生学

/エコヘルス（環境と健康）分野の地球環境・衛生学（必修２単位）も３コース共修と

する。 

次に，国際健康開発コース及びヘルスイノベーションコースが必修で履修する基礎

科目として熱帯医学基礎Ⅰ（２単位），熱帯医学コース及びヘルスイノベーションコー
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スが必修で履修する熱帯医学基礎Ⅱ（２単位）がある。これによって基礎熱帯医学モジ

ュール及び臨床熱帯医学モジュールの概要を理解する。 

 

イ 専門基礎科目 

専門基礎科目は，疫学Ⅰ（２単位），統計学Ⅰ（２単位）及び研究倫理（１単位，）か

ら構成される。これらは３コースとも必修の研究能力基礎講座であり，グローバルヘル

ス領域で研究を実際に実施するための基礎知識・技能をセットとして修得させる。 

 

ウ 実習科目 

実習科目は，熱帯途上国の現状と対策及び課題について学ぶ短期フィールド研修と

国際協力現場における実務能力の育成のために行う途上国での長期海外研修から構成

され，教室と現場を反復することにより高い教育効果を発揮する。海外で実施する実習

科目については，これまで国際健康開発研究科が開設時から６年間にわたりアジア・ア

フリカ等で実施してきた実績を踏まえて，安全かつ効果的な教育成果が得られるよう

なプログラムとする。なお，留学生については，出身国以外の途上国やロンドン大学衛

生・熱帯医学校等での研修を想定している。 

短期フィールド研修の研修先としては，これまでのバングラデシュに加え，フィリピ

ン等にも拡充することを計画している。 

  

エ  応用科目 

      基礎科目及び専門基礎科目で修得したグローバルヘルス領域に関する共通的な幅広

い基礎的知識を基に，コースごとの専門性を深化させるため，下記①～⑦のモジュール

を開設する。 

① 基礎熱帯医学モジュール 

    病原微生物学Ⅰ（１単位），病原微生物学Ⅱ（２単位），病原微生物学Ⅲ（２単位），

免疫学（１単位），バイオテクノロジー（１単位）及び病理学（１単位）から構成され

る。熱帯医学コースでは８単位全てが必修となり，国際健康開発コース及びヘルスイ

ノベーションコースでは選択となる。主に熱帯感染症・病原体に関する基礎医学的知

識を修得させる。病理学では感染症以外の疾患についても取り扱う。本モジュールを

履修することにより，熱帯医学分野で重要な感染症学の基礎医学的側面を修得する。 
 

② 臨床熱帯医学モジュール 

    臨床熱帯医学（臓器別，２単位）及び臨床熱帯医学（地域別，１単位）として教授

するモジュールで，熱帯医学コースでは必修となり，国際健康開発コース及びヘルス

イノベーションコースでは選択となる。熱帯病の基礎知識を修得した上で臨床の観点

から熱帯感染症を中心とした熱帯病を診断，治療できる知識と技能を修得させる。 
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③ 疫学・統計学モジュール 

    疫学Ⅱ（１単位）及び統計学Ⅱ（１単位）から構成される。熱帯医学コースは必修

となり，国際健康開発コース及びヘルスイノベーションコースでは選択となる。専門

基礎科目で，疫学Ⅰ，統計学Ⅰ及び研究倫理を３コースが共修するが，その基礎の上

に，より高度な多変量解析等の疫学・統計学の手法を教授し，グローバルヘルス領域

での研究に応用できる能力を涵養する。 
 

④ 地球環境・衛生学モジュール 

衛生動物学（２単位）により構成される。熱帯医学コースは必修であり，国際健康

開発コース及びヘルスイノベーションコースでは選択となる。基礎科目で地球環境・

衛生学を３コースが必修で共修するが，その基礎の上に，より高度な地球環境・衛生

学の知識，手法を教授し，グローバルヘルス領域での研究に応用できる能力を涵養す

る。例えば，地球環境変化の健康影響としてマラリア媒介蚊の生息地の北進等を学習

する。地理情報システム GIS 等の手法も修得させる。 
 

⑤ 国際地域保健学モジュール 

      リプロダクティブ・ヘルス／ジェンダーⅠ，小児保健Ⅰ，地域保健Ⅰ，小児保健Ⅱ，

リプロダクティブ・ヘルス／ジェンダーⅡ，栄養，地域保健Ⅱ，緊急援助Ⅰ及び緊急

援助Ⅱ（各１単位）の計９単位を開講する。国際健康開発コースは，そのうちリプロ

ダクティブ・ヘルス／ジェンダーⅠ，小児保健Ⅰ，地域保健Ⅰ及び小児保健Ⅱの計４

単位が必修となる。熱帯医学コース及びヘルスイノベーションコースでは，全科目が

選択となる。本モジュールを履修することにより，グローバルヘルス領域の課題を地

域保健の立場から理解するための知識を修得する。 
 

⑥ 社会行動科学モジュール 

       ヘルス・プロモーションⅠ，医療人類学Ⅰ（概論），社会調査（量的），社会調査（質

的），ヘルス・プロモーションⅡ，医療人類学Ⅱ（応用），人口学及び国際保健研究へ

の社会科学的アプローチ（各１単位）の計８単位を開講する。グローバルヘルスに関

連する社会の特質を研究する手法と，それを基に実際の健康増進を展開する方法を考

える科目から構成される。国際健康開発コースは，このうちヘルス・プロモーション

Ⅰ及び医療人類学Ⅰ（概論）の２単位が必修となる。熱帯医学コース及びヘルスイノ

ベーションコースでは，全科目が選択となる。本モジュールを履修することにより，

健康問題の社会的側面に関する知識と視点を修得する。 
 

 



- 21 - 
 

⑦ 保健政策・マネージメントモジュール 

    医療経済，保健制度・政策Ⅰ，プロジェクト・プログラム管理Ⅰ，援助論Ⅰ，保健

財政，開発と経済，保健制度・政策Ⅱ，援助論Ⅱ，プロジェクト・プログラム管理Ⅱ

（ケース・スタディ）及び社会企業論（各１単位）の計 10 単位を開講する。国際健康

開発コースは，このうち医療経済，保健制度・政策Ⅰ，プロジェクト・プログラム管

理Ⅰの３単位が必修となる。熱帯医学コース及びヘルスイノベーションコースは選択

科目となる。熱帯医学コース及びヘルスイノベーションコースでは，全科目が選択と

なる。経済学部の教員や連携大学院を展開する国立国際医療研究センターに所属する

客員教授・准教授，JICA からの派遣されている教員等による現場に即した講義を履

修ことにより，様々なグローバルヘルス課題に対する解決方策について知識を修得す

る。 

 
上記①～⑦の各モジュールには，４名のモジュール委員を置く。２名は本研究科の 

日本人教員（そのうちの１名がモジュールの代表責任者となる），１名はロンドン大学

衛生・熱帯医学校の教員又は研究者，もう１名はロンドン大学衛生・熱帯医学校以外の

外国人教員又は研究者によって構成される。この４名の委員により，モジュールごとの

方針が決定され，その方針の下で，科目が設定される仕組みとした。 
教員は，モジュール（科目群）単位で各科目を計画・立案・調整することにより， 

効率的かつ効果的な教育を行う。学生は，教員の履修指導の下，モジュールと科目を

各々の専門性に合わせて適切に選択することによって，自らの専門性を担保するとと

もに，専門性の中での多様性・独自性を獲得することができる。 
 

オ 演習科目及び研究指導 

  グローバルヘルスセミナー（２単位），グローバルヘルス演習Ⅰ（１単位），グローバ

ルヘルス演習Ⅱ（１単位），ヘルスイノベーションゼミⅠ（２単位）及びヘルスイノベ

ーションゼミⅡ（４単位）の計 10 単位を開講する。 

グローバルヘルスセミナー（３コースとも必修）については，他のコースのアプロー

チ，考え方を相互理解させるために，３コースの学生が混在するグループディスカッシ

ョンを行い，重要なトピックに関する知識とグローバルヘルス領域を鳥瞰できる実践

的能力を総合的に修得させる。全てのコースでグローバルヘルス演習として研究指導

を行う。 

  グローバルヘルス演習Ⅰは３コースとも必修となり，グローバルヘルス演習Ⅱは，国

際健康開発コース及びヘルスイノベーションコースで必修となる。さらに，ヘルスイノ

ベーションコースにおいてはヘルスイノベーションゼミⅠ及びヘルスイノベーション

ゼミⅡが，それぞれ必修となる。 
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カ 補講・補習 

国際コミュニケーション，IT 機器，基礎統計学，PCMⅠ（計画立案），PCMⅡ（モニタ

リング評価），インパクト評価を開講する。バックグラウンドや実務経験が異なる学生

を高度なレベルで統一して，専門基礎科目，応用科目，実習科目，演習科目を学べるよ

うに工夫する。 

 

(3) 教育課程の特色 

本研究科における教育課程の特色は，「多様性と融合（専門性と学際性）」にある。す

なわち，病原体・疾患から環境・保健医療政策に至るまで多種多様な分野の専門家とコ

ミュニケーションを図ることができる学術専門家・実務専門家の育成を達成するため

に，医師・獣医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・理学療法士等の保健医療分野のみ

ならず，生物・理工学系，人文・社会科学系等，多様なバックグランドを持つ国内外の

学生に対して門戸を拡大する。これらの学生が融合して教育を受ける機会を設ける。 

 

ア クォーター制の導入【資料１０】 

本研究科は，秋入学(10 月スタート)とし，学期はクォーター制（４学期と夏季休暇・

実習期間としての夏季特別期，）を導入することにより，コース間の履修の多様性を確

保し，学生の選択の可能性を多くする。 

 

イ 補講・補習 

本研究科には，様々なバックグラウンドを有する学生が入学することから，専攻とし

て一定の教育水準を担保させるため補講・補習を設定し，講義理解度向上のためのサポ

ートを行う。 

学生に対する指導においては，英語と日本語により補講・補習，個別指導を徹底的に

行う。 

 

ウ 世界トップレベル教員の招聘 

ロンドン大学衛生・熱帯医学校との全面連携により，熱帯医学・感染症学の専門家及

び疫学の専門家の２名を教員として配置予定であり，また，多くの特別講師を短期間招

聘し，本学担当教員と協力して教育に当たる。教科書，教材についてもロンドン大学衛

生・熱帯医学校と同様のものを使用し，世界水準の教育を担保する。また，ロンドン大

学衛生・熱帯医学校以外にも，リバプール熱帯医学校やアントワープ熱帯医学研究所

（ベルギー）等，海外から特別講師を招聘し，本学担当教員とともに世界水準の教育を

実施する。これにより教員のレベルやカリキュラム内容の向上も期待できる。 
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エ コース横断型のグローバルヘルスセミナー 

応用科目においては，コースごとに分かれて履修していた学生が，再度，３コース横

断型の演習科目である「グローバルヘルスセミナー」を履修する。学生は，海外から招

聘する各分野の特別講師等により，重要なトピックに関する知識を総合的に修得する。

さらに，３コースの学生が混在したグループでディスカッションを行うことにより，そ

れぞれの学生が他のコースのアプローチ，考え方を相互理解することが可能となる。こ

れにより，多種多様な専門家とコミュニケーションを図ることができるとともに，グロ

ーバルヘルス領域を鳥瞰できる能力を育成する。 

 

オ モジュール制の導入 

応用科目においては，モジュール（専門科目群）制を導入することで，専門性を深化

させ，より効率的な教育課程の編成が可能となり，学生の多様なニーズに応じる。   

モジュールの内容は，熱帯医学コースの学生が中心的に履修するモジュール，国際健

康開発コースの学生が中心的に履修するモジュールにより構成される。ヘルスイノベ

ーションコースの５テーマも複数のモジュールに関連している。ヘルスイノベーショ

ンコースの学生は，全体のモジュールの中から，指導教員の履修指導により専門テーマ

に沿って履修するモジュール及び科目を選択する。 

 

(4) 履修順序の考え方 

      熱帯医学コースは１年のコースであるため，全ての教育課程を１年次で修了する。国

際健康開発コース及びヘルスイノベーションコースでは，１年次に全ての講義科目を

履修し，研究や実践に必要な専門性を修得する。２年次で，国際健康開発コースは，海

外での長期海外研修，演習科目及び研究指導を履修し，ヘルスイノベーションコースは，

専門分野に特化した演習科目及び研究指導を履修する。 

   具体的には，３コース共通で，グローバルヘルスに必要な幅広い基礎的知識と学際性

を修得するため，基礎科目を履修し，基礎的研究能力を修得するため，専門基礎科目を

履修する。その上で，それぞれのコースにおける専門性を高いレベルに引き上げるため，

応用科目を履修し，これらを踏まえ，演習科目として３コース共修のグローバルヘルス

セミナーを履修することで，学際性と専門性をバランス良く修得する。 

 

(5)  教育課程の体系的な編成【資料１０】 

   秋入学(10 月スタート)とし，学期はクォーター制（４学期と夏季休暇・実習期間と 

しての夏季特別期）を導入することにより，10 月開始であっても教育課程は支障なく，

体系的に編成されている。 
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(6) 教育研究分野と教育課程の関係 

    本研究科の教育研究分野は，既設の医歯薬学総合研究科，熱帯医学研究所，国際健 

康開発研究科及びその他学内部局所属の教員の研究分野を基に，授業科目を構成し， 

応用科目についてはモジュール制を導入し，以下のとおり教育課程の編成に反映させ 

た。 

  1) 基礎熱帯医学モジュール 

ウイルス学，細菌学，原虫・マラリア学，免疫遺伝学分野等の教員を中心と

して構成。 

  2) 臨床熱帯医学モジュール 

感染症，臨床医学分野等の教員を中心として構成。 

  3) 疫学・統計学モジュール 

環境疫学，小児感染症学，臨床疫学分野等の教員を中心として構成。 

  4) 地球環境・衛生学モジュール 

衛生動物学・病害動物学，寄生虫学分野等の教員を中心として構成。 

  5) 国際地域保健学モジュール 

小児保健学，母子保健学，地域保健学，緊急医療分野等の教員を中心として

構成。 

  6) 社会行動科学モジュール 

医療人類学，健康教育学，社会調査法分野等の教員を中心として構成。 

7) 保健政策・マネージメントモジュール 

国際経済学，国際保健政策学分野，援助概論，プロジェクトマネージメント

等の教員を中心として構成。 

     

これらの科目をバランスよく統合的・網羅的に教育することにより，グローバル

ヘルス領域に対応できる広い視野を持った人材を育成する。 

    今回設置するヘルスイノベーションコースについては，上記の教育研究分野の教

員が基礎・応用医科学，医動物生態学，疫学・集団健康学，健康・疾病情報学，医

療社会工学等の専門的なテーマを基に，イノベーティブな教育を行うことができる

教育課程を編成する。 

 

(7) 課程制大学院制度としての考え方 

以上のような本研究科の特色は，中央教育審議会答申「新時代の大学院教育 －国際

的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－」（平成 17 年９月５日）において提言されて

いる内容に対応したものとなっている。 

①  ロンドン大学衛生・熱帯医学校との連携による国際的な水準の高度実践的教育

（各コース共通） 
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② 海外での短期フィールド研修と長期海外研修による学問と実践を組み合わせた

教育（国際健康開発コース） 

③ 海外の病院やフィールドにおける実習と研究及び臨床により研鑽を積む教育 

  （熱帯医学コース，ヘルスイノベーションコース） 

④ 複数の科目を体系的に履修するコースワークを充実し，学修関連分野の基礎的素

養の涵養等を図る教育（各コース共通） 

⑤ 修士論文又は特定課題研究報告書の作成・提出・審査による課程修了（各コース

共通） 
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５ 教員組織の編成の考え方及び特色 

 

(1)  教員組織の編成と基本的考え方 

本研究科は独立研究科であり，学際的教育が行えるよう，教員組織は，本研究科専属

の専任教員の他，熱帯医学研究所を始め，医歯薬学総合研究科（医学部（保健学科を含

む），歯学部，薬学部），多文化社会学部，経済学部，工学研究科，国際教育リエゾン機

構，国際連携研究戦略本部等から専任及び兼担で参画する教員，並びに JICA，国立国

際医療研究センター等の学外機関から兼任で参画する教員により構成される。 

それぞれの教員は，特定の研究領域において国際的業績を有しており，海外の国際機

関や地球規模の現場で活躍する人材を育成し，輩出するために，英語による講義が可能

な能力を有していることを条件としている。また，複数の教員は海外において学位を取

得しており，特に主要科目の担当教員は，研究及び国際的なプロジェクトの参加経験を

有する教員を配置するよう特別に配慮する。このように，異なる学部や組織に所属して

いる教員が新たな教育目標の達成を目指して，本研究科に参集し，学長のリーダーシッ

プの下，新しい教員組織を編成する。 

特に，教員組織は，コアとなる応用科目を専任教員が担当することを原則として編成

した。コースの専門性を担保する応用科目については，モジュールにより構成されてお

り，各モジュールの構成を担当するモジュール委員には，当該モジュールの分野におい

て，博士号を持ち，十分な業績を有する４名（２名は専任教員，１名はロンドン大学衛

生・熱帯医学校の教員を招聘，他１名もロンドン大学・熱帯医学校以外の海外の専門家

を招聘）を配置している。モジュール委員によってコーディネイトされた各授業科目を

担当するのは，各科目の分野における博士号を持ち，十分な業績を有する教員となるよ

うに配置している。（専任教員であるモジュール委員も科目を担当する。モジュール委

員の外国人専門家もゲストスピーカーとして教育に参加する。） 

全ての科目について，それぞれの専門分野において優れた研究業績を有する教員を

配置し，既に当該科目に関して本学の他大学院の研究科の設置審査に合格の経験を有

する者がほとんどで，修士課程又は博士課程での講義経験を有する。 

 

(2) 非常勤教員等 

長崎大学医学部卒で，緊急医療援助を行う国際 NGO である「国境なき医師団（MSF）」

の会長として，現在も途上国で援助活動に携わる人材や，以前，国立国際医療研究セン

ターから MPH プログラムに出向していた経験を有し，学校保健，ヘルス・プロモーショ

ン活動をアジア・アフリカで展開している人材（他大学教員），元 JICA 職員として JICA

本部及び在外事務所での勤務経験があり，JICA の途上国における保健医療プロジェク

トで，インパクト評価を実施している他大学教員等が非常勤講師として参加する。 
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(3) 教員の年齢構成  

   本研究科の専任教員 31 名の内訳は，教授 26 名，准教授 4名，助教が１名となってい

る。 

     専任教員の年齢構成については，完成年度（平成 29 年度）３月末時点で，40～49 歳

が６名，50～59 歳が 17 名，60～64 歳が８名となっており，本研究科における教育研究

水準の維持向上及び活性化にふさわしい，バランスの取れた構成となっている。 

なお，完成年度以降に本学の職員就業規則に定める定年退職の年次を迎える教員に

ついては，原則として専門分野に応じた教員を補充する。 

 

(4) 教員組織と特色ある教育研究 

   本研究科を構成する教員は，様々な形で海外，特に熱帯地域での研究，教育活動，さ

らには，実際の健康改善プログラムやプロジェクト運営の実施等に関わっている。また，

ロンドン大学衛生・熱帯医学校と連携して，世界トップクラスの教員の国際公募による

採用を進めている。さらに，同校を始めハーバード大学，アントワープ熱帯医学研究所

（ベルギー）等，海外の多数の教育・研究機関から短期・中期での教員招聘を行い，グ

ローバルヘルス領域における世界水準の教育研究を行うこととしている。 

本研究科では，研究・教育・実践を一体化し，次世代の世界レベルのグローバルヘル

ス領域を担う高度専門職業人（臨床専門家，研究専門家，実務専門家）を実践的に育成

することを目的とすることから，ロンドン大学衛生・熱帯医学校やその他の海外の大学，

研究機関，援助機関及び NPO 等と共同で研究活動を実施し，それを教育に反映させると

ともに，学生にも積極的に当該研究活動に参画させることが，本研究科の教育研究にお

ける特色である。 

 

(5) 教員組織と研究体制 

本研究科の教員組織は，既設の医歯薬学総合研究科，熱帯医学研究所，国際健康開

発研究科及びその他学内部局所属の教員が中心となっている。所属する教員の研究分

野は多様であり，医学を中心に，国際保健学，保健学，理学，生態学，社会人類学，

経済学等の博士の学位を有し，これらの分野を専門とする教員を配置する。また，こ

れらの教員の中には，臨床熱帯医学，熱帯小児医学，薬学，獣医学，公衆衛生学等の

研究分野を背景として持つ者も含まれている。さらに，短期・中期で海外から招聘す

る研究者と先端的な共同研究を実施する。 

これらの教員が統合的・網羅的に研究活動を行うことにより，グローバルヘルス領

域の研究分野に対応する研究体制を構築する。 

特に，今回設置するヘルスイノベーションコースについては，上記の教育研究分野を

専門とする多様な教員が有機的に連携し，基礎・応用医科学，医動物生態学，疫学・集

団健康学，健康・疾病情報学，医療社会工学等の専門的なテーマを基に，学生及び海外
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連携機関等と共同研究を通してイノベーティブな研究活動を行うことができる体制を

整備・強化する。 
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６ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

【資料１０】【資料１１】【資料１２】 

 
熱帯医学・グローバルヘルス研究科の教育方法，履修指導，研究指導は，21 世紀の地

球規模課題であるグローバルヘルス領域において十分な基礎的知識と専門知識を身に付

けたグローバルレベルの高度専門職業人を育成することを目的とする。よって，各コース

では，以下のような，① 教育方法，② 履修指導，③ 研究指導，④ 修了要件，⑤ 学位

論文の審査体制及び公表方法等，⑥ 研究の倫理審査体制を構築する。 

なお，教育面では，きめ細かい補講・補習を実施し，研究面では，早期（１年冬学期）

からの複数指導教員体制（主指導教員及び副指導教員）の確立と個人指導を行うことによ

り，原則として修士論文（修士論文作成が困難な場合は，特定課題研究報告書）を完成さ

せる。学位審査については，指導教員以外の教員による複数名の審査委員による口頭試問，

最終試験を実施することにより学位の質を担保している。 

 

(1) 各コースの教育方法等 

 

 ア 熱帯医学コース  

 

① 教育方法 

学生は，修士（熱帯医学）の学位の授与に値する教育を１年間で履修し，修了要件

である 30 単位以上を修得，加えて，原則として修士論文（修士論文作成が困難な場合

は，特定課題研究報告書）を作成し，最終審査に合格することによって本コースを修

了する。この教育課程を経て，世界レベルの修士（熱帯医学）に値する専門知識を修

得するとともに，国際健康開発コース及びヘルスイノベーションコースとの共修講義，

演習を通して，グローバルヘルス領域全体を俯瞰できる幅広い知識を修得する。 
 

1) 英語による授業 

熱帯病を対象とした医療・医学を展開しようとする場合，海外での活動が主となる

ことから，熱帯医学の研究現場においても，また，臨床現場においても英語力が不可

欠となる。これまでの医歯薬学総合研究科でも英語で授業を展開してきたが，それを

継承し，英語による授業を実施することにより，英語で専門領域の議論を十分にでき

る能力を付与する。 
 

2) 世界トップレベル・世界水準の教育 

ロンドン大学衛生・熱帯医学校との全面連携により，本研究科に，熱帯医学・感染

症学の専門家と疫学の専門家の２名を教員として配置する予定であり，また，多くの
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特別講師を短期間招聘し，本学担当教員と協力して教育に当たる。教科書，教材につ

いても，ロンドン大学衛生・熱帯医学校と同様の世界水準の物を使用する。また，ロ

ンドン大学衛生・熱帯医学校以外にも，リバプール熱帯医学校やアントワープ熱帯医

学研究所（ベルギー）等，海外から特別講師を招聘し，本学担当教員とともに世界水

準の教育を実施する。これにより担当教員の講義・教育スキルの向上も図ることがで

きる。 
 
3) 熱帯医学（基礎と臨床）の系統的教育 

応用科目 11 単位分の基礎熱帯医学モジュール及び臨床熱帯医学モジュールにおい

て，微生物学，免疫学，バイオテクノロジー，病理学，臨床熱帯医学（臓器別）及び

臨床熱帯医学（地域別）を系統的に教育し，熱帯医学の全体像を身に付ける。さらに，

各モジュールの委員が話し合って，より系統的で，効果的な世界レベルの教育を実施

する。 
 

4) 充実した海外実習，研究 

フィリピンでの多くの熱帯病患者が集まるサンラザロ病院において臨床実習・体

験，研究を行う。病院検査室を強化し，学生が最先端の検査について実習や研究がで

きる環境を整える。学生が，熱帯病の症例に多く深く接することにより，専門知識と

判断力が向上する。また，実地経験を研究及び修士論文（又は，特定課題研究報告書）

作成に繋げることが可能である。 
 
5) グローバルヘルスの広範な基礎・応用知識の修得 

３コース共修のグローバルヘルスⅠ及びグローバルヘルスⅡ，地球環境・衛生学を

秋学期に履修する。また，初夏期から夏季特別期に３コース共修のグローバルヘルス

セミナー（演習）によって，グローバルヘルス領域のトピックスに関する総合的な理

解力を深める。これによってグローバルヘルス領域における広範な英語によるディ

ベート力を養う。 
 

② 履修指導 

1) 修学コーディネータの配置 
現在，修学コーディネータを熱帯医学専攻に配置し，学生の履修指導から，健康や

生活指導，奨学金，修了後の進路についても必要な助言を行っている。これまで，熱

帯医学専攻は留学生が多かったことから，この修学コーディネータ（留学経験があり

医師免許を持つ助教等）の役割は非常に大きかった。本研究科でもこのシステムを継

承し，各コースに１名程度の修学コーディネータを配置する。修学コーディネータは，

入学希望者からの相談への対応，ホームページの管理，講義やセミナーのビデオ撮影，
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講義資料のサーバーへの保存や学生への提供，ビデオとパワーポイントを融合した

教材ソフトによる e-ラーニング教材の作製と学生への提供等の業務も行う。 
 
2) 指導教員の決定 

指導教員については，10 月の第１週のオリエンテーション時に専門分野について

の紹介や可能な研究領域についての説明を行い，秋学期中に指導教員（主，副）を決

定する。学生は，指導教員と研究テーマについて意見交換しながら決定し，指導教員

は，冬学期以降，グローバルヘルス演習Ⅰにより継続的に修士論文（又は，特定課題

研究報告書）作成の指導に当たる。 
 
3) 選択科目 

必修科目のみで 30 単位となる。なお，本人が希望する場合，他の科目を選択科目

として履修することも可能である。履修は指導教員や科目責任者と協議して学生が

判断する。 
   

4) 履修モデル【資料１０】【資料１１】【資料１３】 

本コースでは，グローバルヘルスに関する基礎知識を理解し，熱帯地における重要

な感染症を始めとする熱帯病とその治療についての専門知識と技術を持ち，臨床の

現場で新たな課題を発見，必要な情報を収集し，臨床疫学的視点を持ち，問題を解決

することができる人材を育成することを目的としている。 
以下のとおり，学生の希望する進路として想定される出口に応じて，事例的に履修

モデルを作成する。 
（なお，入学から修了までのスケジュール（研究指導含む）は【資料１０】参照） 
 

(ｱ) 医師として２年間の臨床経験を有する者が，研究マインドを持った臨床医とし

て大学病院勤務を目指す学生の履修モデル         【資料１３－１】 

基礎科目である，「熱帯医学基礎Ⅱ」，「グローバルヘルスⅠ」，「グローバルヘルス

Ⅱ」及び「地球環境・衛生学」を履修することによって，グローバルな視点での健

康問題の現状を理解した後，研究遂行に必要な専門基礎知識を修得するため，専門

基礎科目である「疫学Ⅰ」，「統計学Ⅰ」及び「研究倫理」を履修し，本コースの基

礎を修得する。 

  臨床医として必要な知識修得のための応用科目として，「基礎熱帯医学モジュー

ル」，「臨床熱帯医学モジュール」，「疫学・統計学モジュール」及び「地球環境・衛

生学モジュール」の各科目を履修することにより，さらに専門知識の修得を図る。 

本研究科の特色である，演習科目の「グローバルヘルスセミナー」では，他の２ 

    コースの学生と共修し，専門分野について分野横断的なディスカッションを行うこ 
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とにより，幅広い視野と更なる理解を深める。 

なお，「グローバルヘルス演習Ⅰ」については，入学時から指導教員の指導の下， 

１年を通じて，修士論文に繋がる研究指導を講義受講と併行して行い，研究成果と

して修士論文を作成，提出し，審査を受ける。 

 

③ 研究指導 

1) 研究遂行能力を高める教育 

指導教員（主，副）の指導により，研究能力の基礎及び応用知識を身に付けさせる

とともに，週１回のゼミを通して１年間の研究指導（グローバルヘルス演習Ⅰ，１単

位）を行い，関連論文の批判的読み込み（クリティカル・リーディング）を修得し，

研究計画を自ら作成，それを遂行する能力を身に付けさせる。 
 

2) 研究，実践と統合させた教育 

本学は，ケニア拠点（ケニア中央医学研究所内）や，ベトナム拠点（ハノイ国立衛

生研究所），あるいはフィリピン・サンラザロ病院等での研究や現地職員の指導を実

施し，また JICA（国際協力機構）等のプロジェクトに参加し，現地の健康推進に協

力している。このような一線での研究や教育，実践と修士教育を連動させることによ

り，在学中より一流の熱帯医学に暴露（early exposure）させ，教育効果を向上させ

る。これらの機会を利用して修士論文（又は，特定課題研究報告書）を作成すること

により，より質の高い研究を実施することが可能となる。 
 

④ 修了要件 

学生は，修士（熱帯医学）の学位の授与に値する教育を１年又はそれ以上の期間受

け，修了要件である 30 単位以上を取得し，原則として修士論文（修士論文作成が困難

な場合は，特定課題研究報告書）を作成し，最終審査に合格することによって本コー

スを修了する。単位は全て必修で，熱帯医学基礎Ⅱ，グローバルヘルス I, グローバル

ヘルスⅡ及び地球環境・衛生学（計７単位），疫学Ⅰ，統計学Ⅰ及び研究倫理（計５単

位），基礎熱帯医学モジュール（８単位），臨床熱帯医学モジュール（３単位），疫学・

統計学モジュール（２単位），地球環境・衛生学モジュール（２単位），グローバルヘ

ルスセミナー（２単位）及びグローバルヘルス演習Ⅰ（１単位）の 30 単位の取得を義

務付ける。なお，修士論文（又は，特定課題研究報告書）には単位を付与しない。 
１年間のコースではあるが，修士の国際的基準となる 30 単位の取得を義務付けて

いる。また，教えるべきこと，修得すべき知識・技術も多いことから 30 単位全てを必

修としている。 
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⑤ 学位論文の審査体制及び公表方法等 

      修士論文（又は，特定課題研究報告書）の作成については，指導教員（主，副）が

指導する。学生は指導を受けながら，修士論文を作成し，提出する。学務委員長は，

指導教員（主，副）の意見を参考に，主査候補１名，副査候補２名を選出（指導教員

以外から選出）し，教授会の議を経て主査，副査を決定する。主査は研究科の専任教

員から選出される。副査には関連する有識者を研究科以外から選ぶこともできる。 
    学生は，修士論文の公開報告会において発表し，質疑に答えなければならない。主

査，副査は合同，あるいは個別に学生と面談し，修士論文の内容とそれについての理

解及びグローバルヘルス全体についての知識を審査し，熱帯医学の修士学位を授与す

る資格を審査し，教授会に審査結果を報告する。教授会は，主査の意見を聞き，学位

論文の合否を決定するとともに，単位履修状況を合わせて判断し，修了の可否を決定

する。 
    修士論文の要旨と審査結果は，教授会の審査後に遅延なくホームページ上で公表す

る。全体については，PDF ファイルを原則３年後までに，公開する。卒後３年を経過

したものについては原則として本学のアーカイブス NAOSITE に掲載する。 
以上のように審査の厳格性及び透明性を確保している。 

 
⑥ 研究の倫理審査体制 

     本研究科に倫理委員会を設置し，弁護士等外部評価者も入れた審査を実施する。文

部科学省，厚生労働省の倫理指針に従って，英文で作成された研究計画書とそれに関

連した倫理関連の書類を審査する。さらに，海外での研究の場合は，現地での受け入

れ機関が推奨する研究審査委員会，倫理委員会からの承諾を得る。研究計画書，倫理

審査申請書を作成する前に「研究倫理（講義，１単位）」及び研究指導（グローバルヘ

ルス演習Ⅰ，１単位）で研究倫理の重要性を学んだ上で作成に当たる。 
     倫理に違反したことが判明した場合は，直ちに研究を中止するとともに，被害を調

査し，適切に対処する。海外で発生した場合は，すぐに帰国させ，事後策を検討する。 
 
 
 イ 国際健康開発コース  

 

①  教育方法 

学生は，修士（公衆衛生学）の学位の授与に値する教育を２年，あるいは，それ以

上の期間受け，修了要件である 30 単位以上を取得し，原則として修士論文（修士論文

作成が困難な場合は，特定課題研究報告書）を作成し，最終審査に合格することによ

って本コースを修了する。この教育課程を経て，世界レベルの修士（公衆衛生学）に

値する専門知識を修得する。また，熱帯医学コース及びヘルスイノベーションコース
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との共修講義・演習を通して，グローバルヘルス全体を俯瞰できる幅広い知識を修得

する。以上により，グローバルヘルス領域で世界的に活躍する素養を持った実務専門

家を育成する。 
 

1) 英語による授業 

グローバルヘルス領域において，国際健康開発活動を展開しようとする場合，海外

での活動が主となることから，英語力が不可欠となる。これまでの国際健康開発研究

科では日本語の授業を中心にしながら頻繁に海外講師による英語の特別講義，セミ

ナー等を実施してきた。また，海外研修に備え，課外での英語教育にも力を入れてき

た。本研究科では授業を始め，全ての教育課程を英語化する。そのため，補講・補習

としての英語コミュニケーションを設ける他，個人指導でも英語力の強化を進める。

最終的に英語で専門領域の議論を十分にできる能力を付与する。 
 

2) 世界トップレベル・世界水準の教育 

ロンドン大学衛生・熱帯医学校との全面連携により，本研究科に，熱帯医学・感染

症学の専門家と疫学の専門家の２名を教員として配置する予定であり，また，多くの

特別講師を短期間招聘し，本学担当教員と協力して教育に当たる。教科書，教材につ

いてもロンドン大学衛生・熱帯医学校と同様の世界水準のものを使用する。また，ロ

ンドン大学衛生・熱帯医学校以外にも，リバプール熱帯医学校やアントワープ熱帯医

学研究所（ベルギー）等，海外から特別講師を招聘し，本学担当教員とともに世界水

準の教育を実施する。これにより担当教員の講義・教育スキルの向上も図ることがで

きる。 
 

3) 基礎科目による熱帯医学・グローバルヘルス基礎知識の付与 

基礎科目として，入学直後の秋学期に熱帯医学基礎Ⅰ，グローバルヘルスⅠ，グロ

ーバルヘルスⅡ及び地球環境・衛生学を教授し，当分野を俯瞰できる基礎を与えると

ともに，どの応用科目を選択するべきかを各学生が判断できるようにする。 
 

4)  早期からの研究指導 

２年次に長期海外研修を必修としているため，１年次の早い時期（秋学期中）に指

導教員（主，副）を決定し，修士論文（又は，特定課題研究報告書）のテーマを確定

させて継続的な指導を行う。これは，１年次のグローバルヘルス演習Ⅰとなり，２年

次のグローバルヘルス演習Ⅱの修士論文指導に繋がる。２年間にわたりきめ細かい

研究指導を行う。 
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5) １年次短期フィールド研修による理論と実践の反復学習 

国際健康開発コースにおいては，これまで国際健康開発研究科が実施してきた，１

年次春学期の短期フィールド研修を実施し，開発途上国におけるモデル的な健康改

善対策を視察し，洞察を深める。研修先としては，これまでのバングラデシュに加え，

フィリピン等にも拡充することを計画している。これにより，基礎知識の実践的重要

性について理解を深め，実践への意欲を高める。 
 

6) 国際健康開発分野の応用知識の修得 

米国では，公衆衛生学修士として履修すべき国際保健の６分野として，疫学，統計

学，環境衛生学，国際地域保健学，社会行動科学，医療政策・マネージメント学の配

置による教育課程が推奨されている。国際健康開発コースにおいては，基礎科目・専

門基礎科目で，疫学，統計学，環境衛生学を修得する。また，専門基礎科目で研究能

力の基盤を修得する。応用科目において残りの国際地域保健学，社会行動科学，医療

政策・マネージメント学を修得する。合計 30 単位の中で 28 単位が必修となり，残り

の２単位以上を選択で履修する。それぞれの講義は，実践に即した講義を学生が参加

する形で展開するとともに，海外から多くのゲストスピーカーを招聘して，本学担当

教員と共同で授業を行うことにより，学生にグローバルヘルスの最先端の動向，思想

を教授する。 
 

② 履修指導 

1) 修学コーディネータの配置 

各コースに１名程度の修学コーディネータを配置する。教育に関わるロンドン大

学衛生・熱帯医学校等の教員と学生との交流も多くなることから，修学コーディネー

タ（海外での実務経験等を有する助教等）及び指導教員により履修指導を積極的に進

めていく。 
 

2) 指導教員の決定 

２年次に長期海外研修を必修としているため，１年次の早い時期（秋学期中）に指

導教員（主，副）を決定し，修士論文のテーマを確定させ継続的に指導を行う。これ

は１年次のグローバルヘルス演習Ⅰとなり，２年次のグローバルヘルス演習Ⅱの修

士論文（又は，特定課題研究報告書）指導に繋がる。 
 

3) 選択科目 

国際健康開発コースは必修で 28 単位となる。選択科目は２単位である。学生は指

導教員と相談の上，国際地域保健学モジュール，社会行動科学モジュール，保健政策・

マネージメントモジュールのどのモジュールに重点を置きながら単位を修得してい
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くかを判断する。 
 

4) 長期海外研修 

２年次に８ヶ月の長期海外研修を課す。原則として，最初の５ヶ月を援助機関の海

外のオフィスやプロジェクトにおいて，これまでに学んだ知識を実践で活かしなが

ら，実践能力を修得させる期間に当てる。また，後半の３ヶ月は，課題研究のための

調査を実施する期間に当てる。 
   

5) 履修モデル【資料１０】【資料１１】【資料１３】 

本コースでは，グローバルヘルスに関する基礎知識を理解し，資源の乏しい国々や

地域又はそこに暮らす人々の生活の現状を，医学，公衆衛生学や人文・社会学等の学

問的背景を基礎として包括的に理解し，実際の活動の現場で活躍するための実践的

問題解決能力と実務能力を備えた人材を育成することを目的としている。 
以下のとおり，学生の希望する進路として想定される出口に応じて，事例的に履修

モデルを作成する。 
（なお，入学から修了までのスケジュール（研究指導含む）は【資料１０】参照） 

    
(ｱ) 経済学部卒業後，民間企業に勤務し，青年海外協力隊の経験を有する者が，JICA

プロジェクトに従事することを目指す履修モデル      【資料１３－２】 

１年次には，基礎科目である，「熱帯医学基礎Ⅰ」，「グローバルヘルスⅠ」，「グロ

ーバルヘルスⅡ」及び「地球環境・衛生学」を履修することによって，熱帯地域に

おける健康問題の現状理解を深めた後，専門基礎科目である「疫学Ⅰ」，「統計学Ⅰ」

及び「研究倫理」を履修し，公衆衛生の基礎的研究能力の獲得を目指す。 

また，「短期フィールド研修」では，熱帯の途上国の現状と対策及び課題について

視察することにより，２年次で行う長期海外研修では，保健システムの重要なコン

ポーネントの一つである，「保健情報」をテーマに設定する。 

 １年次後半では，応用科目の「疫学・統計学モジュール」の選択科目から「統計

学Ⅱ」を「国際地域保健学モジュール」の必修科目である「リプロダクティブ・ヘ

ルス／ジェンダーⅠ」，「小児保健Ⅰ」，「地域保健Ⅰ」及び「小児保健Ⅱ」を，「社会

行動科学モジュール」の必修科目である「ヘルス・プロモーションⅠ」，「医療人類

学Ⅰ（概論）」を，「保健政策・マネージメントモジュール」の必修科目である「医

療経済」，「保健制度・政策Ⅰ」，「プロジェクト・プログラム管理Ⅰ」及び選択科目

から「保健制度・政策Ⅱ」の各科目を履修することにより，政策立案・事業運営に

関する知識の修得を図る。 

 ２年次には，８ヶ月間の長期海外研修（原則として，実務研修（５ヶ月），調査研

究（３ヶ月））により,指導教員，受入機関のメンター及びインターンシップ担当教
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員の指導等の下，国際協力現場における実務能力の育成を行う。 

本研究科の特色である，演習科目の「グローバルヘルスセミナー」では，他２コ 

ースの学生と共修し，専門分野について分野横断的なディスカッションを行うこと

により，幅広い視野と更なる理解を深める。 

なお，研究指導の一環として，１年次には「グローバルヘルス演習Ⅰ」，２年次 

    には「グローバルヘルス演習Ⅱ」として，指導教員の指導の下，修士論文に繋がる

研究を講義受講等と併行して行い，研究成果として修士論文を提出し，審査を受け

る。 

 
      (ｲ) 看護師（学士）として途上国での勤務経験のある者が，国際保健医療系ＮＧＯ職

員を目指す履修モデル                  【資料１３－３】 

１年次には，基礎科目である，「熱帯医学基礎Ⅰ」，「グローバルヘルスⅠ」，「グロ

ーバルヘルスⅡ」及び「地球環境・衛生学」を履修することによって，熱帯地域に

おける健康問題の現状理解を深めた後，専門基礎科目である「疫学Ⅰ」，「統計学Ⅰ」

及び「研究倫理」を履修し，基礎研究能力の獲得を目指す。 

また，「短期フィールド研修」では，熱帯の途上国の現状と対策及び課題について

視察することにより，２年次で行う長期海外研修では，イスラム社会における多元

的医療状況をテーマに設定する。 

 応用科目の「国際地域保健学モジュール」の必修科目である「リプロダクティブ・

ヘルス／ジェンダーⅠ」，「小児保健Ⅰ」，「地域保健Ⅰ」,「小児保健Ⅱ」及び選択科

目から「栄養」を，「社会行動科学モジュール」の必修科目である「ヘルス・プロモ

ーションⅠ」，「医療人類学Ⅰ（概論）」及び選択科目から「社会調査（質的）」を，

「保健政策・マネージメントモジュール」の必修科目である「医療経済」，「保健制

度・政策Ⅰ」及び「プロジェクト・プログラム管理Ⅰ」の各科目を履修することに

より，政策立案・事業運営に関する知識の修得を図る。 

 また，１年次において行う「短期フィールド研修」では，熱帯の途上国の現状と

課題についての暴露（early exposure）を行うことにより，２年次で行う長期海外

研修のインターンシップ先の決定や研究テーマの決定に繋げる。 

 ２年次には，８ヶ月間の長期海外研修（原則として，実務研修（５ヶ月），調査研

究（３ヶ月））により,指導教員，受入機関のメンター及びインターンシップ担当教

員の指導等の下，国際協力現場における実務能力の育成を行う。 

本研究科の特色である，演習科目の「グローバルヘルスセミナー」では，他２コ 

ースの学生と共修し，専門分野について分野横断的なディスカッションを行うこと

により，幅広い視野と更なる理解を深める。 

なお，研究指導の一環として，１年次には「グローバルヘルス演習Ⅰ」，２年次 

には「グローバルヘルス演習Ⅱ」として，指導教員の指導の下，修士論文に繋がる
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研究を講義受講等と併行して行い，研究成果として修士論文を提出し，審査を受け

る。 

 
③  研究指導 

1)  研究遂行能力を高める教育 

指導教員（主，副）の指導により，研究能力の基礎及び応用知識を身に付けるとと

もに，週１回のゼミを通して１年間の研究指導（グローバルヘルス演習Ⅰ，１単位）

を行い，関連論文の批判的読み込み（クリティカル・リーディング）を修得し，研究

計画を自ら作成，それを遂行する能力を身に付けさせる。 
 

2)  研究，実践と統合させた教育 

これまで国際健康開発研究科は，ケニア拠点（ケニア中央医学研究所内）や，世界

最大の NGO であるバングラデシュの BRAC（バングラデシュ農村開発協会）の保有

する BRAC 大学公衆衛生大学院：BRAC University School of Public Health（ハー

バード大学，ロンドン大学，ジョンズホプキンズ大学，カロリンスカ研究所等から教

員，研究者の協力を得ている）や同国ダッカの 国際下痢症研究所（ICDDR,B）と共

同で研究，教育，実践活動を実施し，また JICA（国際協力機構）等のプロジェクト

に参加し，現地の健康推進に協力している。国際健康開発コースもそれを継承，発展

させ，研究や実践と修士教育を有機的に連動させた反復学習の機会を提供すること

により，教育効果を向上させる。 
 

④  修了要件 

学生は，修士（公衆衛生学）の学位の授与に値する教育を２年，あるいは，それ以

上の期間受け，修了要件である 30 単位以上を取得し，修士論文を作成し，最終審査に

合格することによって本コースを修了する。28 単位が必修で，熱帯医学基礎Ⅰ，グロ

ーバルヘルス I, グローバルヘルスⅡ及び地球環境・衛生学（計７単位），疫学Ⅰ，統

計学Ⅰ及び研究倫理（計５単位），国際地域保健学モジュール，社会行動科学モジュー

ル，保健政策・マネージメントモジュール（計９単位），短期フィールド研修（１単位），

長期海外研修（２単位），グローバルヘルス演習Ⅰ，グローバルヘルス演習Ⅱ（計２単

位）及びグローバルヘルスセミナー（２単位）から構成される。さらに選択科目２単

位以上を修得し，合計 30 単位以上の修得を義務付ける。 

 

⑤ 学位論文の審査体制及び公表方法等 

      修士論文（又は，特定課題研究報告書）の作成については，指導教員（主，副）が

指導する。学生は指導を受けながら，原則として修士論文（修士論文作成が困難な場

合は，特定課題研究報告書）を作成し，提出する。学務委員長は，指導教員（主，副）
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の意見を参考に，主査候補１名，副査候補２名を選出（指導教員以外から選出）し，

教授会の議を経て主査，副査を決定する。主査は研究科の専任教員から選出される。

副査には関連する有識者を研究科以外から選ぶこともできる。 
    学生は，修士論文の公開報告会において発表し，質疑に答えなければならない。主

査，副査は合同，あるいは個別に学生と面談し，修士論文の内容とそれについての理

解及びグローバルヘルス全体についての知識を審査し，公衆衛生学の修士学位を授与

する資格を審査し，教授会に審査結果を報告する。教授会は，主査の意見を聞き，学

位論文の合否を決定するとともに，単位履修状況を合わせて判断し，修了の可否を決

定する。 
    修士論文（又は，特定課題研究報告書）の要旨と審査結果は，教授会の審査後に遅

延なくホームページ上で公表する。全体については，PDF ファイルを原則３年後まで

に，公開する。卒後３年を経過したものについては原則として本学のアーカイブス

NAOSITE に掲載する。 
以上のように審査の厳格性及び透明性を確保している。 

 

⑥ 研究の倫理審査体制 

     本研究科に倫理委員会を設置し，弁護士等外部評価者も入れた審査を実施する。文

部科学省，厚生労働省の倫理指針に従って，英文で作成された研究計画書とそれに関

連した倫理関連の書類を審査する。さらに，海外での研究の場合は，現地での受け入

れ機関が推奨する研究審査委員会，倫理委員会からの承諾を得る。研究計画書，倫理

審査申請書を作成する前に「研究倫理（講義，１単位）」及び研究指導（グローバルヘ

ルス演習Ⅰ，１単位）で研究倫理の重要性を学んだ上で作成に当たる。 
     倫理に違反したことが判明した場合は，直ちに研究を中止するとともに，被害を調

査し，適切に対処する。海外で発生した場合は，すぐに帰国させ，事後策を検討する。 
 
 
 ウ ヘルスイノベーションコース  

 

①  教育方法 

学生は，修士（医科学）の学位の授与に値する教育を２年，あるいはそれ以上の期

間受け，修了要件である 30 単位以上を取得し，原則として修士論文（修士論文作成が

困難な場合は，特定課題研究報告書）を作成し，最終審査に合格することによって本

コースを修了する。この教育課程を経て，世界レベルの医科学修士に値する専門知識

を修得するとともに，熱帯医学コース，国際健康開発コースとの共修講義・演習を通

して，グローバルヘルス全体を俯瞰できる幅広い知識を修得する。 
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1)  英語による授業 

グローバルヘルス領域でのイノベーション科学を展開しようとする場合，海外で

の活動が主となることから，英語力が不可欠となる。他コースと同様，英語による授

業を実施し，英語で専門領域の議論を十分にできる能力を付与する。 
 

2)  世界トップレベル・世界水準の教育 

ロンドン大学衛生・熱帯医学校との全面連携により，本研究科に，熱帯医学・感染

症学の専門家と疫学の専門家の２名を教員とし配置する予定であり，また，多くの特

別講師を短期間招聘し，本学担当教員と協力して教育に当たる。教科書，教材につい

てもロンドン大学衛生・熱帯医学校と同様の世界水準のものを使用する。また，ロン

ドン大学衛生・熱帯医学校以外にも，リバプール熱帯医学校やアントワープ熱帯医学

研究所（ベルギー）等，海外から特別講師を招聘し，本学担当教員とともに世界水準

の教育を実施する。これにより担当教員の講義・教育スキルの向上も図ることができ

る。 
 

3)  熱帯医学とグローバルヘルスの広範な基礎知識の修得 

多様なバックグラウンドをもった学生が入学することを想定し，熱帯医学基礎Ⅰ，

及び熱帯医学基礎Ⅱ（計４単位），グローバルヘルスⅠ及びグローバルヘルスⅡ（計

３単位），地球環境・衛生学（２単位），合計９単位を秋学期に履修する。基礎科目の

必修履修単位数は３コース中ヘルスイノベーションコースが最も多く設定されてい

る。 
 

4)  海外実習（早期現場体験（early exposure）） 

ヘルスイノベーションコースの学生は，選択科目として国際健康開発コースが実

施する短期フィールド研修に参加することができる（１単位）。また，１年次には，

熱帯医学コースが実施する海外病院実習にもグローバルヘルス演習Ⅰの一環として

参加することができる。２年次のグローバルヘルス演習Ⅱにおいて，必要に応じて途

上国での数ヶ月のフィールド調査を実施することも可能としている。 
途上国での滞在経験の機会の少ない日本人学生は，グローバルヘルス領域におけ

る実践のモデル的な事業について視察する。 
 

5)  ヘルスイノベーションの専門教育【資料１４】 

ヘルスイノベーションコースは，グローバルヘルスに関係する医科学関連分野の

様々な基礎・応用科学を展開する能力を涵養する。そのために，本コースにおいては，

当該関連分野を 5 テーマ（基礎・応用医科学，医動物生態学，疫学・集団健康学，健

康・疾病情報学，医療社会工学）に分類したヘルスイノベーションゼミⅠ（2 単位）
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を必修科目として１年次に配した。学生はこの５つのテーマの中から将来の進路を

見据えて専門とするテーマを決定する。特に，疫学・集団健康学テーマ及び健康・疾

病情報学テーマは，日本において人材不足が指摘されている，疫学及び統計学分野の

人材育成を目的とするテーマである。さらに，２年次において，ヘルスイノベーショ

ンゼミⅡ（４単位）を必修科目として配し，指導教員（当該ゼミのテーマの担当教員

でもある）の指導の下，医科学関連分野の専門性を高め，修士（医科学）に繋がる教

育を受ける。よって，これらの科目の間に位置する応用科目の選択に当たっては，専

門とするテーマに関連する科目を指導教員の履修指導により６単位以上を履修する。 
なお，本研究科を担当する多様な教員の専門研究分野（医学を中心とした，国際保

健学，保健学，理学，生態学，社会人類学等）を基に，ヘルスイノベーションコース

におけるグローバルヘルス領域に対応するテーマを設定した。これらのテーマは，応

用科目の各モジュールの授業科目を，より専門的に特化した内容となっており，熱帯

医学と公衆衛生学では網羅できなかった研究分野を本学の経験豊富な特色ある教員

で補完し，さらに，ロンドン大学衛生・熱帯医学校等からの海外招聘教員の協力を得

ながらグローバルヘルスの多くの領域をカバーすべく編成されている。 

 
各テーマについての詳細は，以下のとおりである。 

(ｱ)  基礎・応用医科学 

従来の医科学修士に近い実験室での病原体分析から，感染の生体反応，臨床まで

を含む研究テーマである。グローバルヘルスは感染症だけでなく，非感染症も扱う

ため，広範な医学・医療領域の基礎，応用研究が求められる。本テーマを希望する

学生は，履修指導により基礎熱帯医学モジュールや臨床熱帯医学モジュールから６

単位以上を修得する。 

 

(ｲ)  医動物生態学 

地球環境・衛生学の基礎・応用知識の上に，病原体や媒介動物の環境内の時空間

的分布やそのダイナミックスを研究する。生態学的アプローチや，地理空間情報分

析 GIS，感染症数理モデル等の知識，手法を修得し，研究に応用する。地球環境の

健康影響がグローバルヘルスの重要課題に浮上する中で，その専門家の育成が期待

される。本テーマを希望する学生は，履修指導により衛生動物学，疫学Ⅱ，統計学

Ⅱ，病原微生物学等から６単位以上を修得する。 

 

(ｳ)  疫学・集団健康学 

新しい治療・予防法を，治験等を実施して科学的に評価する臨床疫学や集団内で

の患者発生パターンを客観的に観察しその発生要因の解析を行うフィールド疫学

に特化した研究テーマである。他のヘルスイノベーションゼミとの関連も多い。本
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テーマを希望する学生は，履修指導により応用科目の疫学・統計学モジュールに加

えて臨床熱帯医学（地域別），社会調査（量的）を修得することを前提とする。その

上で，対象疾患やアプローチの違いにより，臨床熱帯医学（臓器別），衛生動物学や，

社会調査（質的），人口学，小児保健 I，小児保健Ⅱ，地域保健 I，小児保健Ⅱから

選択履修し，6 単位以上を修得する。 

 

(ｴ)  健康・疾病情報学 

コンピュータ/IT サイエンスをグローバルヘルス分野に応用して，ヘルスイノベ

ーションに繋ぐ研究テーマである。世界レベルの疾病負担等を測定する健康計測学

(Health Metrics)や，地域での保健人口動態静態把握システム（HDSS）等のシステ

ム開発や分析，医療保健現場での IT 利用とそれによるデータ集積・分析が中心とな

る。疫学・統計学の基礎，GIS，感染症モデリング等の知識が必要であり，その知識，

手法を修得する。本テーマを希望する学生は，履修指導により応用科目の疫学・統

計学モジュール，社会調査及び人口学を履修する。その上で，対象疾患やアプロー

チの違いにより，保健制度・政策や医療経済等，保健政策・マネージメントモジュ

ールの科目や，その他のモジュールから選択履修し，６単位以上を修得する。 

 

(ｵ)  医療社会工学 

上記４つのテーマと連携しながら，より社会科学的，社会工学的なアプローチに

よってグローバルヘルス分野にイノベーションを起こすことを目的とした，社会起

業（social business, social entrepreneur）にも繋がる研究テーマである。また，

本テーマは，経済学，政治学を利用して，如何にグローバルヘルスを推進するかを

具体的に提言する。この分野の人材も日本ではまだほとんど輩出されていない。本

テーマを希望する学生は，履修指導により，国際地域保健学，社会行動科学，保健

政策・マネージメントの各モジュールから６単位以上を修得する。 

 

②  履修指導 

1)  修学コーディネータの配置 

ヘルスイノベーションコースについても１名程度の修学コーディネータ（グロー

バルヘルス領域における研究経験がある助教等）を配置し，きめ細かい指導，サポー

トを実施する。 
 

2)  指導教員の決定 

指導教員（主，副）は，１年次のヘルスイノベーションゼミⅠにおいて履修テーマ

を選択した際（秋学期中）に決定し，修士論文（又は，特定課題研究報告書）のテー

マを確定させ継続的に指導を行う。これは１年次のグローバルヘルス演習Ⅰとなり，
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２年次のグローバルヘルス演習Ⅱの修士論文（又は，特定課題研究報告書）指導に繋

がる。 
 

3)  選択科目 

ヘルスイノベーションコースは，応用科目から最低６単位を選択し履修しなけれ

ばならない。履修は指導教員や科目責任者と協議して学生が判断する。 
 

   4)  履修モデル【資料１０】【資料１１】【資料１３】 

本コースでは，グローバルヘルス領域における基礎知識を理解し，ラボ／デスクと

フィールド及び臨床の現場とを繋ぐイノベーティブな科学を，自ら推進，応用できる

人材を育成することを目的としている。 
以下のとおり，学生の希望する進路として想定される出口に応じて，事例的に履修

モデルを作成する。 
（なお，入学から修了までのスケジュール（研究指導含む）は【資料１０】参照） 

 
      (ｱ) 農学部卒業者が国立感染症研究所研究員を目指す履修モデル（ヘルスイノベー

ションゼミのテーマ：「基礎・応用医科学」）        【資料１３－４】 

１年次には，基礎科目である，「熱帯医学基礎Ⅰ」，「熱帯医学基礎Ⅱ」，「グロー 

バルヘルスⅠ」，「グローバルヘルスⅡ」及び「地球環境・衛生学」を履修すること

によって，グローバルな視点での健康問題の現状を理解した後，研究遂行に必要な

専門基礎知識を修得するため，専門基礎科目である「疫学Ⅰ」，「統計学Ⅰ」及び「研

究倫理」を履修し，本コースの基礎を修得する。 

 応用科目の「基礎熱帯医学モジュール」の選択科目から「病原微生物学Ⅰ」，「免 

疫学」，「バイオテクノロジー」及び「病理学」を，「臨床熱帯医学モジュール」の 

選択科目から「臨床熱帯医学(臓器別)」を選択，履修し研究分野の関連専門知識の 

修得を図る。 

 ２年次には，演習科目の履修及び研究指導が中心となる。本研究科の特色である，

演習科目の「グローバルヘルスセミナー」では，他２コースの学生と共修し，専門

分野について分野横断的なディスカッションを行うことにより，幅広い視野と更な

る理解を深める。 

なお，感染症フィールド疫学に関する研究の学術専門家となるべく「基礎・応用

医科学」をゼミテーマとして，１年次には演習科目「ヘルスイノベーションゼミⅠ」

及び研究指導「グローバルヘルス演習Ⅰ」,２年次には演習科目「ヘルスイノベーシ

ョンゼミⅡ」及び研究指導「グローバルヘルス演習Ⅱ」として，指導教員の指導の

下，修士論文に繋がる研究を，年間を通して行い，研究成果として修士論文を提出

し，審査を受ける。 
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      (ｲ) 環境科学部卒業者が薬剤浸漬蚊帳を製造している化学企業の研究員を目指す履

修モデル（ヘルスイノベーションゼミのテーマ：「医動物生態学」） 

【資料１３－５】 

１年次には，基礎科目である，「熱帯医学基礎Ⅰ」，「熱帯医学基礎Ⅱ」，「グロー 

バルヘルスⅠ」，「グローバルヘルスⅡ」及び「地球環境・衛生学」を履修すること

によって，グローバルな視点での健康問題の現状を理解した後，研究遂行に必要な

専門基礎知識を修得するため，専門基礎科目である「疫学Ⅰ」，「統計学Ⅰ」及び「研

究倫理」を履修し，本コースの基礎を修得する。応用科目の「基礎熱帯医学モジュ

ール」の選択科目から「病原微生物学Ⅲ」を，「疫学・統計学モジュール」の選択科

目から「疫学Ⅱ」及び「統計学Ⅱ」を，「地球環境・衛生学モジュール」の選択科目

から「衛生動物学」を選択，履修し研究分野の関連専門知識の修得を図る。２年次

には，演習科目の履修及び研究指導が中心となる。 

本研究科の特色である，演習科目の「グローバルヘルスセミナー」では，他２コ 

ースの学生と共修し，専門分野について分野横断的なディスカッションを行うこと

により，幅広い視野と更なる理解を深める。 

なお，マラリア媒介蚊に関する研究の学術専門家となるべく「医動物生態学」 

をゼミテーマとして，１年次には演習科目「ヘルスイノベーションゼミⅠ」及び研

究指導「グローバルヘルス演習Ⅰ」,２年次には演習科目「ヘルスイノベーションゼ

ミⅡ」及び研究指導「グローバルヘルス演習Ⅱ」として，指導教員の指導の下，修

士論文に繋がる研究を，年間を通して行い，研究成果として修士論文を提出し，審

査を受ける。 

 
      (ｳ) 医学部（保健学科）卒業者が国立環境研究所研究員を目指す履修モデル（ヘルス

イノベーションゼミのテーマ：「疫学・集団健康学」）     【資料１３－６】 

１年次には，基礎科目である，「熱帯医学基礎Ⅰ」，「熱帯医学基礎Ⅱ」，「グローバ

ルヘルスⅠ」，「グローバルヘルスⅡ」及び「地球環境・衛生学」を履修することに

よって，グローバルな視点での健康問題の現状を理解した後，研究遂行に必要な専

門基礎知識を修得するため，専門基礎科目である「疫学Ⅰ」，「統計学Ⅰ」及び「研

究倫理」を履修し，本コースの基礎を修得する。 

 応用科目の「疫学・統計学モジュール」の選択科目から「疫学Ⅱ」及び「統計学 

Ⅱ」を，「地球環境・衛生学モジュール」の選択科目から「衛生動物学」を，「社会 

行動科学モジュール」の選択科目から「社会調査（量的）」及び「人口学」を選択， 

履修し研究分野の関連専門知識の修得を図る。２年次には，演習科目の履修及び研 

究指導が中心となる。 

本研究科の特色である，演習科目の「グローバルヘルスセミナー」では，他２コ 
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ースの学生と共修し，専門分野について分野横断的なディスカッションを行うこと

により，幅広い視野と更なる理解を深める。 

なお，地球温暖化の健康影響に関する研究の学術専門家となるべく「疫学・集団 

健康学」をゼミテーマとして，１年次には演習科目「ヘルスイノベーションゼミⅠ」

及び研究指導「グローバルヘルス演習Ⅰ」,２年次には演習科目「ヘルスイノベーシ

ョンゼミⅡ」及び研究指導「グローバルヘルス演習Ⅱ」として，指導教員の指導の

下，修士論文に繋がる研究を，年間を通して行い，研究成果として修士論文を提出

し，審査を受ける。 

 
      (ｴ) 工学部卒業者が HDSS に関連する IT 関連企業の研究・開発部門への就職を目指

す履修モデル（ヘルスイノベーションゼミのテーマ：「健康・疾病情報学」） 

【資料１３－７】 

１年次には，基礎科目である，「熱帯医学基礎Ⅰ」，「熱帯医学基礎Ⅱ」，「グロー 

バルヘルスⅠ」，「グローバルヘルスⅡ」及び「地球環境・衛生学」を履修すること

によって，グローバルな視点での健康問題の現状を理解した後，研究遂行に必要な

専門基礎知識を修得するため，専門基礎科目である「疫学Ⅰ」，「統計学Ⅰ」及び「研

究倫理」を履修し，本コースの基礎を修得する。 

 応用科目の「疫学・統計学モジュール」の選択科目から「疫学Ⅱ」及び「統計学 

Ⅱ」を，「社会行動科学モジュール」の選択科目から「社会調査（量的）」及び「社 

会調査（質的）」を，「保健政策・マネージメントモジュール」の選択科目から「医 

療経済」及び「社会起業論」を選択，履修し研究分野の関連専門知識の修得を図る。

２年次には，演習科目の履修及び研究指導が中心となる。 

本研究科の特色である，演習科目の「グローバルヘルスセミナー」では，他２コ 

ースの学生と共修し，専門分野について分野横断的なディスカッションを行うこと

により，幅広い視野と更なる理解を深める。 

なお，グローバルヘルス分野の高度な学問的知識を有し，コンピューターサイエ 

ンスの知識を応用できる学術専門家となるべく「健康・疾病情報学」をゼミテーマ

として，１年次には演習科目「ヘルスイノベーションゼミⅠ」及び研究指導「グロ

ーバルヘルス演習Ⅰ」,２年次には演習科目「ヘルスイノベーションゼミⅡ」及び研

究指導「グローバルヘルス演習Ⅱ」として，指導教員の指導の下，修士論文に繋が

る研究を，年間を通して行い，研究成果として修士論文を提出し，審査を受ける。 

 
      (ｵ) 経済学部卒業者が，開発プロジェクトに従事しながらソーシャルビジネス起業

を目指す履修モデル（ヘルスイノベーションゼミのテーマ：「医療社会工学」）         

【資料１３－８】 

１年次には，基礎科目である，「熱帯医学基礎Ⅰ」，「熱帯医学基礎Ⅱ」，「グロー 



- 46 - 
 

バルヘルスⅠ」，「グローバルヘルスⅡ」及び「地球環境・衛生学」を履修すること

によって，グローバルな視点での健康問題の現状を理解した後，研究遂行に必要な

専門基礎知識を修得するため，専門基礎科目である「疫学Ⅰ」，「統計学Ⅰ」及び「研

究倫理」を履修し，本コースの基礎を修得する。 

応用科目の「社会行動科学モジュール」の選択科目から「社会調査（量的）」及 

び「社会調査（質的）」を，「保健政策・マネージメントモジュール」の選択科目か

ら「医療経済」，「援助論Ⅰ」，「援助論Ⅱ」及び「社会起業論」を選択，履修し研究

分野の関連専門知識の修得を図る。２年次には，演習科目の履修及び研究指導が中

心となる。 

本研究科の特色である，演習科目の「グローバルヘルスセミナー」では，他２コ 

ースの学生と共修し，専門分野について分野横断的なディスカッションを行うこと

により，幅広い視野と更なる理解を深める。 

なお，グローバルヘルス分野の高度な学問的知識を有し，ソーシャルビジネス起

業を目指す学術専門家となるべく「医療社会工学」をゼミテーマとして，１年次に

は演習科目「ヘルスイノベーションゼミⅠ」及び研究指導「グローバルヘルス演習

Ⅰ」,２年次には演習科目「ヘルスイノベーションゼミⅡ」及び研究指導「グローバ

ルヘルス演習Ⅱ」として，指導教員の指導の下，修士論文に繋がる研究を，年間を

通して行い，研究成果として修士論文を提出し，審査を受ける。 

 

③  研究指導 

1)  研究遂行能力を高める教育 

指導教員（主，副）の指導により，研究能力の基礎及び応用知識を身に付けさせる

とともに，週１回のゼミを通して１年間の研究指導（グローバルヘルス演習Ⅰ，１単

位）を行い，関連論文の批判的読み込み（クリティカル・リーディング）を修得し，

研究計画を自ら作成，それを遂行する能力を身に付けさせる。 
 

2)  研究，実践と統合させた教育 

長崎大学は，ケニア拠点（ケニア中央医学研究所内）や，ベトナム拠点（ハノイ国

立衛生研究所），あるいはフィリピン・サンラザロ病院等で研究，教育活動を実施し，

また JICA（国際協力機構）等のプロジェクトに参加し，現地の健康推進に協力して

いる。このような一線での研究や実践と修士教育を連動させることにより，在学中よ

り一流のグローバルヘルス課題に暴露（early exposure）させ，教育効果を向上させ

る。ここで修士論文を作成することにより，より質の高い研究を実施することが可能

となる。ヘルスイノベーションコースでは，２年次に国内での研究をすることも可能

であるが，海外のラボやフィールドにおいて実践的なヘルスイノベーション研究を

することも可能であり，希望者には多くの機会を与える。 
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④  修了要件 

学生は，修士（医科学）の学位の授与に値する教育を２年，あるいは，それ以上の

期間受け，修了要件である 30 単位以上を取得し，原則として修士論文（修士論文作成

が困難な場合は，特定課題研究報告書）を作成し，最終審査に合格することによって

本コースを修了する。単位は必修が，熱帯医学基礎Ⅰ，熱帯医学基礎Ⅱ，グローバル

ヘルス I, グローバルヘルスⅡ，地球環境・衛生学（計９単位），疫学Ⅰ，統計学Ⅰ，

研究倫理（計５単位），グローバルヘルスセミナー（２単位）及びグローバルヘルス演

習Ⅰ，グローバルヘルス演習Ⅱ（計２単位），ヘルスイノベーションゼミⅠ（１年次，

２単位），ヘルスイノベーションゼミⅡ（２年次，４単位）の計 24 単位で，他に選択

科目として６単位以上修得する。 

 

⑤ 学位論文の審査体制及び公表方法等 

      修士論文（又は，特定課題研究報告書）の作成については，指導教員（主，副）が

指導する。学生は指導を受けながら，原則として修士論文（修士論文作成が困難な場

合は，特定課題研究報告書）を作成し提出する。学務委員長は，指導教員（主，副）

の意見を参考に，主査候補１名，副査候補２名を選出（指導教員以外から選出）し，

教授会の議を経て主査，副査を決定する。主査は研究科の専任教員から選出される。

副査には関連する有識者を研究科以外から選ぶこともできる。 
    学生は，修士論文（又は，特定課題研究報告書）の公開報告会において発表し，質

疑に答えなければならない。主査，副査は合同，あるいは個別に学生と面談し，修士

論文の内容とそれについての理解及びグローバルヘルス全体についての知識を審査

し，修士（医科学）の学位を授与する資格を審査し，教授会に審査結果を報告する。

教授会は，主査の意見を聞き，学位論文等の合否を決定するとともに，単位履修状況

を合わせて判断し，修了の可否を決定する。 
    修士論文（又は，特定課題研究報告書）の要旨と審査結果は，教授会の審査後に遅

延なくホームページ上で公表する。全体については，PDF ファイルを原則３年後まで

に，公開する。卒後３年を経過したものについては原則として本学のアーカイブス

NAOSITE に掲載する。 
    以上のように審査の厳格性及び透明性を確保している。 
 

⑥ 研究の倫理審査体制 

     本研究科に倫理委員会を設置し，弁護士等外部評価者も入れた審査を実施する。文

部科学省，厚生労働省の倫理指針に従って，英文で作成された研究計画書とそれに関

連した倫理関連の書類を審査する。さらに，海外での研究の場合は，現地での受け入

れ機関が推奨する研究審査委員会，倫理委員会からの承諾を得る。研究計画書，倫理
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審査申請書を作成する前に「研究倫理（講義，１単位）」及び研究指導（グローバルヘ

ルス演習Ⅰ，１単位）で研究倫理の重要性を学んだ上で作成に当たる。 
     倫理に違反したことが判明した場合は，直ちに研究を中止するとともに，被害を調

査し，適切に対処する。海外で発生した場合は，すぐに帰国させ，事後策を検討する。 
   

(2) 授業方法の設定等 

   本研究科の授業は，講義，演習，実習の３つの形態からなり，受講生の規模は最大 
２７名であり，少人数教育を実施できる体制となっている。また，座学であっても， 
グループワークを導入し，ディベートを用いたアクティブ・ラーニングを展開する。 
 演習科目であるグローバルヘルスセミナーにおいては，海外からの招聘教員による

専門的なテーマについてのレクチャーの後，３コースの学生が交わってグループワー

クによる議論を展開する。具体的には，テーマごとの集中講義を中心に，あらかじめ数

編の論文を読み，講義で課題についてのレビューを聞き，グループワークで議論した後

に，発表し，レポートを提出する。これによって，自分の研究以外でも広い視野を持っ

た専門家を育成する。 

 
(3) 海外実習等の実施 

ア 実習科目に係る学生の費用負担 

海外渡航費･滞在費は，基本的に学生の自己負担とする。ただし，国際機関や JICA

のインターンシップ等は渡航費や滞在費等の経費の一部をインターン機関が負担す

る場合もあり，このような経済的負担を軽減するプログラムへの応募を奨励する。ま

た，日本学生支援機構等が行う留学奨学金制度へ研究科として積極的に応募する。 

一方，本学においても，「海外留学奨学金制度」により，学術交流協定に基づき実

施される海外派遣プログラムや，カリキュラムに定められた留学，海外実習等の経費

を支援する体制を整備している。 

 

  イ 実習科目における危機管理等【資料１５】 

実習科目のうち，海外渡航が伴う短期フィールド研修及び長期海外研修等では，こ

れまで国際健康開発研究科において６年間実施してきた実習科目の実績を踏まえ，引

き続き，危機管理等に対応する。 

危機管理対応については，長崎大学が策定した「学生の国際交流に関する危機管理

対応マニュアル（学生用）」に基づいて，本研究科が主体となり大学本部と連携して，

研修中の海外での事故・事件，大規模な災害等，危機事象へ対応する。 

また，海外派遣前の危機管理として，入学時，短期フィールド研修前，長期海外研

修前の３回にわたって危機管理オリエンテーションを実施する。具体的には，派遣先

の国情理解，情報収集方法，予防接種の案内，海外旅行保険への加入，長期派遣前の
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健康診断の受診，安全・健康管理，危機発生時の連絡体制と基本的対処・対応等につ

いて情報提供及び指示の徹底が中心となる。 

派遣中に危機事象が発生した場合には，マニュアルに定めた危機管理対応体制に基

づき，学生受入機関，在外公館，その他関係機関等の協力を得ながら対応する。長崎

大学の基本方針として，災害，事件，事故の発生により学生が生死不明の場合は危機

対策本部を設置する。その他の場合は，研究科長の命又は研究科教授会の決定により，

教職員を派遣する等して適宜対応・事後処理に当たる。 

なお，長期海外研修においては，不可抗力による原因以外で途中帰国が発生しない

よう，安全・健康管理の指導のみでなく，受入機関や業務内容について事前に調整を

行い，現地指導者を特定しておく。派遣中は，学生と主指導教員，副指導教員及び現

地指導者との密な連絡，連携指導を通じて，学生の状況について学業・就業面だけで

なく安全・健康状況についても把握し，問題を未然に防ぐようにする。 

 

  ウ 海外実習中の研究指導について 

研究指導については，入学時から指導教員と学生が緊密に議論を重ねて，修士論文

又は特定課題研究のテーマを決定できるよう指導する。特に海外実習を要するコース

については，研究テーマと海外実習の内容が符合するよう計画策定，文献検索，文献

レビューの取りまとめ等を指導教員が指導する。海外実習中も事前に策定し指導教員

が承認した活動計画に沿って活動し，メールやスカイプ等のインターネット電話によ

る随時の指導・助言を受けるとともに，研究科教員の現地訪問による活動状況の確認

及び必要な指導・助言や支援を行う。これら随時の指導に加えて，月例レポートの提

出により定期的な研究指導を併せて実施する。また，これまで海外実習を実施してき

た実績をベースにさらに海外の協力機関と連携し，危機管理体制並びに研究指導体制

を充実させる。 

 

(4) 履修科目の年間登録上限及び他大学における授業科目の履修等 
   本研究科においては，一年目に多くの講義科目を履修させることから，年間登録上 

限は設定しないものとする。 
   また，他大学等における授業科目の履修については，本学大学院学則に基づき，10 

単位まで認めることができるものとする。 
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７ 特定課題の研究成果の審査方法  

 

 (1) 特定の課題研究に対する審査体制等 

本研究科では，特定課題の研究成果による修了も可能とし，各コースの学問分野に応

じた指導体制，審査体制を整備する。特定の課題研究報告書（以下「報告書」という。）

の作成については，各コース共通で，次のように行われる。 
 

ア 報告書作成 

報告書作成は，修士論文の作成プロセスと同様であり，１年次の秋学期から２年次の

初夏学期まで２年間（熱帯医学コースにあっては１年間）を通じて行われる研究指導

（各コースの演習）を中心に実施され，課題研究のテーマの選択，文献レビュー（国際

健康開発コースは長期海外研修を含む），報告書作成に必要なデータ・情報の収集，報

告書執筆等の一連の作業を主指導教員，副指導教員が指導する。学生は，指導を受けな

がら，２年次（熱帯医学コースにあっては１年次春学期）に研究に必要なデータを収集

し，２年次初夏学期中に報告書を作成し提出する。熱帯医学コースについては，１年間

で研究指導と報告書作成を並行して実施することが可能なカリキュラム（修了要件 30
単位を全て必修化した効果的な学期編成）とし，指導教員が報告書作成を指導する。 
この報告書は，修士論文としての総合性を要求するものではなく，以下のような方法

による個別のテーマについての報告やレビューによるものとする。 
例として，以下のことを想定している。 
・統計分析，アンケート分析等 
・事例研究 
・課題・問題解決等 
・文献研究（文献サーベイ，仮説分析等） 

これらにより作成された報告書は，論文としての総合性は持たないものの，当該課程

の教育目的に応じた指導を受け，必要なプロセスを経た内容であり，修士の学位に応じ

たものとして，修士論文と同様に審査される。 
なお，報告書の作成により修士課程の学位を授与するに当たっては，教育課程を修了

し，グローバルヘルス演習Ⅰ，Ⅱにおいて相当数の教育時間を確保した上で，高度専門

職業人に必要な研究指導を受けることにより，教育研究水準及び質を担保することと

している。 
また，特定の課題内容としては以下を想定しており，本専攻の教育研究分野と合致し

たものとなっている。 
・熱帯医学に関連して，途上国で活躍できる熱帯医学の臨床的知見に係る報告書。 
・公衆衛生学に関連して，海外での実務研修や短期フィールド研修等を受け，これら

の活動による報告書。 
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・医科学に関連して，研究と現場を繋ぐイノベーティブな研究に係る報告書。 
 

イ 報告書の審査 

報告書の審査は，修士論文の審査方法，審査項目とほぼ同様の審査を実施する。具体

的には，提出された報告書の内容に対し，学務委員長は，主指導教員，副指導教員の意

見も参考にして，学位審査委員として主査候補１名，副査候補２名を選出し，教授会の

議を経て学位審査委員（主査，副査）を決定する。学位審査委員は，研究科の専任教員

から選出される。ただし，副査には関連する有識者を研究科以外から選ぶことも可能と

し，報告書の質を担保する。 
審査方法として，学生は，報告書の公開発表会において発表し，質疑に答えなければ

ならない。さらに，学位審査委員（主査・副査）は合同，あるいは個別に学生と口頭試

問を行い，報告書の内容とそれについての理解及びグローバルヘルス領域全体につい

ての知識を修得しているか試験するとともに，修士の学位を授与するにふさわしいか

を審査し，教授会に審査結果を報告する。教授会は，学位審査委員（主査）の意見を参

考に，報告書の合否を決定するとともに，単位履修状況を確認し，修了の可否を決定す

る。 
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８ 施設，設備等の整備計画 

 

(1)  校舎等施設の整備計画 

   本研究科では，講義室として，１学年の学生定員 27 名全てを収容できる大セミナー

室（収容人数 80 人程度）を１室，応用科目等の受講に使用できる中セミナー室（収容

人数 40 人程度）を２室，小セミナー室（収容人数 20 名程度）を３室，少人数によるデ

ィスカッション形式の講義も実施できるよう，10 名規模のディスカッションルーム３

室を整備する等，特色あるカリキュラムに対応できる講義室を整備している。なお，講

義科目を中心とするコースもあるため，講義室はまとまりのある配置として学生の導

線にも配慮しており，演習室としても使用する。 

   教員の研究室においても，教員団としてのまとまりを生み出しうる配置となってお

り，かつ，各セミナー室及び学生自習用のスタディールーム（収容人数 50 名程度），リ

フレッシュルーム等と隣接させて教員と学生のコミュニケーションの機会を円滑に提

供できるものとなっている。 

   本研究科の斬新かつ特色ある教育を展開するための施設・設備は，以下のとおりであ

る。 

 

① 講義室，演習室 

    ・大セミナー室（80 名規模）１室 

・中セミナー室（40 名規模）２室 

・小セミナー室（20 名規模）３室 

    ・ディスカッションルーム（10 名規模）３室 

 

  ② スタディールーム 

    学生の自習室としてのスタディールームを整備する。当該スペースは，机，椅子を

約 50 組置けるスペースを有し，本研究科収容定員 42 名の自習室として十分な余裕が

あるとともに，３コースの学生がスペースを共有し，交流を深め，情報交換等を行う

ことで学生間のネットワークを広げることができるという利点がある。 

 

③  教員研究室 

    本研究科の専任教員のための個人研究室として，専任教員１名につき１室を整備し

ており，講義室及び学生自習室，リフレッシュルーム等と隣接させて教員と学生のコ

ミュニケーションを円滑に行えるものとなっている。 

    また，短期・中期招聘の外国人教員についても，専用スペースを確保している。 
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④  インターネット環境 

学生が利用するセミナー室，スタディールーム及びディスカッションルーム等は，

全て学内無線 LAN アクセスポイントが整備されており，個人の PC からも学内外の情

報へのアクセスが可能となっている。 

 

  ⑤ 実験・実習にかかる設備について 

    開講科目の中には，実験・実習等を伴う科目（グローバルヘルス演習及びヘルスイ

ノベーションゼミ）があるため，臨床疫学等の実験で使用する，遠心分離機，超低温

フリーザー及び加圧滅菌機等，熱帯医学研究所及び医歯薬学総合研究科既存の設備を

使用することにより，当該科目の教育内容を担保することとしている。 

 

(2)  図書等の資料及び図書館の整備計画 

ア 図書資料の整備計画について 

本学の全蔵書（附属図書館登録分）は，図書約 990,000 冊，学術雑誌約 15,000 タイ

トル，視聴覚資料約 5,000 点を数え，そのうち図書については，文教キャンパスの中

央図書館に約 560,000 冊，坂本キャンパスの医学分館に約 160,000 冊，片淵キャンパ

スの経済学部分館に約 270,000 冊を所蔵している。また，本学の図書館では，30 種の

データベースや約 21,000 タイトルの電子ジャーナルを提供しており，大半のデータ

ベースや電子ジャーナルは，本学の構成員は，学生を含め，学外からのアクセスも可

能となっている。現在，約 900 タイトルの電子ブックも，今後，随時拡充の予定であ

る。 

本学では，長年にわたる図書資料の体系的な収集整備により，本研究科の教育研究

領域であるグローバルヘルスに関係する図書・学術雑誌類は充実している。 

    また，本学未所蔵の資料については，図書館間相互貸借システムを用いて，他大学

図書館等に現物貸借及び文献複写の提供依頼を行うことで，蔵書整備を補完している。

さらには，国内のみならず海外の大学図書館等とも相互協力を果たしながら，学術資

料を迅速に提供する環境を整えている。 
 

イ 図書館の整備計画について  

文教キャンパスの附属図書館（中央図書館）は，平成 24 年度に耐震補強及び改修を

行い，平成 25 年４月に新規開館した。次いで，坂本キャンパスの医学分館は，平成 25

年度に耐震補強を含む改修及び書庫増築工事を行い，平成 26年５月に新規開館した。

これら２館の改修に当たっては，本学の教育改革に即した自学自習環境の整備とアク

ティブ・ラーニング支援の強化を目的として，それぞれ次のとおりとなっている。な

お，本研究科は，坂本キャンパスに設置され，主に医学分館を利活用することとして

いる。 
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① 中央図書館 

(ｱ)  床面積（総面積約 6,281 ㎡）は，改修前と同様であるが，事務スペースの転用等

により利用者スペースを拡張し，閲覧席数を 648 席から 756 席に増加させた。 

(ｲ)  ラーニングコモンズのコンセプトを導入し，館内を１)グループワーク（討議・

協同学習の場），２)パーソナルワーク（PC や書籍他各種媒体を駆使した個人学習

の場），３)サイレント（静粛・思索の場）にゾーニングし，多様な学習形態に対応

した。 

〔※ラーニングコモンズ：複数の学生の自学自習及びディスカッションの場〕 

(ｳ)  テラス（オープンデッキ）やラウンジを配して，利用環境の快適性と利便性にも

配慮した。 

(ｴ)  学生発表会，セミナー，講演会等に利用できる開放的な多目的ルームと，貴重資

料や教員，学生の活動成果等を展示するギャラリーを設置した。 

(ｵ)  バリアフリーに配慮して，エントランスを２階から１階に移すとともに，利用

者用エレベーターを新設した。 

(ｶ) １階と２階にインターネット接続可能な PC を約 100 台配置している。また，全

フロアに無線 LAN アクセスポイントを整備し，個人の PC からも学内外の情報への

アクセスが可能となっている。 

(ｷ)  図書収容能力（約 580,000 冊）は改修前と同様であるが，資料保存に適切な温湿

度管理のため，書庫の空調設備と外壁の断熱性能を強化した。また，貴重書庫には

専用の閲覧室を併設した。 

 

② 医学分館 

(ｱ) 書庫の増築により床面積が 530 ㎡増加し，総面積が 2,650 ㎡となった。これに

伴い，書庫の収容冊数が 84,000 冊から 167,000 冊となり，書庫から溢れて利用者

スペースを圧迫し，また，箱詰により利用困難となっていた資料は適切に書庫に配

架され，効率的な利用が可能となった。 

(ｲ) 利用者スペース設置の書架等を移動することにより，閲覧席数は 237 席から 304

席に増加され，特に，２階閲覧室には，仕切りのある閲覧ブースや窓際の個人用閲

覧席等，個人学習に適した座席を集中的に配置している。 

(ｳ) １階には，アクティブ・ラーニングに対応するため，ラーニングコモンズを設置

しており，グループ学習室の他，セミナー室やパソコン室等を整備し，学生同士の

ディスカッションを含む多様で創造的な学習・研究活動を支援する環境が整って

いる。 

(ｴ) 学内無線 LAN の整備により全フロアでパソコンの利用を可能とし，学生のパソ

コン必携化に対応している。 

(ｵ) 飲食可能なリフレッシュコーナー等を配して，利用環境の快適性と利便性を高
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め，長時間滞在による学習や研究を可能にしている。 

(ｶ) 貴重資料の展示室と保存用書庫を整備し，日本の西洋医学史及び医学教育史の

研究と紹介に重要な，かつ，長崎大学の歴史的な史料の，適切な保存と展示を行っ

ている。 

(ｷ) バリアフリーに配慮して，２階の利用者スペースや貴重資料展示室にアクセス

しやすい利用者用エレベーターを整備している。 

(ｸ) 新規の設備等を取り入れる一方，古い書架や什器等も修理して長く使用するこ

とにより，環境問題に配慮したものとなっている。 

(ｹ) 本研究科設置に伴い，以下の図書等を購入し，充実を図っている。 

1)  熱帯医学関連分野 

Manson's Tropical Diseases: Expert Consult - Online and Print 

（マンソン熱帯医学 第 23 版，ファーラー他著，ソンダース出版社 発行

年 2013 年） 

2) グローバルヘルス・国際保健関連分野 

Textbook of international health : global health in a dynamic world 

Anne-Emanuelle Birn, Yogan Pillay, Timothy H. Holtz 

（グローバルへルス国際保健学 第３版 バーン他著 オックスフォード

大学出版局 発行年 2009 年） 

3)  疫学分野 

Basic Epidemiology 

（基礎疫学 第２版 ボニタ他著 世界保健機構出版 発行年 2006 年） 

(ｺ) ソフトウェア面での研究・教育支援ツールとして，平成 25 年度よりディスカバ

リーサービス（複数の学術情報データベースを統合検索するツール）を導入してお

り，平成 26 年度より新たにパスファインダー（授業資料ガイド）を導入した。 
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９ 既設の学部との関係 

 

本研究科は，独立研究科であり，本学の既設学部の積み上げとして教育研究の領域は連

結していない。ただし，国際健康開発コース及びヘルスイノベーションコースにおいては，

多文化社会学部（平成 26 年度設置）の「グローバル社会コース」等の卒業生の進路の一

つとして想定している。 

本研究科修了生で，更に専門的知識と専門的研究能力の修得を希望する者は，本学大学

院医歯薬学総合研究科博士課程，若しくは，本研究科の設置に伴い連携強化したロンドン

大学衛生・熱帯医学校博士課程等へ進学することも考えられる。 

なお，本研究科専任教員は，熱帯医学研究所，国際連携研究戦略本部，国際教育リエゾ

ン機構の他，多文化社会学部，経済学部，医歯薬学総合研究科等，複数の部局から参画す

る等，全学的な協力体制が図られている。 
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10 入学者選抜の概要  

 

(1)  熱帯医学・グローバルヘルス研究科が求める学生 

      本研究科は，人々の健康と幸福に貢献できるグローバル人材の育成を目的としてお

り，その人材育成像を以下のディプロマポリシーに集約させている。 

1) 専門性・専門知識 

グローバルヘルス領域における熱帯医学，国際健康開発及びヘルスイノベーシ

ョンについての専門知識・技術を修得し，それを遂行する能力を有する。 

2) 広範な基礎知識とコミュニケーション・協働能力 

グローバルヘルス領域における広い基礎知識を修得し，多様な専門家と英語で

コミュニケーションを図ることができ，協働・協力してグローバルヘルス領域の

課題の解決に貢献する能力を有する。 

3) プロフェッショナリズム 

熱帯地の開発途上国及び全地球レベルでグローバルヘルスの改善に貢献でき

る高度専門職業人としての素養と知識と技術及びプロフェッショナリズム，不屈

の精神を有する。 

4) リーダーシップ/フォロワーシップ 

以上の能力を持ち，統合的なグローバルヘルス領域において，国際チームの一

員としてリーダーシップとフォロワーシップを発揮できる能力を有する。 

 

   これらの人材育成の基盤となる次のような資質を持った学生を選抜する（アドミッ

ションポリシー）。 

① 世界平和と人類の健康増進に貢献する意思がある。 

② 世界で活躍できる品位と知性を有する（英語によるコミュニケーション能力，

多文化共生能力，協調性及びリーダーシップ）。 

③ 自ら調べ自ら考える能力と習慣を有する。 

④ 専門分野での外国語運用能力を含めたコミュニケーション能力を有する。 

⑤ 学士として一般的に身に付けていると考えられる国際保健の基礎知識を有す

る。 

⑥ 国際協力・国際保健分野への強い関心と意欲がある。 

 

(2)  選抜方法 

本研究科の熱帯医学コース，国際健康開発コース，ヘルスイノベーションコースの３

コースは，グローバルヘルス領域で活躍する人材を共通して育成するが，それぞれ入学

資格が異なることから，コースごとに入学者選抜を実施する。 

なお，授業を全て英語で開講することとしているため，入学時に IELES6.0 相当（TOEIC，
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TOEFL 等については換算して判断する）を基準に英語力を評価する。 

 

  ア  熱帯医学コース  

 

①  入学資格 

医師の免許(外国における医師の免許を含む。)取得後２年以上の臨床経験を有し

ていること。 

② 募集人員 

12 名程度とする。 

③ 入学者選抜方法 

日本人及び留学生ともに，一般入試により選抜する。 

入学願書とともに提出する書類及び志望動機に関する小論文，面接試験（全て英語

で実施）の成績により総合的に判定する。 

なお，面接試験に当たっては，学生の資質を見極めるため，十分な面接時間を確保

する。 

 

  イ  国際健康開発コース  

 

①  入学資格 

学士の学位を取得し，国際保健の教育を受けるための基礎的学力を有しているこ

と。 

② 募集人員  

10 名程度とする。 

③ 入学者選抜方法 

 (ｱ) 一般入試 

        本コースの一般入試においては，出願書類及び下記１)～３)の試験の成績を基

に総合的に判定する。筆記試験については，学士として一般的に身に付けておくべ

き国際協力，国際保健の基礎知識を問うことを目的として実施する。 

1) 筆記試験 

専門科目（国際協力，国際保健）の筆記試験と外国語（英語）の学力検査を行う。

外国語（英語能力）は，IELTS，TOEIC 又は TOEFL 等のスコアを用いて評価する。 

2) 小論文試験 

社会性や協調性，仕事に関する姿勢等とともに，国際協力，国際保健における課

題を自らの知識や実務経験の活用を含む具体的な事例に関連付けて論じる能力を

問う小論文試験を実施する。 

3) 面接試験（出願書類の内容審査を含む） 
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国際保健の実践の場で必要とされるコミュニケーション能力，多文化共生能力，

協調性，リーダーシップ等の資質や，勉学への関心・意欲等を口述試験（日本語及

び英語）と出願書類の内容から総合的に判断する。 

(ｲ) 留学生入試（若干名） 

出願書類及び面接試験の成績を基に総合的に判定する。 

1) 出願書類 

出願時に社会性や協調性，仕事に関する姿勢等とともに，実務者として必須の

文書作成能力を測るため，国際協力，国際保健に関連した事例に対する自らの見

解を展開するようなテーマに対する志望理由書の提出を課す。 

2) 面接試験 

志望理由書を基に受験者の社会人経験，勉学に対する意欲，修了後のキャリア

プラン等を確認する他，学生の資質を見極めるため，十分な時間を確保し，面接

試験（英語）を実施する。 

 

   ウ  ヘルスイノベーションコース  

 

① 入学資格 

     学士の学位を取得し，グローバルヘルス領域の中で，とりわけヘルスイノベーシ

ョンに関する教育を受けるための基礎的学力を有していること。 

② 募集人員 

５名程度とする。 

③ 入学者選抜方法 

(ｱ) 一般入試 

本コースの一般入試においては，受験対象となる学生の分野が多様であるため，

共通的な筆記試験は実施しないこととし，以下のとおり出願書類及び下記１)～３)

の試験の成績を基に総合的に判定する。 

1) 外国語（英語）学力検査 

      IELTS，TOEIC 又は TOEFL 等のスコアを用いて評価する。 

2) 小論文試験 

専門分野に関連した事例に対する自らの見解を展開するような問題についての

小論文試験を実施する。 

3) 面接試験 

出願書類を基に受験者の勉学に対する意欲，修了後のキャリアプラン等を確認

する他，コミュニケーション能力を確認するため面接試験（日本語及び英語）を実

施する。 
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(ｲ) 留学生入試（若干名） 

出願書類及び面接試験の成績を基に総合的に判定する。 

1) 出願書類 

出願時に研究者として必須の文書作成能力を測るため，専門分野に関連した事

例に対する自らの見解を展開するようなテーマに対する志望理由書の提出を課す。 

2) 面接試験 

     志望理由書等を基に受験者の勉学に対する意欲，修了後のキャリアプラン等を

確認する他，学生の資質を見極めるため，十分な時間を確保し，面接試験（英語）

を実施する。 
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11 管理運営の考え方 

 

(1) 学長主導のガバナンス体制 

   本学は，先進的な教育課程を実現するとともに，世界をリードしている新興感染症研

究，被ばく医療研究を始めとする卓越した研究拠点の構築を目標に，学長のリーダーシ

ップに基づく部局ガバナンスを実現することを目指している。 

本研究科においても，学長及び研究科長による研究科ガバナンスを実現する。よって，

教授会が主導する従来型の運営を見直し，学長が指名する研究科長がイニシアチブを

十分に発揮できる研究科ガバナンスを実現することにより，迅速かつ効果的な運営が

可能となる体制を構築する。 

 

(2)  組織 

ア 運営会議及び教授会 

本研究科の教育・研究，管理及び運営は，運営会議及び教授会が行う。 

運営会議は，学長（議長）及び学長が指名する複数の理事を中心に，研究科長の 

ほか，研究科長指名の副研究科長，常置委員会委員長等により組織され，研究科ガバ

ナンスの中核となる。 

教授会の審議事項は,教学事項に限定し，人事，予算その他研究科運営事項に関して

は運営会議で審議し，決定する。 

教授会は，全ての専任教員（教授，准教授，講師及び助教）により組織され，定例

で開催する。 

なお，教授会の下に代議員会を置き，重要事項以外は代議員会で審議し，決定する。 

 

イ 常置委員会 

本研究科の各コースの教育方針，運営一般，学生入学，単位認定等に対処するため，

コースごとにコース委員会を置く。 

また，本研究科の日常的な業務を円滑に行うため，学務委員会，入試委員会，評価

委員会等の常置委員会を置く。 

 

(3)  事務組織 

本研究科の事務処理は，熱帯医学・グローバルヘルス研究科事務室において行う。 

 

(4)  管理運営 

本研究科の研究科長は，学長が選考し，任命する。 

また，研究科長のイニシアチブによる研究科ガバナンスを円滑に行うため，研究科長

の業務を補佐支援する研究科長が指名する副研究科長を２名置く。 
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さらに，ロンドン大学衛生・熱帯医学校を始め，国内外の外部有識者によって組織

される外部諮問委員会により，本研究科の運営について意見等を得る。 
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12 自己点検･評価 

 

(1) 全学的実施体制 

本学の組織評価については，国立大学法人長崎大学基本規則第 30 条の２の規定に基

づき「計画・評価本部」を置き実施することを定め，計画・評価本部規則において任務，

組織等を定めている。 

計画・評価本部は，中期目標・中期計画・年度計画の案の作成はもとより，国立大学

法人評価委員会が行う本学の評価（以下「法人評価」という。）及び大学機関別認証評

価（以下「認証評価」という。）への対応に関する業務を行うことを任務とする。同本

部は，学長を本部長として，理事，副学長，事務局長及び事務局の各部長から構成され

る組織であり，幅広い評価項目，基準・観点等に対応できる実施体制を実現している。

さらに，評価等の業務を行うに当たっては，必要に応じ，全学委員会，事務局各課等を

活用できるようになっている。本学は，月３回程度学長・副学長会議を開催し，学長の

リーダーシップの下，機動性のある組織運営を行っているが，学長・副学長会議の構成

員が計画・評価本部の構成員を兼務することで，状況に応じ柔軟かつ迅速な対応が可能

になっているところが特徴的である。 

   

(2)  実施方法，結果の活用，公表及び評価項目等 

本学では，法人化後，法人評価[第一期／H16～21，第二期／H22～23]及び認証評価 

[H19 年度受審]について，それぞれの評価基準等により本学における点検及び評価に

関する規則（以下「点検・評価に関する規則」という。）第３条に基づき，自己点検・

評価を実施してきた。 

評価結果については，計画・評価本部会議において報告し，改善点等については学長

から担当の理事又は副学長に対し指示するとともに，改善報告を求めることにより，教

育研究の水準及び質の向上に努めている。さらに，評価結果は本学の公式ホームページ

で公表するとともに，同本部のホームページにおいてもこれまでに実施した全ての評

価の結果を併せて公表している。部局等では組織評価として，点検・評価に関する規則

第４条に基づき，自ら定める評価基準等により，自己点検・評価を実施する他，第三者

評価又は外部評価を行うことを定めている。また，教員個人の教育，研究，社会貢献及

び大学運営の４領域に関する活動を客観的評価基準により評価し，その結果をインセ

ンティブに用いている部局もある。 

本研究科では，組織評価については，評価委員会を中心に自己点検・評価を行うとと

もに，外部委員から成る外部評価委員会による外部評価を行う。それらの評価結果は報

告書及び本研究科のホームページで公表する。教員の個人評価については，教員個人の

教育，研究，社会貢献及び大学運営の４領域に関する活動を客観的評価基準により評価

し，その結果をインセンティブに用いる。 
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13 情報の公表 

 

(1) 大学としての情報提供 

本学では，インターネット上に大学のホームページを設けており，大学の理念と中期

目標や中期計画等の大学が目指している方向性を発信するとともに，カリキュラム，シ

ラバス，学則等の各種規程や定員，学生数，教員数等の大学の基本情報を公開している。

具体的な公表項目の内容等と公開しているホームページアドレスは，以下のとおりであ

る。 

① 大学の教育研究上の目的に関すること。  

② 教育研究上の基本組織に関すること。  

③ 教員組織及び教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。  

④ 入学者に関する受入方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生数，卒業又

は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関

すること。 

⑤ 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。 

⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。 

⑦ 校地，校舎等の施設及びその他の学生の教育研究環境に関すること。 

⑧ 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。 

⑨ 大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。 

（①～⑨：http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/disclosure/education/index.html） 

⑩ その他 

(a)長崎大学規則集 

（http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/guidance/rule/index.html） 

(b)設置計画書・設置計画履行状況報告書等 

（http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/disclosure/legal/index.html） 

(c)評価及び監査に関する資料 

（http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/disclosure/legal/index.html） 

  

(2)  熱帯医学・グローバルヘルス研究科としての情報提供  

    本研究科の教育研究活動は，大学及び本研究科のホームページに掲載する。また，上

記の自己点検・評価報告書や，外部評価による評価結果を公開（長崎大学計画・評価本

部ホームページ URL:http://www.hpe.nagasaki-u.ac.jp/）する。さらに，研究科の広

報パンフレットを作成し，本研究科のカリキュラム上の特色や教育研究活動等に関す

る情報を公開する。また，文部科学省への意見伺い等の内容については，ホームページ

に掲載する。 
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14 教員の資質の維持向上の方策 

 

(1) 長崎大学の取組 

① 全学教務委員会（委員長は教学担当理事）の下に，全学の教育改革の現状の把握，

改革内容の検討，改革方針の確立を図るために評価・FD 教育改善専門部会（部会長は

教学担当理事）を置き，授業内容の改善を含む教育改革を不断に進めていく体制を整

えている。また，学内共同教育研究施設の一つとして，教学担当理事がセンター長を

務める大学教育イノベーションセンターが設置され，全学教務委員会のシンクタンク

としての役割を果たしている。同センターには，アドミッション部門，学士課程教育

部門，教育改善部門及び教学 IR 部門が置かれ，教育改善部門は授業評価の在り方を研

究するとともに，評価・FD 教育改善専門部会と緊密な連携を図りながら授業内容の改

善に資する全学 FD の企画・立案に当たっている。 

② FD に出席した教職員には修了証を与える等，教職員の意識変革を促し主体的に教

育改革に取り組む体制も整えており，FD への出席状況を教員評価の評価項目の１つ

にしている部局もある。 

③ 既に学生による授業評価を実施しており，平成 24 年度からは，その結果を学内に

公開し，平成 25 年度からは学外にも公開している。 

 

(2) 熱帯医学・グローバルヘルス研究科の取組 

本研究科における授業内容の改善を含む教育改革の不断の推進は，研究科長のイニシ

アチブによる研究科ガバナンスを最重要課題とし，全学教務委員会の評価・FD 教育改善

専門部会等と密接な関係を保ちながら推進する。 

本研究科の基本理念及びディプロマポリシーに基づき有為な人材を社会に提供する

ために，教員の資質を向上させるとともに不断にカリキュラムを改善する。具体的には，

学生による授業評価を定期的に行い，評価結果を活用し，教育内容の質的向上や双方向

的な教育方法の推進等の教育改善を図る。また，教員の資質向上のために，ロンドン大

学衛生・熱帯医学校等海外の連携する大学院との教員や教材の交流・交換等を活発に行

い教員のレベルやカリキュラム内容の向上に努める等の FD を実施する。 
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ロンドン大学衛生・熱帯医学校との学術交流協定書

Shien-20
タイプライターテキスト
資料1-1



　

ロンドンで開催した「長崎大学マーケットプレイス」 （平成２６年３月２６日）

ロンドン大学衛生・熱帯医学校ピーター・ピオット校長のコメント

会場案内

長崎大学有吉教授の挨拶 長崎大学門司教授の講演 ポスターセッションの様子

山下副学長を始め，長崎大学の皆様ようこそロンドンへお越しくださいました。

このマーケットプレイスを開催でき，大変嬉しく思います。これを機会に，長崎

大学と更に良好で継続的な関係を構築できればと思います。

これから色々な課題があるかもしれませんが，それは，「挑戦」でもあります。

挑戦はお互いの機関にとって非常に有益なことです。

『パートナーシップ』と『コラボレーション』は明確に違います。コラボレーション

は,プログラムなど一時的に何かを一緒やること,パートナーシップは,長期的な

組織間における関係を示し，双方が投資と労力を惜しまず注入することです。

ロンドン大学衛生・熱帯医学校と長崎大学の関係は，コラボレーションでは

なく，パートナーシップです。強固なパーソナルリレーションシップが研究と教育

を前進させるでしょう。

さあ、前進するときです。我々の強い絆がプロジェクトや研究を，更に前進さ

せることと信じております。
ピーターピオット校長によるオープニングスピーチ
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平成20年4月国際健康開発研究科国際健康開発専攻設置

平成18年4月医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻設置

年度 入学定員 志願者数 合格者数 入学者数 修了者数

20年度 10 23 12 11 －

21年度 10 25 11 11 11

22年度 10 30 11 11 6

23年度 10 13 10 9 13

24年度 10 22 11 10 11

25年度 10 18 11 11 9

既存2専攻の実績

これまでに、５０本の特定課題研究報告書（修士論文）が提出され、研究科
修了後に投稿論文等として１８本がパブリッシュされている

就職先としては、NPO・NGO、開発コンサルタント、国際機関、JICA、青年海外協力隊、大
学、研究機関、地方自治体等の実績があり、実際、修了後にグローバルリンクマネージ
メント株式会社に就職して国際協力事業等に携わり、ケニアやスリランカ等の国際舞台
で活躍している修了生が多数存在する。

年度 入学定員 志願者数 合格者数 入学者数 修了者数

18年度 12 13 13 12 11

19年度 12 15 14 14 12

20年度 12 16 13 13 12

21年度 12 15 13 13 12

22年度 12 14 12 11 8

23年度 12 14 13 13 15

24年度 12 8 8 8 4

25年度 12 12 12 12 8

これまでに、７６本の修士論文が提出され、本専攻を修了後、NGO・NPO、国
境なき医師団、外務省医務官、国内医療機関、自国研究機関（留学生）等に
就職している。この中には、修了後、自国の大学で研究活動を続け、教授と
して活躍している者もいる。

※

※4月入学を募集停止し，10月入学のみとなったため

※上記２専攻における各年度修了者数は、当該年度に修了した者の数を記載
（国際健康開発専攻は２年課程のため、第一期修了者は21年度から）
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医歯薬学総合研究科 国際健康開発研究科 研究科

専攻

コース
熱帯医学コース

（Tropical Medicine Course）
国際健康開発コース

（International Health Development Course）

ヘルスイノベーションコース
（Health Innovation Course）

修士（熱帯医学）
Master of Tropical Medicine

修士（公衆衛生学）
Master of Public Health

学位
修士（熱帯医学）

Master of Tropical Medicine
修士（公衆衛生学）

Master of Public Health
修士（医科学）

Master of Science in Global Health

平成１８年度 平成２０年度 設置

１年 ２年 修業年限 １年 ２年 ２年

英語 日本語（一部英語） 使用言語

４月、１０月 ４月 入学時期

１２名 １０名 入学定員 １２名程度 １０名程度 ５名程度

社会人対象
２年以上の臨床経験を持つ医師

大学を卒業した学士
（※実務経験）

入口
（※望ましい）

社会人対象
２年以上の臨床経験を持つ医師

大学を卒業した学士
（※実務経験）

大学を卒業した学士

　・熱帯医学の基礎知識と海外
　　臨床実習（合計３０単位）

　・課題研究論文

　　・特論基礎科目
　　・特論応用科目
　　・短期フィールド研修
　　・長期インターンシップ
　　・国際保健学演習
　　　　　　　　　　から３０単位

カリキュラム

　　熱帯地・途上国の臨床現場
　において必要とされる臨床能
　力と、応用研究を実施するた
　めの基礎的研究能力を教授す
　ることを主眼とする

　　国際保健／GHの現場にお
　ける実務専門家（国際機関
　職員等）に必要とされる実
　践的能力を教授することを
　主眼とする

　　熱帯医学、国際保健／GHの
　ある特定領域における応用研
　究を実施するための基礎的研
　究能力を教授することを主眼
　とする

研究マインドを持った臨床医
実務専門家

（国際機関職員等）
出口 　研究マインドを持った臨床医

実務専門家
（国際機関職員等）

学術専門家
（研究者等）

　
　

１０月

平成２７年度

熱帯医学専攻 国際健康開発専攻

発展的展開による”熱帯医学・グローバルヘルス研究科”の設置

【現　　行】 【設置計画】

グローバルヘルス専攻　（Department of Global Health）

熱帯医学・グローバルヘルス研究科　（School of Tropical Medicine and Global Health）

英　　　語

熱帯医学に特化

英語での授業

海外フィールドで研究

学際的独立研究科

フィールド研修

海外インターンシップ

他部局の教員が参画

外国人教員の招聘（年俸制導入）

モジュール（科目群）での履修 ⇒ 多様なニーズ，柔軟性

海外フィールドでの実地教育 ⇒ 世界に通用する国際経験

ロンドン大学等との連携，海外プロジェクトの実施

⇒ ハイブリッド型国際大学院の形成

全コースで授業の完全英語化

海外キャンパスへの展開

多分野の学生に門戸を拡大

新

た

な

取

組

Shien-20
タイプライターテキスト
資料３



グローバルヘルス専攻

グローバルヘルスという統合課題領域を一つの学問領域（専攻分野）と考え １専攻とする。

熱帯医学・グローバルヘルス研究科

この領域に対して，多様なアプローチで教育・研究を展開することが、国際水準のグローバルヘルス教育と考える。

本学既設の熱帯医学専攻（熱帯医学分野）及び国際健康開発専攻（公衆衛生分野）もこの統合課題領域に包括されること

から，両専攻を履修コースとして位置付け，さらにグローバルヘルス領域における，医学，公衆衛生学を補完する分野（医科
学）からのアプローチを教授する，ヘルスイノベーションコースを設置する。
各コースの「熱帯医学」，「公衆衛生学」，「医科学」という学問分野に応じた教育課程を編成し，それぞれの学位を授与する。

グローバルヘルス人材の養成グローバルヘルス専攻
教育課程の概念図

１研究科１専攻とする理由について

３コース共通・共修の基礎科目及び専門基礎科目
により，グローバルヘルスに必要な幅広い基礎的
知識を修得する。

応用科目により各コースにおける専門性を高いレベ
ルに引き上げる。

グローバルヘルスセミナー：応用科目でコース毎
に別れていた学生が，再度３コース共修で議論を
展開し，学際性と専門性のバランスが取れた教育を
実施する。

グローバルヘルス演習：多様な研究分野をバック
グラウンドに持つ教員団による研究指導を実施する。

２年次開講のヘルスイノベーションゼミ（６単位）又
は長期海外研修（８ヶ月間）により，各コース（MSｃ，
MPH）に必要な専門的研究能力又は公衆衛生学に
関連した実務能力を修得する。

ヘルスイノベーションコース 国際健康開発コース熱帯医学コース

応用科目
・基礎熱帯医学
モジュール
・臨床熱帯医学
モ ジュール 等

ヘルスイノベーションゼミ 長期海外研修

基 礎 科 目

２年次
※熱帯医学コースは１年次で修了

修士（熱帯医学） 修士（医科学） 修士（公衆衛生学）

グローバルヘルスセミナー ， グローバルヘルス演習（研究指導）

専 門 基 礎 科 目

応用科目
・疫学・統計学
モジュール
・地球環境・衛生
学モジュール 等

応用科目
・国際地域保健学
モジュール
・社会行動科学
モジュール 等

Shien-20
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熱帯医学・グローバルヘルス研究科の必要性

日本は世界一の長寿と健康寿命を誇り，
医療サービスの全国民への提供（Universal Health 
Coverage, UHC）という面でも世界をリードしている。

グローバルヘルス領域の人材を育成することが，
国家戦略ともなっており，社会的に求められている。

その相対的有利を世界と
日本の繁栄に繋げて行く
ことが政策上の重要課題
となっている。

Shien-20
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アドミッションポリシー カリキュラムポリシー ディプロマポリシー

グローバルヘルス領域の
問題解決に実践的に貢献
できる人材育成の基盤とな
る資質を持った学生を選抜
する。

① 世界平和と人類の健康
増進に貢献する意思がある。

② 世界で活躍できる品位と
知性を有する（英語によるコ
ミュニケーション能力，多文
化共生能力，協調性及び
リーダーシップ）。

③ 自ら調べ自ら考える能
力と習慣を有する。

④ 専門分野での外国語運
用能力を含めたコミュニ
ケーション能力を有する。

⑤ 学士として一般的に身に
付けていると考えられるグ
ローバルヘルス・国際保健
の基礎知識を有する。

⑥ グローバルヘルス・国際
協力・国際保健分野への
強い関心と意欲がある。

熱帯医学，国際保健及び関連する実践的科
学の基礎知識を身に付けた上で，そのいずれ
かに特化した専門性を持ち，当該分野での問
題解決能力を身に付けさせるカリキュラムを
構成する。

① グローバルヘルス領域の基礎を学ぶとともに，
応用科目に設定されている各モジュール並びに
講義科目の概要を理解させるため，基礎科目を
設ける。

② 研究デザイン，研究倫理について教え，修士
課程における研究の推進に関する専門基礎を
学生に習得させ，最終的な修士論文作成能力を
担保するため，専門基礎科目を設ける。

③ 各コースの専門性を担保するため，グローバ
ルヘルス領域を構成する「基礎熱帯医学」，「臨
床熱帯医学」， 「疫学・統計学」，「地球環境・衛
生学」，「国際地域保健学」，「社会行動科学」，
「保健政策・マネージメント」の７つの科目群をモ
ジュールとして配置する応用科目を設ける。

④ 研究計画書作成の指導から研究計画の実施，
修士論文の作成までの指導を行うため，演習科
目を設けるとともに，研究指導を行う。

⑤ バックグラウンドや実務経験が異なる学生を
高度なレベルで統一して専門基礎科目，応用科
目が学べるようにするため，学生にあったチュー
トリアルや補講を行う。

熱帯医学・グローバルヘルス研究科の３つのポリシー

人々の健康と幸福に貢献できるグローバル
人材の育成を目的としており，その修士像を
以下のディプロマポリシーに集約させている。

① 専門性・専門知識
グローバルヘルス領域における熱帯医

学，国際健康開発及びヘルスイノベーショ
ンについての専門知識・技術を習得し，そ
れを遂行する能力を有する。

② 広範な基礎知識とコミュニケーション・協働能力
グローバルヘルス領域における広い基

礎知識を習得し，多様な専門家と英語でコ
ミュニケーションがとれ，協働・協力してグ
ローバルヘルス領域の課題の解決に貢献
する能力を有する。

③ プロフェッショナリズム
熱帯地の開発途上国及び全地球レベルでグ

ローバルヘルスの改善に貢献できる高度専
門職業人としての素養と知識と技術，及びプ
ロフェッショナリズム，不屈の精神を有する。

④ リーダーシップ/フォロワーシップ
以上の能力をもち，統合的なグローバルヘル

ス領域において国際チームの一員としてリー
ダーシップとフォロワーシップを発揮できる能
力を有する。
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大学からのサポート

危機管理
・オリエンテーションの実施
・安全/危機管理計画を作成

【資料14】
健康管理
・健康診断（研修前、帰国後）

及び予防 接種を大学の負
担で実施

長期海外研修

２年次

秋学期
10月上旬～12月上旬

冬学期
12月中旬～2月中旬

春学期
2月下旬～4月下旬

初夏学期
5月上旬～7月下旬

1年次

初夏学期～
5月上旬～9月下旬

５ヶ月間 ３ヶ月間

国際協力活動の現場の基本的な実務活動（プロジェ
クト運営管理、人材養成、ロジスティックス、財務
管理、モニタリング・評価など）を経験し、その理
解を深め、修士課程修了後、職務遂行に必要な能力
を習得する。

課題研究報告書/修士論文作成に
活用するため、現地で、実地調査
を通して、情報・データを収集し、
解析、検討を行う。

月例報告・月例面談・担当教員の訪問 最終レポート

実務研修受入れ先における個別の専門分野における
プロジェクト実施運営の実務を経験することを通じ
て、学生個人の個別専門分野の能力を向上させる。

２年次に８ヶ月の長期海外研修を実施する。原則として，最初の５ヶ月は実務研修とし、
派遣先組織の活動を学ぶ。３ヶ月は研究活動として実地調査、データ収集を行う。

帰
国
後
、
特
定
課
題
研
究
報
告
書
等
の
作
成

派遣先の受入れ体制と実績
学生が派遣先機関及び指導教員等と協議し、現地協力員（メンター・アドバイザー）を配置する。
研修中は、メンター及び担当教員の指導等の下，国際協力現場における実務能力の育成を行う。

派遣実績
JICA国際保健プロジェクト（感染症対策、母子保健等）、UNICEFケニア、BRAC （ダッカ）
WHO カントリーオフィス、長崎大学ケニア・ベトナム拠点、結核予防会フィリピン 等

①活動計画案

②現地の安全・
危機管理レポート

学生は①，②を
各自で作成
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授業科目名 単位 MTM MSc MPH

基礎人間生物学 1 ● ○ ○

熱帯医学基礎Ⅰ 2 ● ◎ ◎

熱帯医学基礎Ⅱ 2 ◎ ◎ ○

グローバルヘルスⅠ 2 ◎ ◎ ◎

グローバルヘルスⅡ 1 ◎ ◎ ◎

地球環境・衛生学 2 ◎ ◎ ◎

小計 10

疫学Ⅰ 2 ◎ ◎ ◎

統計学Ⅰ 2 ◎ ◎ ◎

研究倫理 1 ◎ ◎ ◎

小計 5

短期フィールド研修 1 ― ○ ◎

長期海外研修 2 ― ― ◎

小計 3

病原微生物学I 1 ◎ ○ ○

病原微生物学Ⅱ 2 ◎ ○ ○

病原微生物学Ⅲ 2 ◎ ○ ○

免疫学 1 ◎ ○ ○

バイオテクノロジー 1 ◎ ○ ○

病理学 1 ◎ ○ ○

小計 8

臨床熱帯医学（臓器別） 2 ◎ ○ ○

臨床熱帯医学（地域別） 1 ◎ ○ ○

小計 3

疫学Ⅱ 1 ◎ ○ ○

統計学Ⅱ 1 ◎ ○ ○

小計 2

衛生動物学 2 ◎ ○ ○ 熱帯医学コース：必修２単位を修得
小計 2

リプロダクティブ・ヘルス／ジェンダーⅠ 1 ○ ○ ◎

小児保健Ⅰ 1 ○ ○ ◎

地域保健Ⅰ 1 ○ ○ ◎

小児保健Ⅱ 1 ○ ○ ◎

リプロダクティブ・ヘルス／ジェンダーⅡ 1 ○ ○ ○

栄養 1 ○ ○ ○

地域保健Ⅱ 1 ○ ○ ○

緊急援助Ⅰ 1 ○ ○ ○

緊急援助Ⅱ 1 ○ ○ ○

小計 9

ヘルス・プロモーションⅠ 1 ○ ○ ◎

医療人類学Ⅰ（概論） 1 ○ ○ ◎

社会調査（量的） 1 ○ ○ ○

社会調査（質的） 1 ○ ○ ○

ヘルス・プロモーションⅡ 1 ○ ○ ○

医療人類学Ⅱ（応用） 1 ○ ○ ○

人口学 1 ○ ○ ○

国際保健研究への社会科学的アプローチ 1 ○ ○ ○

小計 8

医療経済 1 ○ ○ ◎

保健制度・政策Ⅰ 1 ○ ○ ◎

プロジェクト・プログラム管理Ⅰ 1 ○ ○ ◎

援助論Ⅰ 1 ○ ○ ○

保健財政 1 ○ ○ ○

開発と経済 1 ○ ○ ○

保健制度・政策Ⅱ 1 ○ ○ ○

援助論Ⅱ 1 ○ ○ ○

プロジェクト・プログラム管理Ⅱ 1 ○ ○ ○

社会起業論 1 ○ ○ ○

小計 10

グローバルヘルスセミナー 2 ◎ ◎ ◎

グローバルヘルス演習Ⅰ 1 ◎ ◎ ◎

グローバルヘルス演習Ⅱ 1 ― ◎ ◎

ヘルスイノベーションゼミⅠ 2 ― ◎ ―

ヘルスイノベーションゼミⅡ 4 ― ◎ ―

小計 10

70 30 30 30
必 修 単 位 30 24 28

選択単位 0 6 2

合　　　計

修了要件単位

保健政策・
マネージメント
モジュール

国際健康開発コース：必修３単位を修得

演習科目及び研究指導

３コース共通：必修２単位を修得

熱帯医学コース：必修１単位を修得
ヘルスイノベーションコース：必修２単位を修得
国際健康開発コース：必修２単位を修得

ヘルスイノベーションコース：必修６単位を修得

応用科目

基礎熱帯医学
モジュール

熱帯医学コース：必修８単位を修得

臨床熱帯医学
モジュール

熱帯医学コース：必修３単位を修得

※
ヘ
ル
ス
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ

ン
コ
ー

ス
に
つ
い
て
は
、

指
導
教
員
の
履
修
指
導
に
よ
り
選
択
科
目
か
ら
６
単
位
以
上
を
修
得
す
る
。

国際健康開発コース：必修３単位を修得

疫学・統計学
モジュール

熱帯医学コース：必修２単位を修得

国際地域保健学
モジュール

国際健康開発コース：必修４単位を修得

熱帯医学・グローバルヘルス研究科　カリキュラム等

◎：必修科目　○：選択科目　●：自由科目

科目区分 備　考

基礎科目

熱帯医学コース：必修７単位を修得
ヘルスイノベーションコース：必修９単位を修得
国際健康開発コース：必修７単位を修得

※
国
際
健
康
開
発
コ
ー

ス
に
つ
い
て
は
、

指
導
教
員
の
履
修
指
導
に
よ
り
選
択
科
目
か
ら
２
単
位
以
上
を
修
得
す
る
。

専門基礎科目
３コース共通：必修５単位を修得

地球環境・衛生学
モジュール

実習科目

社会行動科学
モジュール

国際健康開発コース：必修２単位を修得
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医療経済

小児保健Ⅱ
地域保健Ⅱ
ヘルス・プロモーションⅡ

医療人類学Ⅱ（応用）
緊急援助Ⅱ

※ 　　　　　　：３コース必修科目，赤字：ＭＴＭ必修科目，青字：ＭＰＨ必修科目，　　　　　　：ＭＳｃ必修科目，

指導教員
決定

（3コース）

医療人類学Ⅰ（概論） 社会起業論
社会調査（量的）

援助論Ⅰ 保健財政
ヘルス・プロモーションⅠ 開発と経済

緊急援助Ⅰ

国際保健研究への社会科学的アプローチ
栄養

長期海外研修 論文作成

 ヘルスイノベーションゼミⅡ

論文作成

２年次

秋～夏学期

10月上旬－9月下旬8月上旬－9月下旬

Ｍ
Ｔ
Ｍ

5月上旬－７月下旬

研究計画作成
・

研　　　　究

10月上旬－１2月上旬 12月中旬－2月中旬 2月下旬－4月下旬

病原微生物学Ⅰ　　　免疫学

病原微生物学Ⅲ　　　病理学
病原微生物学Ⅱ　　　バイオテクノロジー

研　　　　　究

疫学Ⅱ
臨床熱帯医学（地域別）　　　衛生動物学
臨床熱帯医学（臓器別）　　　統計学Ⅱ

論文作成

１年次

秋学期 冬学期 春学期 初夏学期 夏季特別期

プロジェクト・プログラム管理Ⅰ
プロジェクト・プログラム管理Ⅱ

保健制度・政策Ⅱ

援助論Ⅱ

リプロダクティブ・ヘルス
             ／ジェンダーⅡ

Ｍ
Ｓ
ｃ

リプロダクティブ・ヘルス
　　　　／ジェンダーⅠ

保健制度・政策Ⅰ
地域保健Ⅰ

短期フィール
ド研修

研　　　究
社会調査（質的）
人口学

Ｍ
Ｐ
Ｈ

小児保健Ⅰ

熱帯医学基礎Ⅰ

基礎人間生物学

グローバルヘルス演習Ⅰ（研究指導）

研 究

ヘルスイノベーションゼミⅠ

Ｍ
Ｔ
Ｍ
修
了

熱帯医学・グローバルヘルス研究科コースマップ

グローバルヘルス演習Ⅱ

（研究指導）

MPH,MScのみ必修

基礎科目：専門基礎科

目と応用科目でどのよう

なことが教授されるかを

理解。

専門基礎科目：グローバ

ルヘルス領域で研究を

実際に実施するための

基礎知識・技能を習得。

応用科目：基礎科目及び専門基礎科目で習得したグローバルヘルス領域に関する共通的な幅広い教養を基に，

コースごとの専門性を深化。

実習科目：熱帯途上国の現状と課題について

の早期体験。 （短期フィールド研修）

コース横断型のセミナー：他のコースのアプローチ，考え方を相互理解させるために，３コースの学

生が混在するグループディスカッションを行い，重要なトピックに関する知識とグローバルヘルス領

域を鳥瞰できる実践的能力を総合的に習得。（グローバルヘルスセミナー）

実習科目：国際協力現場にお

ける実務能力の育成（長期海

外研修）

演習科目：グローバルヘルスに関

係する医科学関連分野の様々な

基礎・応用科学を展開する能力を

涵養（ヘルスイノベーションゼミ）

グローバルヘルスセミナー

論文作成

研究計画案の作成 （ＭＰＨ，ＭＳｃ） 倫理審査 （ＭＰＨ，ＭＳｃ）

中間発表会（ＭＰＨ，ＭＳｃ）

研究計画案作成
研 究 （MTM） 論文作成 （MTM） 審査

研究・論文作成・審査

発表会（ＭＰＨ，ＭＳｃ）

グローバルヘルスⅠ

グローバルヘルスⅡ

地球環境・衛生学

疫学Ⅰ

統計学Ⅰ

研究倫理

熱帯医学基礎Ⅱ
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熱帯医学・グローバルヘルス研究科カリキュラムマップ

２年次

１年次

研究マインドを持った臨床医

学術専門家（研究者等） 実務専門家（国際機関職員等）

専門性に特化した演習科目・実習科目

ＭＰＨコース

必修2科目（3単位）を修得。

ＭＳｃコース

必修2科目（5単位）を修得。

疫学Ⅰ 統計学Ⅰ 研究倫理

修了要件
３０単位以上

グローバルヘルスⅠ グローバルヘルスⅡ 地球環境・衛生学

国際コミュニケーション（英語スピーキング、ライティング等） ＩＴ機器活用
基礎統計学 ＰＣＭⅠ（計画立案） ＰＣＭⅡ（モニタリング評価） インパクト評価

多様なバックグラウンドを有する学生に対応する補講・補習

大学を卒業した学士で、熱帯地・開発
途上国における保健・医療分野での
応用研究に興味と意欲を有する者

大学を卒業した医師で、熱帯地・開発途
上国における保健・医療分野での臨床に
興味と意欲を有している者

大学を卒業した学士で、熱帯地・開発
途上国における保健・医療分野での
実務に興味と意欲を有している者

緑字は全コース必修科目
赤字はＭＴＭコース必修科目
青字はＭＰＨコース必修科目

熱帯医学コース（ＭＴＭ） ヘルスイノベーションコース（ＭＳｃ） 国際健康開発コース（ＭＰＨ）

応用科目

専門基礎科目
全コース

必修3科目（5単位）を修得。

基礎科目

ＭＳｃコース

必修5科目（9単位）を修得。

ＭＰＨコース

必修4科目（7単位）を修得

科目外のチュートリアル等
全コース

基礎的能力向上等のために補講、補習を実施する。

演習科目・実習科目

ＭＰＨコース

必修2科目（2単位）を修得。

全科目英語
による授業

ＭＴＭコース

モジュール①,②,④,⑥,から
17単位（必修7科目）

ＭＳｃコース

モジュール①～⑦から6単

位以上（指導教員の履修
指導により、モジュールを
選択し、当該モジュール科
目の中から選択必修とす
る）

・モジュール③から3単位以
上／全10科目10単位
（うち必修3科目3単位）

・モジュール⑤から2単位以
上／全8科目8単位
（うち必修2科目2単位）

・モジュール⑦から4単位以
上／全10科目10単位
（うち必修4科目4単位）

・モジュール①～⑦から2単
位以上選択

ＭＰＨコース

臨床熱帯医学（臓器別） 臨床熱帯医学（地域別）

⑥ 【臨床熱帯医学モジュール】

病原微生物学Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 免疫学 バイオテクノロジー 病理学

④ 【基礎熱帯医学モジュール】

医療経済 保健制度・政策Ⅰ 援助論Ⅰ プロジェクト・プログラム管理Ⅰ
開発と経済 保健制度・政策Ⅱ 援助論Ⅱ プロジェクト・プログラム管理Ⅱ
社会起業論 保健財政

⑦ 【保健政策・マネージメントモジュール】

ヘルス・プロモーションⅠ 医療人類学Ⅰ（概論） 社会調査（量的） 社会調査（質的） 人口学
ヘルス・プロモーションⅡ 医療人類学Ⅱ（応用） 国際保健研究への社会科学的アプローチ

⑤ 【社会行動科学モジュール】

リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅠ 小児保健Ⅰ 地域保健Ⅰ
リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅡ 小児保健Ⅱ 栄養 地域保健Ⅱ
緊急援助Ⅰ 緊急援助Ⅱ

③ 【国際地域保健学モジュール】

衛生動物学

② 【地球環境・衛生学モジュール】

疫学Ⅱ 統計学Ⅱ

① 【疫学・統計学モジュール】

短期フィールド研修

ヘルスイノベーションゼミⅠ

ＭＳｃコース

必修2科目（3単位）を修得。

演習科目

MTM，MPH，MSCコース

必修1科目（ 2単位）を修得。

修士（熱帯医学）

キャリアデザイン

修士（医科学） 修士（公衆衛生学）

グローバルヘルス演習Ⅰ（通年）

・学位論文審査 ・課題研究指導（特定課題研究）

グローバルヘルスセミナー

ＭＴＭコース

必修3科目（5単位）を修得。

ＭＴＭコース

必修2科目（3単位）を修得。

・学位論文審査 ・課題研究指導（特定課題研究）

グローバルヘルス演習Ⅱ

長 期 海 外 研 修

グローバルヘルス演習Ⅱ

ヘルスイノベーションゼミⅡ

疫学・集団
健康学

健康・疾病
情報学

医動物生態学

基礎・応用
医科学

医療社会工学

熱帯医学基礎Ⅱ

熱帯医学基礎Ⅰ 基礎人間生物学（非医学系出身者対象）
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熱帯医学コース 国際健康開発コース ヘルスイノベーションコース

  研究の倫
  理審査体制

修了要件

学位論文
の審査体
制及び公
表方法等

教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件等の３コース比較表

区　分

教育方法

履修指導

研究指導

英語を用いて専門領域についての議論を十分にできる能力を付与

ロンドン大学衛生・熱帯医学校との連携による外国人教員（2名）の採用，及びリバプール熱帯医学校，アントワープ

熱帯医学研究所等からの講師招聘等による世界水準の教科書，教材を使用した世界水準の教育の実施

応用科目による熱帯医学（基礎と臨床）の

系統的教育による熱帯医学の全体像を付

与

基礎科目による熱帯医学・グローバルヘル

ス分野を俯瞰できる基礎知識を付与

必修基礎科目を多く設定し，多様なバックグ

ラウンドの学生に熱帯医学とグローバルヘ

ルスの広範な基礎知識を付与

サンラザロ病院（フィリピン）での臨床実習・

体験，研究による専門知識と判断力の向上

短期フィールド研修（バングラデシュ，フィリ

ピン等）による熱帯の途上国の現状と課題

について暴露

熱帯医学コースの「海外病院実習」，国際

健康開発コースの「短期フィールド研修」に，

演習の一環として参加可能

グローバルヘルス領域のトピックスに関す

る総合的理解力の強化，及び広範な英語

によるディベート力を養成

学生参加型の講義によりグローバルヘル

スの最先端の動向，思想を付与

グローバルヘルスの多くの領域をカバーす

るテーマに基づく専門教育による医科学関

連分野の基礎，応用科学展開能力を涵養

・履修指導をはじめ，健康や生活指導，奨学金や修了後の進路についての助言，サポートを実施

・講義等のビデオ撮影，資料保存，eラーニング教材の作製及び提供を実施

入学後，早期（秋学期中）に指導教員を決定し，修士論文作成に向けた継続的指導を実施

８ヶ月間の長期海外研修を必修とし，５ヶ月

間のインターンシップで実務経験と組織活

動を学び，３ヶ月間で修士論文（又は特定課

題研究報告書）の作成を行う

必修科目のみで３０単位であるが，履修指

導により選択科目の履修も可能

履修指導により，バックボーンや目標とする

修了後進路に応じて６単位以上の選択科

目を履修

本学のケニア拠点やベトナム拠点等での研究活動，JICAプロジェクトでの活動実績及び海外の大学の大学院との共同で実施

してきた研究，教育，実践活動を活用し，修士教育と連動させることで教育効果を向上させ，より質の高い研究を実施

・１年以上の修業期間

・30単位以上取得（全必修）

・修士論文（又は特定課題研究報告書）

・２年以上の修業期間

・３０単位以上取得（28単位必修，2単位選択）

・修士論文（又は特定課題研究報告書）

・２年以上の修業期間

・30単位以上取得（24単位必修，6単位選択）

・修士論文（又は特定課題研究報告書）

グローバルヘルス領域全体を俯瞰できる幅広い知識の教授

【英語による授業】

【世界トップレベル・世界水準の教育】

【修学コーディネーターの配置】

【指導教員の早期決定】

研究能力の基礎及び応用知識を付与し，研究指導による関連論文の批判的読み込みを習得させ，自ら研究計画を作成し遂行する能力を付与

【研究遂行能力を高める教育】

【研究，実践と統合させた教育】

指導教員（主・副）

の指導
論文提出

主査，副査

決 定
公開報告会

(質疑応答）

面談・審査 合否判定

(教授会） (教授会）

HPに公表
3年後までに

公開

(要旨，結果） (全体版）(主査，副査）

【論文審査の厳格性，透明性を確保】

【厳格な倫理審査体制】

「研究倫理」，「研究指導」

により研究倫理の学習

〔倫理委員会（含 弁護士等の外部者）〕

文部科学省及び厚生労働省の倫理指針に従い，「研究計画書」等を審査

〔海外の場合〕受入機関推奨の「研究審査委員会」，「倫理委員会」の承諾

即研究中止

被害調査の実施

（海外で発生）

即帰国，事後策の検討

倫理

違反

主に「国際地域保健学モジュール」，「社会

行動科学モジュール」及び「保健政策・マネ

ジメントモジュール」から２単位以上の選択

科目を履修

Shien-20
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【熱帯医学コース】 履修モデル

熱帯地域・発展途上国において重要な熱帯感染症などの疾病に関する高度な学問的知識を有し，実地臨
床の現場で新たな課題を発見し，必要な情報を収集し，これを解決する能力を備えた研究マインドを持っ
た臨床医として大学病院に勤務

教育目標 履修科目 教育・研究支援体制

【研究】

修士論文の作成

【応用】
臨床医として必要な応

用，専門知識の習得

大学卒業後,医師として２年の臨床経験を有する者

● 研究指導
● ピアレビュー
● 最終審査

一
年
次

● 分野横断的
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを通
じた更なる理解
力のアップ

取得単位：３０単位

入 口 （入 学）

修士（熱帯医学）の学位取得
出口（修了後）

・熱帯医学基礎Ⅱ:②
・グローバルヘルスⅠ：②
・グローバルヘルスⅡ：①
・地球環境・衛生学：②

臨床熱帯医学モジュール
・臨床熱帯医学（臓器別）：②
・臨床熱帯医学（地域別）：①

基礎熱帯医学モジュール
・病原微生物学Ⅰ：① ・病原微生物学Ⅱ：②
・病原微生物学Ⅲ：② ・免疫学：①
・バイオテクノロジー：① ・病理学：①

地球環境・衛生学モジュール
・衛生動物学：②

・疫学Ⅰ：②
・統計学Ⅰ ：②
・研究倫理：①

疫学・統計学モジュール
・疫学Ⅱ：① ・統計学Ⅱ：①

修士論文

修了要件
30単位以上

■ 全授業英語開講
■ グローバルヘルス
演習Ⅰ（ゼミ：研究
指導）

■ チュートリアルに
よる修学支援強化

■ 海外から著名な専
門家の招聘

■ 海外協力病院等と
のリアルタイムでの
症例ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

■ 長崎大学の豊富な
基礎感染症学系教員
による系統的講義と
実習

■ 他コースとのシナ
ジー効果

【専門基礎】
研究遂行に必要な専門

基礎知識の習得

【基礎】
グローバルな視点での

健康問題の現状理解

演習科目
・グローバルヘルスセミナー：②

○数字：必修単位数 （）数字：選択単位数

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ

ル
ヘ
ル

ス
演

習
Ⅰ
：
①
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【国際健康開発コース】 履修モデル ①

国際保健・グローバルヘルス領域における高度な学問的知識に加え，国際保健・グローバルヘルスの現
場で，高度な実務能力，実践的能力を有し，熱帯地域，発展途上国における健康問題の解決に貢献する
実務専門家（ＪＩＣＡプロジェクトに従事））

修士（公衆衛生学）の学位取得
出口（修了後）

教育目標 履修科目 教育・研究支援体制

【研究】

修士論文の作成

【実践】
国際協力現場における

実務能力の育成

【応用】
政策立案・事業運営に関

する知識の習得

【専門基礎】
多様な社会・文化環境で

の学問的アプローチ（基礎

研究能力の獲得）

経済学部卒業後、民間企業に勤務し，海外協力隊の経験を有する者

● 研究指導
● ピアレビュー
● 最終審査

● 本学指導教員、
本学インターン
シップ担当教員、
受 入 機 関 メ ン
ターとの連携指
導

● インターンシッ
プ担当教員によ
る訪問・指導

■ 全授業英語開講
■ 海外から著名な専
門家の招聘

■ グローバルヘルス
演習Ⅰ，Ⅱ
（ゼミ：研究指導）

■ チュートリアルに
よる修学支援強化

■ 他コースとのシナ
ジー効果

■ キャリアフェア

一
年
次

二
年
次

長期海外研修：②

社会行動科学モジュール
・ﾍﾙｽ･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝⅠ：①
・医療人類学Ⅰ（概論）：①

国際地域保健学モジュール
・ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾍﾙｽ/ｼﾞｪﾝﾀﾞｰⅠ：①
・小児保健Ⅰ：① ・地域保健Ⅰ：①
・小児保健Ⅱ：①

・疫学Ⅰ：②
・統計学Ⅰ：②
・研究倫理：①

・熱帯医学基礎Ⅰ：②
・グローバルヘルスⅠ：②
・グローバルヘルスⅡ：①
・地球環境・衛生学：②

短期フィールド研修：①

● 分野横断的
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを通
じた更なる理解
力のアップ

入 口（入 学）

保健政策・マネージメントモジュール
・医療経済：① ・保健制度・政策Ⅰ：①
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ管理Ⅰ：①
・保健制度・政策Ⅱ：（１）

○数字：必修単位数 （）数字：選択単位数

修了要件
30単位以上

取得単位：３０単位

演習科目
・グローバルヘルスセミナー：②

研究指導
グローバルヘルス演習Ⅱ

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ

ル
ヘ
ル

ス
演

習
Ⅰ
：
①

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
演
習

Ⅱ
：
①

疫学・統計学モジュール
・統計学Ⅱ:（１）

【基礎】
熱帯地域における健康

問題の現状理解

Shien-20
タイプライターテキスト
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【国際健康開発コース】 履修モデル ②

国際保健・グローバルヘルス領域における高度な学問的知識に加え，国際保健・グローバルヘルスの現場で，
高度な実務能力，実践的能力を有し，熱帯地域，発展途上国における健康問題の解決に貢献する実務専門
家（国際保健医療系NGO職員：ＳＨＡＲＥ，Ｏｘｆａｍなど）

修士（公衆衛生学）の学位取得
出口（修了後）

教育目標 履修科目 教育・研究支援体制

【研究】

修士論文の作成

【実践】
国際協力現場における実

務能力の育成

【応用】
政策立案・事業運営に関

する知識の習得

【専門基礎】
多様な社会・文化環境で

の学問的アプローチ（基礎

研究能力の獲得）

大学卒業後、看護師として途上国で勤務した者

● 研究指導
● ピアレビュー
● 最終審査

● 本学指導教員、
本学インターン
シップ担当教員、
受入機関メン
ターとの連携指
導

● インターンシッ
プ担当教員によ
る訪問・指導

■ 全授業英語開講
■ 海外から著名な専
門家の招聘

■ グローバルヘルス
演習Ⅰ，Ⅱ
（ゼミ：研究指導）

■ チュートリアルに
よる修学支援強化

■ 他コースとのシナ
ジー効果

■ キャリアフェア

一
年
次

二
年
次

長期海外研修：②

社会行動科学モジュール
・ﾍﾙｽ･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝⅠ：①
・医療人類学Ⅰ（概論）：①
・社会調査（質的）：（１）

国際地域保健学モジュール
・ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾍﾙｽ/ｼﾞｪﾝﾀﾞｰⅠ：①
・小児保健Ⅰ：① ・地域保健Ⅰ：①
・小児保健Ⅱ：① ・栄養：（１）

・疫学Ⅰ：②
・統計学Ⅰ：②
・研究倫理：①

・熱帯医学基礎Ⅰ：②
・グローバルヘルスⅠ：②
・グローバルヘルスⅡ：①
・地球環境・衛生学：②

短期フィールド研修：①

● 分野横断的
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを通
じた更なる理解
力のアップ

入 口（入 学）

保健政策・マネージメントモジュール
・医療経済：① ・保健制度・政策Ⅰ：①
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ管理Ⅰ：①

○数字：必修単位数 （）数字：選択単位数

修了要件
30単位以上

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ

ル
ヘ
ル

ス
演

習
Ⅰ
：
①

研究指導
グローバルヘルス演習Ⅱ

演習科目
・グローバルヘルスセミナー：②

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
演
習

Ⅱ
：
①

取得単位：３０単位

【基礎】
熱帯地域における健康

問題の現状理解

Shien-20
タイプライターテキスト
資料13-3



【ヘルスイノベーションコース】 履修モデル ①（基礎・応用医科学）

博士課程修了後，グローバルヘルス分野の高度な学問的知識を有し，感染症フィールド疫学に関する研究
の学術専門家として，国立感染症研究所に就職

修士（医科学）の学位取得
出口（修了後）

教育目標 履修科目 教育・研究支援体制

【応用】
研究分野の関連専

門知識の習得

【専門基礎】
研究遂行に必要な

専門基礎知識の習
得

農学部を卒業した者

● 研究指導
● ピアレビュー
● 最終審査

■ 全授業英語開講
■ 海外から著名な専

門家の招聘
■ グローバルヘルス
演習Ⅰ，Ⅱ
（ゼミ：研究指導）

■ チュートリアルに
よる修学支援強化

■ 他コースとのシナ
ジー効果

■ キャリアフェア
■ 多彩な応用科目の
選択肢による専門性
の強化

■ ヘルスイノベー
ションゼミⅠ，Ⅱ
（演習による更なる
専門性の強化）

一
年
次

【基礎】
グローバルな視点での

健康問題の現状理解

● 分野横断的ﾃﾞｨｽｶｯ
ｼｮﾝを通した更なる理
解力のアップ

● 出身分野，目標に向
かった多彩な選択肢

入 口（入 学）

二
年
次

・疫学Ⅰ：②
・統計学Ⅰ：②
・研究倫理：①

・熱帯医学基礎Ⅰ：②
・熱帯医学基礎Ⅱ：②
・グローバルヘルスⅠ：②
・グローバルヘルスⅡ：①
・地球環境・衛生学：②

基礎熱帯医学モジュール
・病原微生物学Ⅰ：（１）
・免疫学：（１）
・バイオテクノロジー：（１）
・病理学：（１）

臨床熱帯医学モジュール
・臨床熱帯医学（臓器別）：（２）

修了要件
30単位以上

【研究】

修士論文の作成

○数字：必修単位数 （）数字：選択単位数

取得単位：３０単位

演習科目
・グローバルヘルスセミナー：②

演習科目
・ヘルスイノベーションゼミⅡ：④
（テーマ：基礎・応用医科学）

研究指導
・グローバルヘルス演習Ⅱ

演
習
科
目

ヘ
ル
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ゼ
ミ
Ⅰ
：
②

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
演
習

Ⅰ
：
①

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ

ル
ヘ
ル

ス
演

習
Ⅱ
：
①

● 研究概要
病原体分析、感染

の生体反応、臨床な
ど広範な医療領域の
基礎・応用研究

Shien-20
タイプライターテキスト
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【ヘルスイノベーションコース】 履修モデル ②（医動物生態学）

博士課程修了後，グローバルヘルス分野の高度な学問的知識を有し，マラリア媒介蚊に関する研究の学術
専門家として薬剤浸漬蚊帳を製造している化学企業の研究者として就職

修士（医科学）の学位取得
出口（修了後）

教育目標 履修科目 教育・研究支援体制

【応用】
研究分野の関連専

門知識の習得

【専門基礎】
研究遂行に必要な

専門基礎知識の習
得

環境科学部を卒業した者

● 研究指導
● ピアレビュー
● 最終審査

一
年
次

【基礎】
グローバルな視点での

健康問題の現状理解

● 分野横断的ﾃﾞｨｽｶｯ
ｼｮﾝを通した更なる理
解力のアップ

● 出身分野，目標に向
かった多彩な選択肢

入 口（入 学）

二
年
次

・疫学Ⅰ：②
・統計学Ⅰ：②
・研究倫理：①

・熱帯医学基礎Ⅰ：②
・熱帯医学基礎Ⅱ：②
・グローバルヘルスⅠ：②
・グローバルヘルスⅡ：①
・地球環境・衛生学：②

基礎熱帯医学モジュール
・病原微生物学Ⅲ：（２）

疫学・統計学モジュール
・疫学Ⅱ：（１）
・統計学Ⅱ：（１）

修了要件
30単位以上

【研究】

修士論文の作成

○数字：必修単位数 （）数字：選択単位数

取得単位：３０単位

演習科目
・グローバルヘルスセミナー：②

演
習
科
目

ヘ
ル
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ゼ
ミ
Ⅰ
：
②

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
演
習

Ⅰ
：
①

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ

ル
ヘ
ル

ス
演

習
Ⅱ
：
①

演習科目
・ヘルスイノベーションゼミⅡ：④

（テーマ：医動物生態学）

研究指導
・グローバルヘルス演習Ⅱ

演習科目
・グローバルヘルスセミナー：②

地球衛生・環境学モジュール
・衛生動物学：（２）

■ 全授業英語開講
■ 海外から著名な専
門家の招聘

■ グローバルヘルス
演習Ⅰ，Ⅱ
（ゼミ：研究指導）

■ チュートリアルに
よる修学支援強化

■ 他コースとのシナ
ジー効果

■ キャリアフェア
■ 多彩な応用科目の
選択肢による専門性
の強化

■ ヘルスイノベー
ションゼミⅠ，Ⅱ

（演習による更なる
専門性の強化）

● 研究概要
媒介動物や環境に

着目し、時空間的分
布、GIS、感染症数理
モデルを活用した研究

Shien-20
タイプライターテキスト
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【ヘルスイノベーションコース】 履修モデル ③（疫学・集団健康学）

博士課程修了後，グローバルヘルス分野の高度な学問的知識を有し，地球温暖化の健康影響に関する研
究の学術専門家として国立環境研究所に就職

修士（医科学）の学位取得
出口（修了後）

教育目標 履修科目 教育・研究支援体制

【応用】
研究分野の関連専

門知識の習得

【専門基礎】
研究遂行に必要な

専門基礎知識の習
得

医学部（保健学科）を卒業した者

● 研究指導
● ピアレビュー
● 最終審査

一
年
次

【基礎】
グローバルな視点での

健康問題の現状理解

● 分野横断的ﾃﾞｨｽｶｯ
ｼｮﾝを通した更なる理
解力のアップ

● 出身分野，目標に向
かった多彩な選択肢

入 口（入 学）

二
年
次

・疫学Ⅰ：②
・統計学Ⅰ：②
・研究倫理：①

・熱帯医学基礎Ⅰ：②
・熱帯医学基礎Ⅱ：②
・グローバルヘルスⅠ：②
・グローバルヘルスⅡ：①
・地球環境・衛生学：②

疫学・統計学モジュール
・疫学Ⅱ：（１）
・統計学Ⅱ：（１）

修了要件
30単位以上

【研究】

修士論文の作成

○数字：必修単位数 （）数字：選択単位数

演
習
科
目

ヘ
ル
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ゼ
ミ
Ⅰ
：
②

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
演
習

Ⅰ
：
①

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ

ル
ヘ
ル

ス
演

習
Ⅱ
：
① 研究指導

・グローバルヘルス演習Ⅱ

演習科目
・ヘルスイノベーションゼミⅡ：④
（テーマ：疫学・集団健康学）

演習科目
・グローバルヘルスセミナー：②

地球環境・衛生学モジュール
・衛生動物学：（２）

取得単位：３０単位

社会行動科学モジュール
・社会調査（量的）：（１）
・人口学：（１）

■ 全授業英語開講
■ 海外から著名な専
門家の招聘

■ グローバルヘルス
演習Ⅰ，Ⅱ
（ゼミ：研究指導）

■ チュートリアルに
よる修学支援強化

■ 他コースとのシナ
ジー効果

■ キャリアフェア
■ 多彩な応用科目の
選択肢による専門性
の強化

■ ヘルスイノベー
ションゼミⅠ，Ⅱ
（演習による更なる
専門性の強化）

● 研究概要
臨床疫学、フィール

ド疫学、統計学を活用
し、環境が疾病分布に
及ぼす影響の解明

Shien-20
タイプライターテキスト
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【ヘルスイノベーションコース】 履修モデル ④（健康・疾病情報学）

博士課程修了後，グローバルヘルス分野の高度な学問的知識を有し，コンピュータサイエンスの知識を応
用して， HDSSに関連する研究の学術専門家としてIT関連企業の研究・開発部門に就職

修士（医科学）の学位取得
出口（修了後）

教育目標 履修科目 教育・研究支援体制

【応用】
研究分野の関連専

門知識の習得

【専門基礎】
研究遂行に必要な専

門基礎知識の習得

工学部を卒業した者

● 研究指導
● ピアレビュー
● 最終審査

一
年
次

【基礎】
グローバルな視点での

健康問題の現状理解

● 分野横断的ﾃﾞｨｽｶｯ
ｼｮﾝを通した更なる理
解力のアップ

● 出身分野，目標に向
かった多彩な選択肢

入 口（入 学）

二
年
次

・疫学Ⅰ：②
・統計学Ⅰ：②
・研究倫理：①

・熱帯医学基礎Ⅰ：②
・熱帯医学基礎Ⅱ：②
・グローバルヘルスⅠ：②
・グローバルヘルスⅡ：①
・地球環境・衛生学：②

社会行動科学モジュール
・社会調査（量的）：（１）
・社会調査（質的）：（１）

疫学・統計学モジュール
・疫学Ⅱ：（１）
・統計学Ⅱ：（１）

修了要件
30単位以上

【研究】

修士論文の作成

○数字：必修単位数 （）数字：選択単位数

取得単位：３０単位

演習科目
・グローバルヘルスセミナー：②

演習科目
・ヘルスイノベーションゼミⅡ：④
（テーマ：健康・疾病情報学）

研究指導
・グローバルヘルス演習Ⅱ

演
習
科
目

ヘ
ル
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ゼ
ミ
Ⅰ
：
②

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
演
習

Ⅰ
：
①

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ

ル
ヘ
ル

ス
演

習
Ⅱ
：
①

保健政策・マネージメントモジュール
・医療経済：（１）
・社会起業論：（１）

■ 全授業英語開講
■ 海外から著名な専
門家の招聘

■ グローバルヘルス
演習Ⅰ，Ⅱ
（ゼミ：研究指導）

■ チュートリアルに
よる修学支援強化

■ 他コースとのシナ
ジー効果

■ キャリアフェア
■ 多彩な応用科目の
選択肢による専門性
の強化

■ ヘルスイノベー
ションゼミⅠ，Ⅱ
（演習による更なる
専門性の強化）

● 研究概要
IT利用とそれによる

データ集積・分析（E‐
health）研究

Shien-20
タイプライターテキスト
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【ヘルスイノベーションコース】 履修モデル ⑤（医療社会工学）

博士課程修了後，グローバルヘルス分野の高度な学問的知識を有し，開発するプロジェクトに従事しながら
ソーシャルビジネス起業を目指す

修士（医科学）の学位取得
出口（修了後）

教育目標 履修科目 教育・研究支援体制

【応用】
研究分野の関連専

門知識の習得

【専門基礎】
研究遂行に必要な専

門基礎知識の習得

経済学部を卒業した者

● 研究指導
● ピアレビュー
● 最終審査

一
年
次

【基礎】
グローバルな視点での

健康問題の現状理解

● 分野横断的ﾃﾞｨｽｶｯ
ｼｮﾝを通した更なる理
解力のアップ

● 出身分野，目標に向
かった多彩な選択肢

入 口（入 学）

二
年
次

・疫学Ⅰ：②
・統計学Ⅰ：②
・研究倫理：①

・熱帯医学基礎Ⅰ：②
・熱帯医学基礎Ⅱ：②
・グローバルヘルスⅠ：②
・グローバルヘルスⅡ：①
・地球環境・衛生学：②

社会行動科学モジュール
・社会調査（量的）：（１）
・社会調査（質的）：（１）

保健政策・マネージメントモジュール
・医療経済：（１）
・援助論Ⅰ：（１）
・援助論Ⅱ：（１）
・社会起業論：（１）

修了要件
30単位以上

【研究】

修士論文の作成

○数字：必修単位数 （）数字：選択単位数

取得単位：３０単位

演習科目
・グローバルヘルスセミナー：②

演習科目
・ヘルスイノベーションゼミⅡ：④

（テーマ：医療社会工学）

研究指導
・グローバルヘルス演習Ⅱ

演
習
科
目

ヘ
ル
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ゼ
ミ
Ⅰ
：
②

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
演
習

Ⅰ
：
①

研
究
指
導

グ
ロ
ー
バ

ル
ヘ
ル

ス
演

習
Ⅱ
：
①

■ 全授業英語開講
■ 海外から著名な専
門家の招聘

■ グローバルヘルス
演習Ⅰ，Ⅱ
（ゼミ：研究指導）

■ チュートリアルに
よる修学支援強化

■ 他コースとのシナ
ジー効果

■ キャリアフェア
■ 多彩な応用科目の
選択肢による専門性
の強化

■ ヘルスイノベー
ションゼミⅠ，Ⅱ

（演習による更なる
専門性の強化）

● 研究概要

医療社会工学的ア
プローチによりグローバ
ルヘルス推進に向けた
提言を目指す

Shien-20
タイプライターテキスト
資料13-8



グローバルヘルス・リーダー

熱帯医学

ヘルス

イノベーション

国際健康開発

疫学・
集団健康学

医療社会工学

基礎・応用
医科学

医動物生態学

健康・疾病
情報学

熱帯医学 >>> 熱帯医学臨床、臨床疫学分野において国際的に活動、研究する人材
ヘルス・イノベーション >>> 研究や臨床によって得られた知識や知見に新たな技術やアイディア、社会技術を導入し、効果的な運用を推進する人材
国際健康開発 >>> 得られた知見を政策策定・提言、プロジェクト実施等を通じてサービスに転換し、地域へ還元し、地域の健康改善に資する人材

疫学・集団健康学
臨床疫学、フィールド疫学、統計学を活用し，
環境が疾病分布に及ぼす影響の解明

基礎・応用医科学
病原体分析（NGS次世代シークエンサーを用

いた病原体解析等）、感染の生体反応、臨床
など広範な医療領域の基礎・応用研究

医動物生態学
媒介動物や環境に着目し、時空間的分布、
GIS、感染症数理モデルを活用した研究

健康・疾病情報学
IT利用とそれによる健康や疾病に係るデータ
の集積・分析（E‐health）研究

医療社会工学
医療社会工学的アプローチによりグローバ
ルヘルス推進にむけた提言を目指す

ヘルスイノベーションコースの５テーマについて

Shien-20
タイプライターテキスト
資料14



 

【派遣中】

「実習科目」における危機管理等

渡航前指導

危機事象発生

その他の対策

入 学 短期フィールド研修 長期海外研修

危機管理オリエンテーション

・国際理解 ・情報収集方法 ・予防接種案内 ・海外保険加入 ・健診の受診

・安全，健康管理 ・危機事象発生時の連絡体制と対処，対応 など

「学生の国際交流に関する危機管理対応マニュアル」

（危機対策本部）

研究科 大学本部連携

受入機関

在外公館

関係機関

現地派遣

・不可抗力以外の事由による途中帰国防止対策

【派遣前】受入機関，業務内容についての事前調整，現地指導者特定

指導教員

学 生

現地指導者
学業・就業状況，安全・健康

Shien-20
タイプライターテキスト
資料15-1
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フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

1 学長
片峰
カタミネ

　茂
シゲル

＜平成２０年１０月＞

医学博士
長崎大学長

＜平成２０年１０月＞

（注）　高等専門学校にあっては校長について記入すること。

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

別記様式第３号（その１）

教 員 名 簿

年齢
調書
番号

役職名
現　職

（就任年月）

学 長 の 氏 名 等

保有
学位等

月額基本給
（千円）



教員名簿（別記様式３号（その２の１））

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

1 専任 教授
森田
モリタ

　公一
コウイチ

<平成27年4月>

医学博士

熱帯医学基礎Ⅰ※
病原微生物学Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１春
１通
２通

0.3
0.7
1
1

１
１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H13.10.1)
５日

2 専任 教授
安田
ヤスダ

　二朗
ジロウ

<平成27年4月>

博士（理学）

熱帯医学基礎Ⅰ※
病原微生物学Ⅰ※
グローバルヘルスセミナー※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１春
集中
１通
２通

0.1
0.3
0.1
1
1

１
１
１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H22.12.8)
５日

3 専任 教授
金子
カネコ

　修
オサム

<平成27年4月>

博士（医学）

熱帯医学基礎Ⅰ※
熱帯医学基礎Ⅱ※
病原微生物学Ⅱ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１秋
１春
１通
２通

0.3
0.7
0.8
1
1

１
１
１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H19.5.1)
５日

4 専任 教授
濱野
ハマノ

　真二郎
シンジロウ

<平成27年4月>

博士（医学）

熱帯医学基礎Ⅰ※
熱帯医学基礎Ⅱ※
病原微生物学Ⅱ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１秋
１春
１通
２通

0.3
0.5
1.2
1
1

１
１
１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H21.5.1)
５日

5 専任 教授
平山
ヒラヤマ

　謙二
ケンジ

<平成27年4月>

医学博士

免疫学※
バイオテクノロジー
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１春
１春
１通
２通

0.5
1
1
1

１
１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H13.4.1)
５日

6 専任 教授
金子
カネコ

　聰
サトシ

<平成27年4月>

博士（医学）

社会起業論※
グローバルヘルスセミナー※
ヘルスイノベーションゼミⅠ※
ヘルスイノベーションゼミⅡ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１初夏
集中
１通
２通
１通
２通

0.6
0.1
0.4
0.8
1
1

１
１
１
１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H17.10.1)
５日

7 専任 教授
山本
ヤマモト

　太郎
タロウ

<平成27年4月>

博士（医学）

博士（国際
保健学）

保健制度・政策Ⅱ
援助論Ⅱ
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１初夏
１初夏
１通
２通

1
1
1
1

１
１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H19.10.1)
５日

8 専任 教授
皆川
ミナカワ

　昇
ノボル

<平成27年4月>

Doctor of
Philosophy
（米国）

（生態学）

地球環境・衛生学※
衛生動物学※
グローバルヘルスセミナー※
ヘルスイノベーションゼミⅠ※
ヘルスイノベーションゼミⅡ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１初夏
集中
１通
２通
１通
２通

1.4
0.9
0.1
0.4
0.8
1
1

１
１
１
１
１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H17.9.1)
５日

9 専任 教授
有吉
アリヨシ

　紅也
コウヤ

<平成27年4月>

Doctor of
Philosophy
（英国）
（医学）

熱帯医学基礎Ⅰ※
熱帯医学基礎Ⅱ※
病原微生物学Ⅲ※
臨床熱帯医学（臓器別）※
臨床熱帯医学（地域別）※
グローバルヘルスセミナー※
ヘルスイノベーションゼミⅠ※
ヘルスイノベーションゼミⅡ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１秋
１春
１初夏
１初夏
集中
１通
２通
１通
２通

0.8
0.8
1.4
1.2
1

0.2
0.4
0.8
1
1

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H17.3.28)
５日

10 専任 教授
橋爪
ハシヅメ

　真弘
マサヒロ

<平成27年4月>

Doctor of
Philosophy
（英国）
（医学）

地球環境・衛生学※
疫学Ⅰ※
統計学Ⅰ※
疫学Ⅱ※
統計学Ⅱ
衛生動物学※
グローバルヘルスセミナー※
ヘルスイノベーションゼミⅠ※
ヘルスイノベーションゼミⅡ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１秋
１秋
１初夏
１初夏
１初夏
集中
１通
２通
１通
２通

0.3
1.5
1

0.5
1

0.3
0.1
0.4
0.8
1
1

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H24.1.1)
５日

11 専任 教授

Laothavorn
ローサ　　　ボーン　　

Juntra
チャントラ

<平成27年4月>

Doctor of
Philosophy
（英国）
（医学）

研究倫理※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１通
２通

0.5
1
1

１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H24.4.1)
５日

12 専任 教授
山城
ヤマシロ

　哲
テツ

<平成27年4月>

博士（医学）
熱帯医学基礎Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１通
２通

0.1
1
1

１
１
１

熱帯医学研究所
教授

（H22.7.1)
５日

教　　員　　の　　氏　　名　　等

担当授業科目の名称

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）

配 当
年 次

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平 均 日 数

-1-



教員名簿（別記様式３号（その２の１））

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

教　　員　　の　　氏　　名　　等

担当授業科目の名称
調書
番号

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）

配 当
年 次

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平 均 日 数

13 専任 教授
門司
モジ

　和彦
カズヒコ

<平成27年4月>

保健学博士

グローバルヘルスⅡ
栄養
ヘルス・プロモーションＩ※
ヘルス・プロモーションⅡ※
保健制度・政策Ⅰ
社会起業論※
グローバルヘルスセミナー※
ヘルスイノベーションゼミⅠ※
ヘルスイノベーションゼミⅡ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１初夏
１冬
１春
１冬
１初夏
集中
１通
２通
１通
２通

1
1

0.6
0.6
1

0.1
0.2
0.4
0.8
1
1

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

国際健康開発
研究科  教授
（H25.10.1）

５日

14 専任 教授
神谷
カミヤ

　保彦
ヤスヒコ

<平成27年4月>

Doctor of
Philosophy
（英国）
（医学）

基礎人間生物学
グローバルヘルスＩ
小児保健Ｉ※
地域保健Ⅰ※
小児保健Ⅱ※
緊急援助Ｉ
緊急援助Ⅱ※
短期フィールド研修※
長期海外研修
グローバルヘルスセミナー※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１秋
１冬
１冬
１春
１初夏
１春
１春
２秋
集中
１通
２通

1
2

0.6
0.8
0.6
1

0.1
0.5
2

0.1
1
1

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

国際健康開発
研究科  教授
（H20.1.6）

５日

15 専任 教授
松山
マツヤマ

(髙木
タカキ

)章子
アキコ

<平成27年4月>

Doctor of
Philosophy
（米国）

（国際保健
学）

リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーＩ※
リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅡ※
社会調査（質的）
国際保健研究への社会科学的アプローチ※
グローバルヘルスセミナー※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１冬
１春
１冬
１初夏
集中
１通
２通

0.1
0.1
1

0.1
0.1
1
1

１
１
１
１
１
１
１

国際健康開発
研究科  教授
（H21.4.1）

５日

16 専任 教授
中込
ナカゴミ

　治
オサム

<平成27年4月>

医学博士
熱帯医学基礎Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１秋
１通
２通

0.1
1
1

１
１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H15.5.1)

５日

17 専任 教授
下川
シモカワ

　功
イサオ

<平成27年4月>

医学博士
病理学※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１春
１通
２通

0.6
1
1

１
１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H12.4.1)

５日

18 専任 教授
青柳
アオヤギ

　潔
キヨシ

<平成27年4月>

医学博士
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１通
２通

1
1

１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H14.11.16)

５日

① 専任 教授
前田
マエダ

　隆浩
タカヒロ

<平成27年4月>

博士（医学）

臨床熱帯医学（臓器別）※
地域保健Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１初夏
１冬
１通
２通

0.1
0.2
1
1

１
１
１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H22.4.1)

５日

20 専任 教授
前村
マエムラ

　浩二
コウジ

<平成27年4月>

博士（医学）
臨床熱帯医学（臓器別）※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１初夏
１通
２通

0.1
1
1

１
１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H20.7.16)

５日

21 専任 教授
柳原
ヤナギハラ

　克
カツ

紀
ノリ

<平成27年4月>

博士（医学）
臨床熱帯医学（臓器別）※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１初夏
１通
２通

0.3
1
1

１
１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H125.1.1)

５日

22 専任 教授
森内
モリウチ

　浩幸
ヒロユキ

<平成27年4月>

博士（医学）

臨床熱帯医学（臓器別）※
小児保健Ｉ※
小児保健Ⅱ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１初夏
１冬
１春
１通
２通

0.1
0.4
0.4
1
1

１
１
１
１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H11.1.4)

５日

23 専任 教授
由井
ユイ

　克之
カツユキ

<平成27年4月>

医学博士
免疫学※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１春
１通
２通

0.5
1
1

１
１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H9.10.1)

５日

24 専任 教授
西田
ニシダ

　教行
ノリユキ

<平成27年4月>

博士（医学）
病原微生物学Ⅲ※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１春
１通
２通

0.3
1
1

１
１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H21.7.1)

５日

25 専任 教授
小澤
オザワ

　寛樹
ヒロキ

<平成27年4月>

医学博士
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１通
２通

1
1

１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H15.10.1)

５日
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教員名簿（別記様式３号（その２の１））

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

教　　員　　の　　氏　　名　　等

担当授業科目の名称
調書
番号

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）

配 当
年 次

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平 均 日 数

26 専任 教授
泉川
イズミカワ

　公一
コウイチ

<平成27年4月>

博士（医学）

病原微生物学Ⅲ※
臨床熱帯医学（臓器別）※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１春
１初夏
１通
２通

0.3
0.1
1
1

１
１
１
１

医歯薬学総合
研究科　教授
（H26.3.1)

５日

27 専任 准教授
奥村
オクムラ

　順子
ジュンコ

<平成27年4月>

博士（保健
学）

地域保健Ⅱ
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１春
１通
２通

1
1
1

１
１
１

熱帯医学研究所
准教授

（H21.6.1)
５日

28 専任 准教授
松井
マツイ

　三
ミツ

明
アキ

<平成27年4月>

Master of
Science in
Disease
Control
（白国）

リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーＩ※
リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅡ※
プロジェクト・プログラム管理Ｉ
プロジェクト・プログラム管理Ⅱ
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１冬
１春
１初夏
１初夏
１通
２通

0.8
0.8
1
1
1
1

１
１
１
１
１
１

国際健康開発
研究科 准教授
（H25.10.1）

５日

医療人類学Ｉ（概論）
医療人類学Ⅱ（応用）

１冬
１春

1
1

１
１

社会起業論※ １初夏 0.1 1

グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１通
２通

1
1

１
１

医療経済※ １初夏 0.5 1

保健財政 １初夏 1 1

社会起業論※ １初夏 0.1 1

グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１通
２通

1
1

１
１

31 専任 助教
佐藤
サトウ

　美穂
ミホ

<平成27年4月>

Master of
Arts in

Anthropology
（米国）

Master of
Public
Health

（米国）

リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーＩ※
リプロダクティブ・ヘルス/ジェンダーⅡ※
短期フィールド研修※
グローバルヘルス演習Ⅰ※
グローバルヘルス演習Ⅱ※

１冬
１春
１春
１通
２通

0.1
0.1
0.5
1
1

１
１
１
１
１

国際健康開発
研究科  助教
（H26.4.1）

５日

32 兼担 教授
一瀬　休生
イチノセ　　　ヨシオ

<平成27年4月>

博士（医学） 臨床熱帯医学（臓器別）※ １初夏 0.1 1
熱帯医学研究所

教授
（H18.4.1)

－

33 兼担 教授
高村
タカムラ

　昇
ノボル

<平成27年4月>

博士（医学）
地球環境・衛生学※
衛生動物学※

１秋
１初夏

0.3
0.3

１
１

原爆後障害
医療研究所

教授
（H20.4.1)

－

34 兼担 教授
本田
ホ ン ダ

　純
ス ミ

久
ヒサ

<平成27年4月>

博士（医学） 統計学Ⅰ※ １秋 1 1
医歯薬学総合
研究科　教授
（H23.4.1)

－

35 兼担 教授
福岡　順也
フクオカ　　ジュンヤ

<平成27年4月>

博士（医学） 病理学※ １春 0.2 1
医歯薬学総合
研究科　教授
（H24.11.1)

－

36 兼担 教授
加藤
カ ト ウ

  誠治
セ イ ジ

<平成27年4月>

学士（政治
学）

援助論Ⅰ １冬 1 1
国際連携戦略
本部  教授
（H24.4.1）

－

37 兼担 教授

Umali Celia
 ウマリ　      セリヤ　　

Lopez
ロペス　　

<平成27年4月>

博士（経済
学）

開発と経済 １初夏 1 1
経済学部

教授
（H16.1.1）

－

38 兼担 准教授
松村
マツムラ

　真樹
マサキ

<平成27年4月>

Ph.D.
博士（社会

学）

社会調査（量的）
人口学

１冬
１冬

1
1

１
１

国際リエゾン
機構　准教授
（H16.9.16）

－

39 兼担 准教授
川田
カワダ

　均
ヒトシ

<平成27年4月>

農学博士 衛生動物学※ １初夏 0.1 1
熱帯医学研究所

准教授
（H21.1.1)

－

40 兼担 講師
森　亮一
モリ　リョウイチ

<平成27年4月>

博士（医学） 病理学※ １春 0.2 1
医歯薬学総合
研究科　講師
（H24.4.1)

－

博士（社会人
類学）

５日

多文化社会学部
准教授

（H26.4.1）
５日

③ 専任 准教授
工藤
クドウ

　健
タケシ

<平成27年4月>

修士（経済
学）

経済学部
准教授

（H19.6.1）

② 専任 准教授
増田
マスダ

　研
ケン

<平成27年4月>
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教員名簿（別記様式３号（その２の１））

（熱帯医学・グローバルヘルス研究科　グローバルヘルス専攻）

フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

教　　員　　の　　氏　　名　　等

担当授業科目の名称
調書
番号

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）

配 当
年 次

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平 均 日 数

41 兼任 講師
福田
フクダ

　英輝
ヒデキ

<平成27年4月>

博士（医学）
ヘルス・プロモーションＩ※
ヘルス・プロモーションⅡ※

１冬
１春

0.2
0.2

１
１

長崎大学附属
病院　講師
（H21.2.1）

－

42 兼担 助教
鈴木
スズキ

　基
モトイ

<平成27年4月>

修士（途上国
公衆衛生学）

疫学Ⅰ※
疫学Ⅱ※

１秋
１初夏

0.5
0.5

１
１

熱帯医学研究所
助教

（H21.12.2)
－

43 兼担 助教
砂原　俊彦
スナハラ　　 トシヒコ

<平成27年4月>

博士（医学） 衛生動物学※ １初夏 0.1 1
熱帯医学研究所

助教
（H19.4.1)

－

44 兼担 助教
比嘉　由起子
　ヒガ　　　　　　ユキコ

<平成27年4月>

博士（医学） 衛生動物学※ １初夏 0.3 1
熱帯医学研究所

助教
（H20.4.1)

－

45 兼任 講師

Koen Peeters
クーン ピータース

Grietens
グ リ テ ン ス

<平成27年4月>

Doctor of
Philosophy
（西国）

（社会文化人
類学）

研究倫理※
国際保健研究への社会科学的アプローチ※

１秋
１初夏

0.5
0.9

１
１

アントワープ熱
帯医学研究所
（ベルギー）：
Senior
Researcher and
Lecturer

（H20.9)

－

46 兼任 講師
黒崎　伸子
クロサキ　　　ノブコ

<平成27年4月>

医学士 緊急援助Ⅱ※ １春 0.9 1
黒崎医院　院長

（H19.4)
－

47 兼任 講師
小林　潤
コバヤシ　ジュン

<平成27年4月>

博士（医学）
ヘルス・プロモーションＩ※
ヘルス・プロモーションⅡ※

１冬
１春

0.2
0.2

１
１

琉球大学　医学
部

教授
（H26.4）

－

48 兼任 講師
神谷　祐介
カミヤ　　　ユウスケ

<平成27年4月>

博士（国際公
共政策）

医療経済※ １初夏 0.5 1
龍谷大学

経済学部　講師
（H26.4）

－

49 兼任 講師
Judd Walson
ジャッド　　　ワルソン

<平成27年4月>

Master of
Public
Health

（米国）

社会起業論※ １初夏 0.1 1

niversity of
Washington -
Department of
Global Health

Associate
Professor
（H25.10)

－

43
１　教員の数に応じ，適宜枠を増やして記入すること。
２　私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合又は大学等の設置者の変更の認
　可を受けようとする場合は，この書類を作成する必要はない。
３　「申請に係る学部等に従事する週当たりの平均日数」の欄は，専任教員のみ記載すること。
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職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 ３人 １６人 ７人 人 人 ２６人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 １人 人 １人 人 人 ２人

修 士 人 人 １人 １人 人 人 人 ２人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 １人 人 人 人 人 １人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 ４人 １６人 ８人 人 人 ２８人

修 士 人 人 ２人 １人 人 人 人 ３人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度（以下「完成年度」という。）における状況を記載すること。

４　専門職大学院の課程を修了した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

別記様式第３号（その３）

合 計

専任教員の年齢構成・学位保有状況

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（注）

教 授

准 教 授

講 師

２　この書類は，専任教員についてのみ，作成すること。

助 教


	基本計画書（様式第２号（その１の１））
	教育課程等の概要（様式第２号（その２の１））
	授業科目の概要（様式第２号（その３の１））
	
	都道府県内における位置関係に関する図面
	最寄り駅からの距離や交通機関が分かる図面

	
	長崎大学大学院学則
	熱帯医学・グローバルヘルス研究科運営規則
	熱帯医学・グローバルヘルス研究科教授会規程

	
	nagasaki_1410i_syushi1
	目 次
	１ 設置の趣旨及び必要性
	(1) 熱帯医学・グローバルヘルス研究科の基本理念
	(2) 設置の趣旨及び必要性
	(3) 長崎大学に設置する意義
	(4) 熱帯医学・グローバルヘルス研究科が育成する人材
	(5) 本研究科の特色ある取組
	２ 本研究科の課程の構想
	３ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称
	４ 教育課程の編成の考え方及び特色
	５ 教員組織の編成の考え方及び特色
	６ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件
	(1) 各コースの教育方法等
	ア 熱帯医学コース
	イ 国際健康開発コース
	ウ ヘルスイノベーションコース
	(2) 授業方法の設定等
	(3) 海外実習等の実施
	(4) 履修科目の年間登録上限及び他大学における授業科目の履修等
	７ 特定課題の研究成果の審査方法
	８ 施設・設備等の整備計画
	９ 既設の学部との関係
	10 入学者選抜の概要
	11 管理運営の考え方
	12 自己点検・評価
	13 情報の公表
	14 教員の資質の維持向上の方策

	nagasaki_1410i_syushi2
	資 料 目 次
	資料1-1
	資料1-2 
	資料2
	資料3
	資料4
	資料5

	nagasaki_1410i_syushi3
	資料6
	資料7
	資料8
	資料9
	資料10
	資料11
	資料12

	nagasaki_1410i_syushi4
	資料13
	資料14
	資料15-1
	資料15-2


	
	学長の氏名等
	教員の氏名等
	専任教員の年齢構成・学位保有状況




